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第１章  総則 

 （趣旨） 

第１条 この取扱要領は、第３補給処が契約等に基づいて契約工場に官給、寄

託又は貸付する物品について、契約工場における物品管理補給業務を適正か

つ効率的に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 基地等 基地及び分屯基地をいう。 

(2) 契約工場 防衛省が航空自衛隊の装備品等を生産又は整備する等のため

契約した民間の会社、工場、その他これに準ずるものをいう。 

(3) 分任管理官 物品管理法で定められた分任物品管理官をいい、特に示し

てある場合を除き分任管理官の事務を代理中の分任管理官代理を含む。 

(4) 一般分任物品管理官 航空自衛隊の基地等における物品管理補給業務を

実施するため設けられる分任物品管理官をいう（以下「一般分任管理官」

という。）。 

(5) 補給分任物品管理官 航空自衛隊の基地等及び契約工場に対する物品管

理補給業務を実施するため補給管理単位に設ける分任管理官をいう（以下

「補給分任管理官」という。）。 

(6) 工場物品管理責任者 契約工場における官給品等に関する物品管理上の

責任者をいう。 

(7) 官給 分任管理官が契約に基づき、物品を整備又は生産するために必要

な補用部品を契約の相手方に引き渡すことをいう。 

(8) 官給品（ＧＦＰ：Government Furnished Property） 官給する又は官

給した（された）物品をいう。 

(9) 寄託 分任管理官が契約に基づき、物品の所有権を移転しないまま部外

の施設等に物品を保管させ又は物品の修理、改造等のため当該物品を契約

の相手方に引き渡すことをいう。 

(10) 貸付 分任管理官が契約に基づき、物品の所有権を移転しないまま契約

の相手方に引渡して使用収益させるもので、貸主である分任管理官からみ

た民法上の使用貸借、賃貸借又は消費貸借をいい、契約に基づいて契約相

手方から返還される予定のものである。 

(11) 官給品等 官給品（取外品を含む。） その他契約工場に対する寄託物

品及び貸付物品をいう。 

(12) 官給困難品 修理等契約の締結以降、やむを得ない理由により必要な時

期までに支給が困難と補給担任補給処長が判定した官給品をいい、次のと

おり区分される。 

  ア 業者委託調達品（ＣＦＰ：Contractor Furnished Property） 官給困

難品であって、契約相手方が官の委託に基づき、製造又は購入により自
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ら調達し、かつ、その全部を官に引き渡すものをいう。 

  イ 業者調達品（ＣＰＰ：Contractor Purchased Property） 官給困難品

であって、契約相手方が在庫品（社有品）を利用し、若しくは製造又は

購入により自ら調達し、かつ、修理等の契約履行に直接使用したものを

いい、その代価は修理等の契約金額に含める。 

(13) 業者負担品（ＣＲＰ：Contractor Responsibility Property） 契約相手

方の責任において、在庫品（社有品）を利用し、若しくは製造又は購入に

より自ら調達し、かつ、修理等の契約履行に直接使用するものをいい、そ

の代価は修理等の契約金額に含める。 

(14) ＣＲＰ予定品目 本来ＣＲＰとすべき品目であるが、第３補給処に在庫

及び受入予定のある品目をいう。 

(15) 使用可能品 そのままの状態で本来の用途に直ちに使用できる物品をい

う。 

(16) 使用不能品 要修理品及び修理不能品を総称したものをいう。 

ア 要修理品 そのままの状態では本来の用途に直ちに使用できないが、 

修理すれば本来の目的に使用でき、又は使用できると判断される物品を

いう。 

  イ 修理不能品 そのままの状態では本来の用途に使用できないもので技

術的又は経済的に修理できないと判断される物品をいう。 

(17) 外注要修理品 外注整備契約の対象である要修理品又はＴＯＣ物品をい

う。 

(18) 消耗品 消耗区分により物品管理上、消耗品としての取扱いができる物

品をいい、使用によって消耗し、通常の方法による保管若しくは使用によ

ってその性質又は形状を失い比較的長期の反復使用に耐えない物品、反復

使用に耐えるが価格が比較的少額な物品又は比較的破損しやすい物品をい

う。 

(19) 非修復性品目 物品が使用不能となったとき、通常、本質的に修理がで

きないか又は補給処において修復をすることが経済的でない（Non  

   Recoverable、略号ＮＲ）と認められた品目をいう。 

(20) 不用決定 分任管理官が修理不能品又は修理をする価値がないと認める

物品及び使用することができない物品又は使用の必要がなくなった物品が

発生した場合に、審査の上、当該物品を不用と決定することをいう。この

際、当該物品について回収、売払い、廃棄、その他の処分方法を併せて決

定することをいう。 

(21) 不用品 分任管理官により、不用と決定された物品をいう。 

(22) 契約不適合 種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないこ

とをいう。 

(23) 補給担任補給処 特定の物品の補給を専門的に担当している補給処をい

う。 
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(24) 担当補給処 防衛装備庁（以下「装備庁」という。）又は調達担任補給

処の契約に基づき、契約工場に外注要修理品を寄託する補給処。通常、整

備担任補給処をいう。 

(25) 状態区分 物品の状態（Condition）をいい、物品は使用可能品「Ｓ」、

要修理品「Ｒ」及び修理不能品「Ｃ」に区分される。 

(26) 条件区分 補給又は整備上、特に他の物品と区別して取扱うべき条件

（Status）を付与された区分をいう（計画は「Ｈ」、古品は「Ｐ」、ＴＯ

Ｃ物品は「Ｔ」、不完備物品は「Ｉ」、要検査物品は「Ｕ」、契約不適合

物品（契約不適合疑義品を含む。）は「Ｆ」の物品をいう。）。 

(27) ＵＲ 装備品等に不具合が発生し、その対策を要すると認めた場合、部

隊等の長が補給本部長又は整備担任補給処長に対し、その処置を要請する

とともに関連部隊等に送付し、注意を促すための報告をいう。 

(28) 後日補給 分任管理官が補給請求された物品の全部又は一部を供用でき

ない場合、当該物品を入手後に出荷することをいう。 

(29) 補給通知記号 官給申請に対して又は自動補給について補給担任補給処

等がとった補給処置を記号化して官給申請元又は出荷先の分任管理官に通

知するために用いる記号をいい、補給処置記号及び補給処置追加記号を総

称する。 

(30) 追求 契約工場が官給申請を行った物品に対して所定の期日が経過して

も補給通知が到着しないとき、当該物品の請求先にその補給処置を照会す

ることをいう。 

(31) 物品票 物品の状態及び条件を明確にするため物品に添付するもので、

様式は航空自衛隊物品管理補給手続（ＪＡＦＲ１２５）附図５－３－１に

よる。 

(32) 証書 物品管理機関がその所掌する物品の受入れ、払出し及びその他の

事実を証明し、かつ、帳簿に記入するために使用する当該登記の根拠とな

る証拠文書をいう。 

(33) 証書等 証書及び証書とはみなさないが編集及び保管等の処理は証書に

準じて取扱う補給関係の文書をいう。 

(34) 証拠書類 証書等及びその根拠となる文書、契約書、借受証、証明書等

を総称していう。 

(35) 証書番号等 証書番号及び整理番号を総称していう。分任管理官が該当

する証書に付与する番号を証書番号といい、契約工場が付与する番号を整

理番号という。 

(36) 書類操作（以下「Ｐ／Ｗ処理」という。） 契約工場と補給処又は基地

等との間における物品の受払いに際し、担当補給処に当該物品を経由する

ことなく事務処理上、証書等により処理することをいう。 

(37) 帳簿 管理記録カード又はこれと同等の構成内容の記録カード及び物品

管理帳簿をいう。 
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(38) 地方防衛局調達部長等 地方防衛局調達部長、防衛支局長及び防衛事務

所長をいう。 

(39) 電算機 空自クラウドシステムをいう。 

(40) 工場補給指導担任補給処 契約工場に現況調査を実施させ又は契約工場

を検査及び監督指導する責任を有する担当補給処をいう。 

(41) 検査実施補給処 工場補給指導担任補給処に代わり契約工場に対して検

査を実施する担当補給処をいう。 

(42) 記名 氏名をしるすこと。他人が代わって書くこと、印刷又はゴム印を

押すことにより氏名をしるすこと。 

(43) 署名 文書に自分の姓名を書きしるすこと。また、書きしるしたもの。  

 （適用範囲） 

第３条 この取扱要領は、第３補給処及び官給品等を管理する契約工場に適用

する。 

 （関連規則等） 

第４条 契約工場における官給品等に係る管理補給業務は、この取扱要領によ

るほか、次の各号に掲げる関連規則等に定めるところによる。 

 (1) 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令（昭和３３

年総理府令第１号） 

 (2) 製造者記号索引（防衛省）（ＤＨ４－１、ＤＨ４－２） 

(3) 航空自衛隊物品管理補給手続（ＪＡＦＲ１２５） 

 (4) 第３補給処における調達業務に関する達（平成２５年第３補給処達第 

３２号） 

 (5) 第３補給処における図書の取扱業務に関する達（平成３０年第３補給処

達第４号） 

 (6) 入札及び契約心得（第３補給処公示第９９号２０．３．２４）（以下

「心得」という。） 

 (7) 外注整備共通仕様書（３補ＬＰＳ－Ｅ００００１） 

   第２章 工場補給単位等 

 （工場補給単位等） 

第５条 契約工場における管理補給業務を的確に実施するため、官側において

契約工場ごとに工場補給単位を設け工場補給単位番号を付与する。当該工場

補給単位を設定された契約工場を「ＯＨ工場」と略称する。 

２ ＯＨ工場以外の工場を「ＳＹ工場」と略称し、製造者記号索引（ＤＨ４－

１、ＤＨ４－２）の製造者記号を工場補給単位番号に代えて使用する。ただ

し、番号の指定のない場合については、第３補給処長が指定する番号を使用

する。 

  なお、この取扱要領においては、工場補給単位番号、製造者記号及び第３

補給処長が指定する番号を「工場補給単位番号」と総称する。 

３ 契約工場は、工場補給単位等の新設又は廃止の事由が発生した場合につい
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て、第３補給処長（担当 資材計画部在庫統制課長）と協議の上、工場補給

単位番号の（新設・廃止）について（別紙様式第１）により第３補給処長

（資材計画部長気付）に１部提出し、承認を得るものとする。 

 （工場物品管理責任者） 

第６条 契約工場は、工場物品管理責任者を１名選任し、工場物品管理責任者

等の（新規設定・変更）届出書（別紙様式第２）を１部作成して第３補給処

長（資材計画部長気付）に届け出るものとする。また、工場物品管理責任者

を交替する場合も同様に届け出るものとする。 

  なお、担当の地方防衛局調達部長等がある場合は、該当する地方防衛局調

達部長等を経由するものとする。 

２ 工場物品管理責任者は、次の各号に示す管理補給業務を行うものとする。 

(1) 官給品等の請求、受領、保管及び返還に関すること。 

(2) 官給品等の帳簿及び証書の作成、維持に関すること。 

(3) 不具合物品の処理に関すること。 

(4) 不用決定申請に係る処理に関すること。 

(5) 使用不能品、過剰品及び不用品の返還に関すること。 

(6) 返還に伴う所要の防錆処理及び包装の実施に関すること。 

(7) 官給品等の亡失又は損傷に係る処理に関すること。 

(8) 官給品等の現況調査に関すること。 

(9) 官給品等の適正な管理に関すること。 

(10) 官給品等を受領又は出荷する場合の検査業務（物品番号、品名、単位、

性価区分及び数量の確認）その他、補給品質管理業務に関すること。 

(11) 工場受払記録等の実施に関すること。 

(12) 前各号以外の事項で、官給品等に関して第３補給処長及び地方防衛局調

達部長等の指示する事項に関すること。 

 （工場の名称又は住所の変更） 

第７条 契約工場は、工場の名称又は住所の変更があった場合は、工場物品管

理責任者等の（新規設定・変更）届出書に必要事項を記載して１部作成し、

第３補給処長（資材計画部長気付）に届け出るものとする。 

   第３章 記録及び証書 

 （帳簿等及び様式） 

第８条 契約工場が備える帳簿等は、次のいずれかとする。 

 (1) 管理記録カード（別紙様式第３）又はこれと同等の構成内容の記録カー

ド（以下「管理記録カード等」という。）とする。 

 (2) 会社の保有するシステムを利用し帳簿等を備える場合は、物品管理帳簿

（別紙様式第４）とし、工場管理原簿（別紙第１）及び工場受払綴（別紙

第２）を作成、維持するものとする。 

 （帳簿の記録及び維持） 

第９条 契約工場は、自工場において管理する官給品等について受領、払出し
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等があった都度、前条に定める帳簿に異動の事実を記録する。 

なお、管理記録カード等は、官給品、寄託物品（契約不適合物品、契約不

適合疑義物品、ＵＲ証拠品及び無償修補を含む。）、貸付物品及び不用品ご

とに区分し、その綴り順は物品番号（物品番号がない場合は部品番号）順に

編集し、保管する。 

 （帳簿の保存期間） 

第１０条 記録した帳簿の保存期間は、次の各号による。 

 (1) 管理記録カード等及び物品管理帳簿は最終記録年度終了後５年とする。 

 (2) 工場管理原簿及び工場受払綴は、記憶媒体等により２年分の状況（Ⅹ－

２年度末の現在高及びそれ以降の全工場受払綴）を保存する。 

（在庫票） 

第１１条 契約工場は、保管する官給品等の数量（在庫現在高）を常時、保管

場所に明示し、保管、現況調査等の適正な実施を図るため、在庫票（別紙様

式第５）を備え付け、物品の受入、払出等の都度、必要な事項を記入するも

のとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその作成を省略す

ることができる。 

(1) 物品の保管数量が僅少で、数量の把握が在庫票によらなくとも容易にで

きる場合 

(2) 保管場所の環境等のため、在庫票を保管場所に備え付けることが物理的

に困難な場合（自動倉庫により保管する場合を含む。） 

２ 会社の保有するシステムにより記録を実施する場合は、前項に準じた様式

等を用いるものとする。 

３ 第１項第２号により、在庫票の作成を省略する場合は、前項により記録を

実施するものとする。 

４ 保存期間は、使用済みとなった年度の翌年度から起算して１年間とする。 

 （引継書綴） 

第１２条 工場物品管理責任者は、帳簿、証書台帳、証書等を確実に管理し、

かつ、引継ぎを的確に実施するため、次の各号に定めるものをもって構成す

る引継書綴を作成し、維持するものとする。 

(1) 引継書の表紙（別紙様式第６） 

(2) 引継書（別紙様式第７） 

   保存期間は、引継ぎが実施された年度の翌年度から起算して５年間とす

る。 

(3) 証明記録（別紙様式第８） 

保存期間は、当該証明記録が使用済となった年度の翌年度から起算して 

５年間とする。 

(4) カード目録（別紙様式第９） 

   保存期間は、最新の状況の記載日付から起算して１年間とする。 

(5) 諸記録一覧表（別紙様式第１０） 
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   保存期間は、当該会計年度終了後５年とする。 

 （証書台帳等の種類） 

第１３条 契約工場が備える証書台帳及び証書等の種類は、次の各号による。 

 (1) 証書（統制）台帳         別紙様式第１１ 

 (2) 納品書              別紙様式第１２ 

 (3) 管理換票             別紙様式第１３ 

 (4) 返品書・材料使用明細書      別紙様式第１４ 

 (5) 受領書              別紙様式第１５ 

 (6) 物品亡失、損傷報告書       別紙様式第１６ 

 (7) 不用決定申請書          別紙様式第１７ 

(8) 不用決定品目表          別紙様式第１８ 

 (9) 官給申請書            別紙様式第１９ 

(10) 工場受払記録           別紙様式第２０又は第２１ 

(11) 工場受領返還記録         別紙様式第２２又は第２３ 

(12) 工場調整記録           別紙様式第２４又は第２５ 

 （証書台帳及び証書等の記録） 

第１４条 契約工場は、証書等を一元的に統制し記録するため、証書（統制）

台帳を備えるものとし、これにより整理番号を付与する。 

２ 契約工場は、官給品の受領、払出し及びその他異動があった場合は、前条

に定めるそれぞれの該当する様式を用いて証書等を作成するものとする。 

  なお、返品書・材料使用明細書の記入要領（別紙第３）に示す条件に該当

する場合は、返品書・材料使用明細書（２枚目以降の様式）の記入要領（別

紙第４）に従って記入する。作成した証書等は年度ごとに、かつ、証書の種

類ごとの整理番号順に編集する。 

 （証書台帳及び証拠書類の保存期間） 

第１５条 証書台帳及び証拠書類の保存期間は、次の各号による。 

 (1) 証書台帳は、当該年度終了後、翌年度から起算して５年間とする。 

 (2) 証拠書類は、当該受払いの事実が完了した年度の翌年度から起算して５

年間とする。 

 (3) 工場受払記録、工場受領返還記録及び工場調整記録は、当該年度終了

後、翌年度から起算して１年間とする。 

 （識別諸元変更の処理） 

第１６条 契約工場は、臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表）

（別紙様式第２６）を受理した場合は発効日付を確認し、当該日付及び変更

区分に従って帳簿、物品票等の該当諸元の変更処理を行うものとする。 

２ 会社の保有するシステムを利用して作成・管理する工場管理原簿及び物品

管理帳簿の識別諸元の変更は、前項に準じて処理する。この際、旧諸元と新

諸元との関連が明確になるよう処置するものとする。 
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   第４章 外注要修理品の処理 

 （外注要修理品の受領） 

第１７条 契約工場は、契約締結後速やかに、外注要修理品の受領について補

給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）と調整を行うものとする。 

２ 第３補給処から外注要修理品を受領した場合、次の各号により処理するも

のとする。 

 (1) 物品の識別、状態、条件及び数量について速やかに確認する。 

 (2) 前号の確認時又は受領後に不具合を発見した場合は、第４８条に定める

ところにより処理する。 

 (3) 現品とともに送付された受領書をもって受領処理を行い、１部を遅滞す

ることなく補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に送付し、

１部は契約工場の受領書として証書綴に保管する。 

３ 基地等が出荷した外注要修理品を契約工場が直接受領した場合は、直送物

品の処理要領 (基地等から工場へ直送する場合)  (別図第１) に従い、前項

第１号及び第２号に準じて処理するとともに、次によりＰ／Ｗ処理を行うも

のとする。 

 (1) 第３補給処以外から送付された管理換票の受領側記事欄に受領の整理番

号を記入し、第５条で規定する工場補給単位番号を記入する。 

 (2) 新たに受領書を３部作成し、受領の処理を行い、前号の管理換票の第１

票及び第２票に作成した受領書２部を添付し、補給分任管理官（担当 資

材計画部在庫統制課長）に送付する。管理換票の第３票は証書綴に保存

し、受領書１部は控えとする。 

   なお、受領の整理番号は前号の整理番号を使用する。 

 (3) 第３補給処は、Ｐ／Ｗ処理完了後、受領書１部を契約工場に返送する。 

 (4) 第３補給処から返送された受領書と控えの受領書を照合後、控えを破棄

し、第３補給処から返送された受領書を保存する。 

４ 他工場が出荷した外注要修理品を契約工場が直接受領した場合は、直送物

品の処理要領 (工場から工場へ直送する場合)  (別図第２) に従い、第２項

第１号及び第２号に準じて処理するとともに、次によりＰ／Ｗ処理を行うも

のとする。 

 (1) 契約工場（出荷側）は、返品書を４部作成し、引渡しの処理を行い、返

品書３部を契約工場（受領側）に送付し、１部を控えとする。  

 (2) 契約工場（受領側）は、受領書を３部作成し、受領の処理を行うととも

に、前号で受領した返品書２部に受領書２部を添付して補給分任管理官

（担当 資材計画部在庫統制課長）に送付し、１部は控えとする。 

 (3) 第３補給処は、Ｐ／Ｗ処理完了後、返品書１部を契約工場（出荷側）

へ、受領書１部を契約工場（受領側）へそれぞれ返送する。 

 (4) 契約工場が保管する控えと第３補給処から返送された返品書又は受領書

を照合後、控えを破棄し、第３補給処から返送された返品書又は受領書を
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証書綴に保存する。 

５ 出荷側と受領側がともに同一契約工場の場合は、前項に準じて処理すると

ともに、返品書（２枚目以降の様式の摘要欄）に受領書の整理番号（２枚目

以降の様式の受領証書番号欄に記載する整理番号）を、受領書（２枚目以降

の様式の摘要欄）に返品書の整理番号（２枚目以降の様式の証書番号欄に記

載する整理番号）をそれぞれ記入し、返品書２部及び受領書２部を補給分任

管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に送付する。 

６ 契約工場は、請負工場に対する外注要修理品の授受を行う場合は帳簿に記

録し、外注要修理品を的確に把握するものとする。 

 （修理完成品の納入） 

第１８条 修理完成品は、契約で特に定めるもののほか、納品書８部、完成検

査合格証１部（完成検査が省略された場合、品質保証書１部）及び返品書３

部を添付し、受領検査官に提出後、使用可能品出納官（保管部第１保管課

長）に納入（返還）するものとする。その際、返品書の摘要欄に寄託時の状

態条件区分を記入するとともに、「修理完成品」と朱書きする。 

２ 改修等により寄託時と異なる品目として納入する場合は、返品書の別紙の

物品番号欄に改修後の物品番号（物品番号がない場合は部品番号）を記入

し、返品書の摘要欄に寄託時の物品番号及び状態条件区分を記入するととも

に、「改修完成品」と朱書きするものとする。 

３ 納入物品には、必ず物品票（「修理完成品」と記入）を添付するものとす

る。 

なお、形態管理品目に該当する場合は「ＣＩ」、信頼性管理品目に該当す

る場合は「ＲＩ」、両方に該当する場合は「ＣＩ」及び「ＲＩ」を物品票の

余白に朱書きする。 

４ 納入先が基地等に指定されている場合は、納品書の納地欄に「第３補給

処」と記載するほか、前項の納入要領に準じて指定先に納入する。 

５ 修理完成品のうち、不完備物品の納入が官側において承認されたものにつ

いては、ＩＮＣ物品票に欠品の状況を記入する。 

 （修理不能品の返還） 

第１９条 契約工場は、寄託中の要修理品が変更契約により修理不能品とされ

た場合、変更契約書に従い処置するものとする。この場合、変更契約書の内

容に応じ、次により使用不能品出納官（保管部第２保管課長）に返還する。 

 (1) 状態条件「Ｃ」で返還の場合は、当該修理不能品に次のものを添付す

る。 

  ア 分解した部品（散逸しない処置をとる。） 

  イ 返品書３部（摘要欄に寄託時の状態条件区分を記入するとともに、別

紙の摘要欄に状態条件「Ｃ」と記入） 

  ウ 修理不能物品票 

  エ 履歴簿（寄託時に添付されていた物品だけ） 
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 (2) 寄託時の状態条件で返還の場合は、返品書３部を添付する。 

 （診断完了品の返還） 

第２０条 契約工場は、契約に基づく診断完了品の返還については、返品書の

摘要欄に「診断完了品」と朱書きするとともに、別紙の機器一連番号欄にシ

リアルナンバーを記入した返品書３部を添付する。 

 （取外し等部品の返還） 

第２１条 契約工場は、修理又は改修等の結果、取外し等により発生した使用

可能品又は要修理品については返品書３部を作成（摘要欄に「取外品」と朱

書き）し、使用可能品は使用可能品出納官（保管部第１保管課長）に、要修

理品は使用不能品出納官（保管部第２保管課長）に返還する。ただし、使用

可能品又は要修理品が当該契約工場において、第３補給処との契約に基づき

使用又は修理を実施することが見込まれる場合は、当該物品を返還すること

なくＰ／Ｗ処理により寄託又は官給の処理をするものとする。 

なお、ＣＰＰ及びＣＲＰとした物品を要修理品から取外した場合の処理も

同様とする。 

   第５章 官給品の処理 

 （官給申請） 

第２２条 契約工場は、契約のため補用部品を必要とする場合は、監督官の診

断結果確認を得た後、次の各号に示す要領で官給申請を行うものとする。 

 (1) 電子メール又は郵送による官給申請は、官給申請書の記入要領（電子メ

ール又は郵送で申請する場合）（別紙第５)に基づき官給申請書を担任補

給処の補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に３部提出する

ものとする。 

   なお、作成に当たっては次項に示す区分により行うものとし、１件の官

給申請書に複数の品目を記載できるものとする。 

 (2) 電算機による官給申請は、官給申請書の作成要領(電算機による場合) 

（別紙第６）によるものとする。 

２ 官給申請は、次に示す区分により請求するものとする。 

 (1) ７日以内に入手しないと作業が停滞し、契約不履行のおそれがある場合

は、緊急請求 (優先順位「１０」) とする。 

 (2) 前号に該当しないが、２０日以内に入手を希望する場合は至急請求 (優

先順位「１５」) とする。 

 (3) 前２号に該当しない場合は、普通請求 (優先順位「２０」) とする。 

 (4) 性価区分記号がＸＤ１又はＸＤ２の物品は、官給申請書により請求する

ものとし、契約書の鑑の写し及び仕様書等の官給物品を明示した箇所の写

しを、それぞれ１部添付する。 

 (5) 流用申請の物品は、官給申請書の備考欄に流用源を明記して請求するも

のとする。 

 (6) 構成品修理Ｃ（３補ＬＰＳ－Ｅ０００１）による申請の物品は、官給申
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請書に使用材料負担区分表を添付して請求するものとする。 

３ 緊急請求については理由及び根拠等を十分審査して、真に必要とする場合

だけ行うものとする。 

  なお、官給申請書余白に「緊急」と朱書きする。 

４ 第３補給処契約にかかわる他補給処担任品目の官給申請は、第３補給処に

行うものとし、他補給処担任品目の処理要領（別図第３）に示すとおりとす

る。 

５ 定型用紙のうち、官給品対象定型用紙一覧表（別表第１）に示すものは第

４補給処に直接、官給申請することができる。 

 （補給通知） 

第２３条 電子メール又は郵送による官給申請に対する回答は、提出された官

給申請書に補給処置記号表（別表第２）による補給処置記号を記入し、補給

通知書として契約工場に通知する。 

２ 電算機による官給申請に対する回答（補給処置）は、官給申請に対する補

給通知伝送要領（別紙第７）により通知する。 

 （補給通知「ＩＡ」の処理） 

第２４条 契約工場は「ＩＡ」の補給通知を受領した場合、ＣＰＰの処置を講

ずるものとする。ただし、ＣＰＰにより難い場合は補給分任管理官（担当 

資材計画部在庫統制課長）とその都度、協議するものとする。 

 （追求及び取消） 

第２５条 契約工場は、官給申請に対して次の各号に示す基準日数が経過して

も補給通知が未着の場合には、必要に応じて追求及び取消要領（別紙第８）

に定める処理要領により追求の処置を講ずることができる。 

 (1) 緊急請求 輸送期間＋３日以上 

 (2) 至急請求 輸送期間＋１０日以上 

 (3) 普通請求 輸送期間＋２０日以上 

２ 官給申請した物品の必要性がなくなった場合は、追求及び取消要領に定め

る処理要領により、直ちに取消処置を講じなければならない。この場合、コ

メント欄又は備考欄に取消理由を明記するものとする。 

 （ＣＲＰ品目） 

第２６条 ＣＲＰ品目は、次の各号に示すところにより処理するものとする。 

 (1) ＣＲＰ品目は、次のいずれかに該当する品目とする。 

  ア 単価１万円未満の品目（ＧＦＰ及びＣＲＰ予定品目を除く。） 

  イ 単価１万円以上３万円未満の品目のうち、第３補給処長がＣＲＰであ

ることを適当と認める品目 

 (2) 単価等が不明確で判断が困難なものは、官給申請を行うものとする。 

 (3) 単価１万円以上３万円未満の品目のうち、第３補給処長がＣＲＰを適当

と認める品目は、補給通知により指定する。 

 (4) 契約工場は、次のいずれかに該当する品目についてＣＲＰ品目の追加指
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定を希望する場合又はＣＲＰ品目の指定解除を希望する場合は、業者負担

品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書（別紙様式第２７）により

申請し、第３補給処長の承認を得なければならない。 

  ア 契約工場の自社製品で、契約工場において使用する単価１万円以上の

品目 

  イ 「ＣＲＰ予定品目表」及び「ＧＦＰ品目表」に記載されている品目 

 （ＣＲＰ予定品目） 

第２７条 第３補給処長が契約会社に通知するＣＲＰ予定品目は、次の各号に

示すところにより処理するものとする。 

 (1) 「ＣＲＰ予定品目表」は、ＣＲＰに該当する品目であるが当該品目の補

給処在庫等が有る場合、官給を原則とする品目の一覧表とする。 

 (2) ＣＲＰ予定品目は、第３補給処から送付の「ＣＲＰ予定品目表」に記載

する品目とし、修理等に必要な場合は官給申請の処置を行う。 

 (3) 官給申請の回答として補給通知を受理した場合は次の各号によるほか、

補給処置記号表により処理するものとする。 

  ア 補給処置記号「Ｂ」又は「Ｖ」の場合は、当該申請品目の請求数の官

給を受け、引続きＣＲＰ予定品目の取扱いを継続する。 

  イ 補給処置記号「ＩＡ」の場合は、当該申請品目の請求数はＣＰＰの処

置を行い、引続きＣＲＰ予定品目の取扱いを継続する。 

 （ＧＦＰ品目） 

第２８条 第３補給処長が契約会社に通知するＧＦＰ品目は、単価３万円未満

の品目で次のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 基地消費のある品目 

 (2) 内修消費のある品目 

 (3) 購入手段がＦＭＳだけに限定される品目 

 (4) 第２６条第４号で規定する業者負担品目指定解除申請に基づき承認され

た品目 

 （官給品の受領及び返還） 

第２９条 契約工場は、修理のために必要な官給品を受領した場合は次に示す

ところによるほか、第１７条第２項に準じて処理するものとする。 

 (1) 受領時に数量及び外観の傷に係る確認を実施するものとする。その際、

受領した物品の特性を踏まえ、契約工場が必要と認めた場合又は官側から

監督官を通じて指示された場合は、機能検査を実施するものとする。 

 (2) 基地等又は他工場から出荷された官給品を、第３補給処を経由せずに契

約工場が直接受領した場合は、第１７条第３項又は第４項に準じて処理す

るものとする。 

 (3) 第３補給処契約に係る官給品を他補給処から受領した場合は、他補給処

担任品目の処理要領に示すところにより処理するものとする。 

２ 契約工場は次に示す場合において、当該品目の過剰数量について補給分任
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管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に事前連絡の上、返品書３部を作

成して速やかに返還するものとする。その際、使用可能品出納官又は使用不

能品出納官ごと別葉に作成するものとする。 

 (1) 契約に基づく修理等に必要な官給品の保有数が使用見込数より多い場合 

 (2) 契約に基づく修理等による官給品の使用見込みがない場合 

(3) 契約に基づく修理契約が完了し、官給品の使用見込みがない場合 

 （部品の使用状況通知） 

第３０条 契約工場は、官給品及び社有品の状況を常に的確に把握し、契約に

基づく修理等により使用した場合は次により使用部品明細書（Ａ）（別紙様

式第２８）を作成し、監督官の確認を得て提出する。この際、取外した物品

は第５６条第１項に示す処置を同時に実施するものとする。 

 (1) 細部作成要領については、使用部品明細書の記入要領及び提出要領（別

紙第９）による。 

 (2) 使用部品明細書は、契約に基づく修理等の完了後、速やかに提出するも

のとする。 

 (3) 使用部品明細書は一契約の中の主品目ごとに、次に示すところにより作

成するものとする。 

  ア 使用部品明細書（Ａ）については、契約主品目の状況及びその構成部

品の使用状況を記入する。ただし、同一主品目で使用部品の官給区分が

異なる場合は官給品、現地官給品（ＩＲＡＮ、現地補給処整備等の場合

で現地部隊において官給する物品）、ＣＰＰ及びＣＲＰの区分ごとに別

葉に作成し、可能な限り物品番号順に記入する。 

  イ 使用部品明細書（Ｂ）（別紙様式第２９）については、主品目の一連

番号ごとの使用部品数を記入する。 

 （工場受払記録） 

第３１条 契約工場は、官給品及び社有品を工場内の整備作業現場へ払出し又

は整備作業現場からの返納があった場合には、その都度、工場受払記録を作

成し、電算機、電子メール又は郵送（３部作成２部提出とし、１部は処置済

みのものが届くまでの一時控え）により補給分任管理官（資材計画部在庫統

制課長気付）に通知するものとする。 

 （工場受領返還記録） 

第３２条 契約工場は、官給品等の受領及び返還の事実が発生した都度、工場

受領返還記録を作成し、電算機、電子メール又は郵送（３部作成２部提出と

し、１部は処置済みのものが届くまでの一時控え）により補給分任管理官

（資材計画部在庫統制課長気付）に通知するものとするものとする。 

 （工場調整記録） 

第３３条 契約工場は、次のいずれかに該当する処理を行ったときはその都

度、工場調整記録を作成し、電算機、電子メール又は郵送（３部作成２部提

出とし、１部は処置済みのものが届くまでの一時控え）により補給分任管理
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官（資材計画部在庫統制課長気付）に通知するものとする。 

 (1) 官給品の不用決定指示に基づく払出し 

 (2) 外注要修理品の不用決定指示に基づく払出し 

 (3) 外注要修理品からの部品取り又は取外し部品の編入受け 

 (4) 官給品のブレークダウン又は調整による受入れ及び払出し 

 (5) 外注要修理品のブレークダウン又は調整による受入れ及び払出し 

 （部品相互流用） 

第３４条 部品相互流用を実施する場合、別紙様式第２４及び第２５に定める

工場調整記録の記録区分を「ＫＢ」、別紙様式第２０及び別紙第２１に定め

る工場受払記録の記録区分を「ＫＩ」として記録するものとし、Ｐ／Ｗ処理

を行わないものとする。 

２ 「ＫＩ」の場合の参照番号は、当該受払に係る「ＫＢ」の証書番号を記入

し、「ＫＢ」の場合の参照番号には、当該受払に関わる「ＫＩ」の証書番号

を記入するものとする。 

 （官給品等の保管） 

第３５条 契約工場は、官給品等の保管を物品の状態条件区分ごとに区分して

整理するものとし、契約に定める諸条項を遵守して、善良な保管(品質保持)

に努めなければならない。 

２ 契約工場は、受領した官給品等を社有品と区分して保管するものとする。 

３ 保管中の官給品等が保管期限統制品目であり、かつ、再検査までの期間が

９０日未満となった場合は速やかに監督官の確認を得て補給処に返還する。

ただし、契約工場において検査可能な場合にあっては、要すれば補給分任管

理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に申し出の上、検査を実施し、引続

き保管することができるものとする。 

 （官給品の使用） 

第３６条 契約工場は官給品を使用する場合、それぞれの使用目的を確認し、

目的外に使用してはならないものとする。 

２ 契約工場において官給品と同種物品を社有品として保有しており、修理等

において使用する場合は、官給品を優先して使用するものとする。 

 （保管契約物品の保管） 

第３７条 契約工場が管理する官給品等のうち、契約前に搬入された物品及び

契約完了後に納入予定となる物品並びに返還予定の物品については、第３補

給処と契約工場との間で「保管契約」を締結し、当該契約に基づくほか、第

３５条により保管するものとする。 

２ 契約の時期は通常、年度当初とし、第３補給処と初めて修理契約を締結す

る契約工場にあっては当該修理契約が成立した時期とする。 

３ 契約工場は、保管中の物品に変更が生じた場合、変更の都度、管理記録カ

ード等に記録後、工場受払記録等（工場受領返還記録、工場受払記録及び工

場調整記録）により電算機、電子メール又は郵送（３部作成２部提出とし、
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１部は処置済みのものが届くまでの一時控え）により補給分任管理官（資材

計画部在庫統制課長気付）に通知を行うとともに、第１７条第５項によりＰ

／Ｗ処理を行うものとする。 

   第６章 貸付物品の処理 

 （貸付申請） 

第３８条 契約工場は、第３補給処との契約において、契約書等に貸付が定め

られ、かつ、品目及び数量が明示されている物品で第３補給処担任品目を借

受けようとする場合は、無償貸付申請書（別紙様式第３０）を１部作成し、

原則として借受希望日の３０日前（特別防衛秘密に指定された物品は６０日

前）までに補給分任管理官（資材計画部長気付）に提出するものとする。 

なお、契約書等に品目及び数量が明示されていない物品を借受けようとす

る場合は、無償貸付申請書に監督官の確認を得て申請するものとする。ただ

し、契約書等に明示されていない特別防衛秘密に指定された物品を借受けよ

うとする場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。 

２ 契約工場は、他補給処との契約において、契約書等に貸付が定められ、か

つ、品目及び数量が明示されている物品で第３補給処担任品目の物品を借受

けようとする場合は、前項に準じて申請するものとする。 

３ 契約工場は、装備庁との契約において、契約書等に貸付が定められ、か

つ、品目及び数量が明示されている物品で第３補給処担任品目を借受けよう

とする場合は、第１項を準用し当該契約工場を担当する地方防衛局調達部長

等を経由して申請するものとする。 

４ 契約工場は、装備庁又は他補給処との契約において、契約書等に品目及び

数量が明示されていない第３補給処担任品目を借受けようとする場合は、当

該契約を行った契約担当官等の確認を得て申請するものとする。 

５ 借受けようとする物品が第３補給処担任品目以外の物品の場合は、当該物

品を担当する補給担任補給処の補給分任管理官に申請するものとする。 

なお、基地等の一般分任管理官が管理する物品を借受けようとする場合

は、基地等の一般分任管理官に申請するものとする。 

６ 契約の事情等により第１項で定める期限までに無償貸付申請書の提出が困

難な場合は、事前に補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に連

絡の上、指示を受けるものとする。 

７ 無償貸付の期間は、契約ごとに１年を超えない期間の範囲とする。契約の

履行上、引き続き物品を借受けようとする場合は、第１項から第４項により

更新申請を行うものとする。この際、無償貸付申請書の「その他」欄に更新

の旨と当該貸付物品の承認書番号を明記する。 

８ 契約工場は、借受中の貸付物品について別の契約で併用を希望する場合

（併用使用）又は無償貸付希望物品を他社と共同で使用する場合（共同使

用）は、第１項から第４項を準用し、申請を行うものとする。 

 （貸付条件） 

第３９条 貸付の条件は、補給分任管理官が防衛省所管に属する物品の無償貸
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付及び譲与等に関する省令（昭和３３年総理府令第１号）第５条に基づき、

無償貸付承認書（別紙様式第３１）に明示するものとする。ただし、貸付物

品を中途で返還させる条件を付す場合は、契約等の条件及び納期等の関係を

考慮し、支障のない範囲で実施するものとする。 

 （貸付の承認及び借受証） 

第４０条 補給分任管理官が貸付を適当と認める場合は無償貸付承認書によ

り、貸付を適当と認めない場合はその理由を記載した文書により、契約工場

に通知する。 

２ 契約工場は、無償貸付承認書を受領後、直ちに借受証（別紙様式第３２）

を１部作成し、速やかに補給分任管理官（資材計画部長気付）に提出するも

のとする。ただし、新たに借受する物品の場合は、貸付物品を受領後速やか

に提出するものとする。 

 （変更申請） 

第４１条 契約工場が承認書の内容について変更をする必要が生じた場合は、

速やかに無償貸付変更申請書（別紙様式第３３）を１部作成し、補給分任管

理官（資材計画部長気付）に提出するものとする。 

２ 前項について、装備庁契約における貸付の場合は、当該契約工場を担当す

る地方防衛局調達部長等を経由して提出するものとする。 

 （変更の承認） 

第４２条 補給分任管理官が変更を必要と認めた場合には承認書の一部変更通

知により、変更を必要と認めない場合はその理由を記載した文書により、契

約工場に通知する。 

 （貸付物品の受領） 

第４３条 第３補給処は、無償貸付を承認した物品を第３補給処において引き

渡すものとする。ただし、契約条件において契約工場庭先渡しとなっている

場合は、契約工場において引き渡すものとする。 

  なお、契約工場は、第３補給処から物品を引き取る場合、補給分任管理官

（担当 資材計画部在庫統制課長）と物品の引き取りについて事前に日程の

確認を行うものとする。ただし、特別防衛秘密、特定秘密又は装備品等秘密

に指定された物品の場合は、保管部第１保管課長と物品の引き取りについて

事前に日程の確認を行うものとする。 

２ 基地等又は工場が出荷した貸付物品を、契約工場が直接受領した場合は、

第１７条第３項又は第４項に準じて処置するものとする。 

３ 契約工場は、借受証及び受領書に基づき貸付品目の帳簿に受入れの記録を

行うものとし、帳簿には「無償貸付物品」と表示する。 

４ 契約工場は、請負工場に対して貸付物品の接受を行う場合、帳簿に記録

し、貸付物品の所在を的確に把握するものとする。 

５ 契約工場は、更新又は併用使用の条件により継続して貸付物品を使用する

場合で、貸付物品の異動がないときは、受領書及び返品書・材料使用明細書
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の作成を省略することができる。 

 （貸付物品の管理） 

第４４条 契約工場は、貸付物品について適切に管理するものとし、契約に基

づく修理等を円滑に行うため、必要な点検を適時行うものとする。 

 （貸付物品の返還） 

第４５条 契約工場は、貸付期限が満了又は当該貸付物品が不要となった場

合、速やかに返品書３部を作成し、補給担任補給処に返還する。この際、返

品書の摘要欄に無償貸付承認書の承認番号を記入するとともに「無償貸付返

還」と朱書きする。ただし、契約等が見込まれ引続き契約工場にて保管する

ことが妥当と判断した場合は、補給分任管理官(担当 資材計画部在庫統制

課長)に連絡し、指示を受けた上でＰ／Ｗ処理により寄託の処置を行うもの

とする。 

２ 契約工場は、基地等又は工場が出荷した貸付物品を受領した場合は、補給

分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）と貸付物品の返還先について

指示を受けるものとする。 

 （貸付物品の故障時の処理） 

第４６条 契約工場は、貸付物品に正常損耗と推定される故障が発生した場

合、無償貸付物品の故障について（別紙様式第３４）を１部作成し、監督官

の確認を得て、補給分任管理官（資材計画部長気付）に提出するものとす

る。 

２ 前項の届出について、補給分任管理官は契約工場との協議の上、次の各号

に定めるとおり故障した物品の処理について通知する。 

(1) 官側が修理を行う場合又は契約工場が修理できない場合、契約工場は速

やかに当該貸付物品を返還する。 

(2) 契約工場が修理を行う場合、修理用部品について官給を受けることがで

きるものとし、官給が困難な場合は契約工場で修理用部品を準備すること

ができる。 

 （図書の貸与） 

第４７条 契約工場は、契約の履行に必要な図書（技術指令書等）の貸与を受

けようとする場合は、第４条第５号に定めるところにより必要な手続きを行

うものとする。 

   第７章 不具合物品の処理 

 （不具合通報の提出） 

第４８条 契約工場は、官給品等を受領の際又は受領後、不具合事項区分表

（別紙第１０）に示す不具合を発見した場合、その内容を調査し、不具合通

報の作成要領（別紙第１１）に基づき不具合通報（別紙第１２）を作成す

る。その際、不具合の内容が機能不良に該当する場合には機能不良等不具合

確認記録(別紙第１３)を４部作成し、１部を控えとし、出荷元の補給分任管

理官（保管部長気付）に３部提出するものとする。また、修補等請求期限が

切迫（１か月以内）しているものについては、その旨を保管部品質統制課長
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へ通報（電話）するとともに、速やかに不具合通報（要すれば機能不良等不

具合確認記録を含む。) を提出するものとする。 

 （不具合通報の省略） 

第４９条 前条の不具合通報の提出を省略することができる場合は、次によ

る。 

 (1) 要修理品の受領に伴う不具合で、修理作業に直接影響のない軽易な内容

（取扱説明書、治工具付属品の欠品等）の場合 

 (2) ＸＢ３物品の数量の過不足が僅少な場合 

 （不具合物品の返還） 

第５０条 契約工場は、不具合通報に対する出荷側補給処等からの回答に基づ

き、次の処理を行うものとする。 

 (1) 不具合物品については返還等の指示によるものとし、返還に際しては返

品書の摘要欄に「不具合通報発簡番号」及び契約不適合疑いのあるものに

ついては「契約不適合疑義」と注記の上、指定の送付先（補給処の所掌出

納官等）に返還する。 

 (2) 不具合物品の代替は、不具合通報発簡と同時に官給申請（第２２条第１

項第１号）により取得するものとし、官給申請書の備考欄に不具合通報発

簡番号を記載するものとする。 

(3) 不具合物品が貸付品の場合は、不具合通報発簡と同時に補給分任管理官

（担当 資材計画部在庫統制課長）に通知するものとし、代替品の受領に

ついて事前に調整するものとする。 

２ 前項以外の不具合物品については、第３補給処からの指示（損傷物品に係

る処置、その他不具合通報によらない場合の返還等の指示）に基づき、返品

書に根拠文書等を注記の上、前項第１号に準じて返還する。 

   第８章 契約不適合疑義物品及びＵＲ証拠品の処理 

 （契約不適合物品の処理） 

第５１条 契約工場は、契約不適合疑義物品として第３補給処及び基地（部隊

等）から返送された物品について、分任支出負担行為担当官（以下「分支担

官」という。）からの異状通知（契約不適合疑義修補等請求）書に基づき速

やかに修補等を実施するものとする。ただし、異議の申し立てを行った場合

を除く。 

２ 前項に定める物品に係る物品管理上の処理は、次の各号に定めるとおりと

する。 

 (1) 帳簿の記録上、契約不適合及び契約不適合疑義の品目並びに数量につい

ては「契約不適合」 (状態条件記号「Ｆ」) として処理する。 

 (2) 契約不適合疑義物品については、物品票に「契約不適合疑義品」と朱書

き後、官給品と区分して保管するものとし、異状通知（契約不適合修補等

請求）書に基づき次の処理を行う。 

  ア 契約不適合と判定されたものは速やかに契約不適合修補を実施し、使
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用可能品（Ｓ）として返還する。この際、返品書及び物品票には「契約

不適合修補」と朱書きする。 

  イ 非契約不適合と判定されたものはその状態及び条件に応じて次の処理

を行う。この際、状態及び条件の審査等を慎重に実施し、的確に処理す

るものとする。 

   (ｱ) 分支担官の通知に基づき速やかに返還するものとし、返品書には

「非契約不適合」と朱書きするとともに「契約不適合判定通知書番

号」を明記する。 

   (ｲ) (ｱ)以外の物品で第３補給処から修理契約の対象とする旨の通知が

あった物品は、契約不適合疑義品（Ｆ）の返還及び外注要修理品

（Ｒ）の受領のＰ／Ｗ処理を行うものとする。 

 (3) 基地等から返送された物品を受領した場合は、第１７条第３項により 

Ｐ／Ｗ処理を行うものとする。 

３ 契約工場は、受領した契約不適合疑義物品の一部に官給品が含まれ、この

官給品に不具合があり、修補等請求期限内にあることを発見した場合は、第

４８条に準じて処理するものとする。 

 （ＵＲ証拠品の処理） 

第５２条 ＵＲ証拠品の受入要領は、第３章（記録及び証書）及び第４章（外

注要修理品の処理）による。 

２ ＵＲの調査検討等役務に係るＵＲ証拠品の処理要領は、次による。 

 (1) 調査検討を行う上で関連証拠品が必要になった場合は、ＵＲ関連証拠品

指定申請書（別紙様式第３５）を作成し、第３補給処長（整備部長気付）

に１部提出する。 

 (2) 証拠品 (関連証拠品を含む。) の形状を変更する必要が生じた場合は、

ＵＲ証拠品等形状変更（切断・溶解等）申請書（別紙様式第３６）を作成

し、第３補給処長（整備部長気付）に１部提出する。 

 (3) 調査検討が完了した場合は、ＵＲ証拠品調査完了通知(別紙様式第３７)

を作成し、第３補給処長（整備部長気付）に１部提出する。 

 (4) 調査検討後の物品の処置は第４章（外注要修理品処理）に準ずるものと

し、細部については補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）の

指示による。 

   第９章 官給品等に係る調査 

 （現況調査） 

第５３条 契約工場は、現況調査実施要領（別紙第１４）に基づき、官給品等

の現況調査を実施する。 

 （官給品等の照合） 

第５４条 契約工場が管理する官給品等については、第３補給処が定める計画

に基づき、第３補給処の管理原簿等及び工場における帳簿との記録照合を通

常年１回、実施する。 
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  なお、日々照合については、工場受払記録等の都度実施するものとし、第

３補給処から返信されたエラーについては、工場受払不備記号一覧表（別表

第３）により内容を確認し、エラー修正後速やかに再送信する。 

   第１０章 亡失・損傷等 

 （亡失又は損傷の処理） 

第５５条 契約工場は、官給品等を亡失又は損傷した場合（輸送中の事故を除

く。）は、次により処理し、指示を受けるものとする。 

(1) 第３補給処の契約に係るものにあっては、心得により分支担官に届け出

るとともに、速やかに物品亡失、損傷報告書を４部作成し、補給分任管理

官（資材計画部長気付）に提出する。その際、亡失又は損傷の事実、現状

及び理由については必要に応じて別途詳細を作成（様式随意）して添付す

る。 

(2) 第３補給処以外の契約に係るものにあっては、当該契約の契約担当官に

届け出るとともに、補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）に

通報する。 

(3) 保管契約に係るものにあっては、補給分任管理官（担当 資材計画部在

庫統制課長）に速やかに通報する。 

２ 契約工場は、輸送中における官給品等の亡失又は損傷を発見した場合、第

３補給処長（保管部長気付）に通報して指示を受けるものとする。 

   第１１章 不用品の処理 

 （取外し等により発生した修理不能品の処理） 

第５６条 契約工場は、修理又は改修等の結果、使用可能品と交換等のため取

外した修理不能品（非修復性品目の性価区分ＸＢ１、ＸＢ２及びＸＢ３の物

品）については、次の区分により処理する。また、前述の非修復性品目以外

の物品は、不用決定の申請をせず第３補給処に現品のまま返還する。 

 (1) 消耗品（性価区分がＸＢ３の物品を原則とする。ただし、性価区分が不

明な場合は単価３万円未満の物品）は不用材料別区分表（別表第４）の材

料記号別に整理してその材料記号ごとに返品書を３部作成の上、第３補給

処の廃品出納官（保管部第２保管課長）又は指定する最寄りの基地等の分

任管理官に返還する。 

 (2) 消耗品以外で単価３００万円未満の物品（性価区分がＸＢ２の物品）は

次による。 

  ア 帳簿に受入れの記録を行った後、不用決定申請書を作成し、速やかに

補給分任管理官（資材計画部長気付）に３部送付する。品目数が複数あ

る場合は不用決定品目表を３部作成して添付するとともに、データを電

子メールにより送信する。 

    なお、不用決定申請書は第３０条に示す使用部品明細書と同時に監督

官の確認を得るものとする。 

  イ 当該修理不能品に組込まれた使用可能の部品等を回収（共食い）する
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必要がある場合は、補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）

に申請（様式随意）し、回答を得た後、当該回収（共食い）部品等の返

品及び受入（再寄託）のＰ／Ｗ処理を不用決定申請と同時に行うことが

できる。この際、返品書の摘要欄には「取外品」と朱書きする。 

  ウ 修理不能品発生の都度、工場調整記録を作成の上、電算機、電子メー

ル又は郵送（３部作成２部提出とし、１部は処置済みのものが届くまで

の一時控え）で、補給分任管理官（資材計画部長気付）に通知する。 

 (3) 単価３００万円以上の物品は前号に準じて処理を行うほか、不用決定申

請書をシリアル番号ごとに一件一葉（１品目１単価）作成するとともに、

不良箇所の写真又は図面等に使用年数（ただし、電子管は使用時間）、製

造年月及びシリアル番号等を記入の上添付し、資材計画部在庫統制課長へ

３部送付する。その際、不用決定申請書の宛先は空欄とする。 

（不用決定通知） 

第５７条 第３補給処長又は補給分任管理官は、不用決定申請書を承認した場

合には処置事項を明記の上、不用決定書２部を契約工場へ送付する。 

 （不用決定後の処理） 

第５８条 契約工場は、不用決定書に基づき、帳簿等に払出しの記録を行うと

ともに、工場調整記録を作成し電算機、電子メール又は郵送（３部作成２部

提出とし、１部は処置済みのものが届くまでの一時控え）で補給分任管理官

（資材計画部長気付）に通知する。 

２ 返品書の作成については、次の各号によるものとする。 

 (1) 不用材料別区分表の材料記号別に整理し、その材料記号ごとに返品書を

３部作成する。 

 (2) 返品書の摘要欄には当該不用決定書の承認整理番号及び承認年月日を記

入し、「取外品」及び「廃品」 と朱書きする。 

３ 不用材料別区分表に定める「処分の予定」欄の指示については、次の各号

により処理するものとする。 

 (1) 「処分の予定」欄が「返還」と指示されたもの 

  ア 第３補給処に返還する場合 

    返品書を３部作成して、廃品出納官（保管部第２保管課長）に返還す

る。 

  イ 最寄りの基地等の分任管理官に返還する場合 

   (ｱ) 不用決定書を１部添付し、返品書を３部作成して最寄りの他補給処

の廃品出納官又は基地等の廃品出納主任に返還する。 

   (ｲ) 返品書の写しを補給分任管理官（資材計画部在庫統制課長気付）に

送付する。 

 (2) 「処分の予定」欄が「廃棄」と指示されたものは、契約工場において処

理する。 
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   第１２章 契約工場に対する検査 

 （契約工場に対する検査） 

第５９条 契約工場は、官給品等の管理を適正に行うため、工場補給指導担任

補給処が示す実施計画に基づき、検査実施補給処が行う検査を受検するもの

とする。 

２ 契約工場に対する検査は、工場における管理補給業務が適正に実施されて

いるか次の各号について行うものとする。 

(1) 官給品等の受領、保管及び返還に関する状況 

 (2) 官給品等の出納及び使用の状況 

 (3) 官給品等に関する記録及び証拠書類の維持、整理の状況 

 (4) 現況調査の実施（官給品等の現物数と帳簿の照合） 

 (5) 前４号のほか、工場補給指導担任補給処長が必要と認める事項 

   第１３章 押印の省略 

 （押印の省略） 

第６０条 契約工場に対し発簡する文書については、第３７条に定める保管契

約書を除き、原則「公印省略」とする。ただし、押印を必要とする契約工場

については従前とおりの処置を講ずるものとする。 

２ 契約工場から第３補給処に提出される文書については、契約工場の規定に

基づき、社印等の省略を可能とする。 

 （訂正処置） 

第６１条 記録及び証書等の記載内容を訂正又は取り消す必要がある場合は、

次に定める要領に従い訂正又は取消を行うものとする。 

 (1) 管理記録カードに係る訂正及び取消要領 

  ア 誤記の行の次に新しい転記がなされていない場合は次による。 

   (ｱ) 訂正を行う場合は、誤記の欄の記入事項を二重線を引いて削除し、

その線上に記入者が署名（姓のみ）するとともに、誤記の上部に正し

い記入を行う。 

   (ｲ) (ｱ)の場合において、(ｱ)の要領によっては明瞭な訂正ができない場

合は、当該誤記の行を二重線を引いて削除し、その線上に記入者が署

名（姓のみ）するとともに、次の行に正しい転記を行う。 

   (ｳ) 取消を行う場合は、誤記の行を二重線を引いて削除し、その線上に

記入者が署名（姓のみ）する。 

  イ 誤記の行の次行以下に、既に別の転記がなされている場合は、次によ

る。 

   (ｱ) 「月日」、「証書番号」、「発送元又は送付先」、「整理区分」及

び「備考」の各欄に記入された事項を訂正する場合は、誤記の欄の記

入事項（誤記事項）を二重線を引いて削除し、その線上に記入者が署

名（姓のみ）するとともに、誤記の上部に正しい記入を行う。 

   (ｲ) 「増」、「減」及び「異動」の各欄に記入された事項を訂正する場
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合は、次による。 

    ａ 所定の欄に記したが、転記すべき数量を誤った場合は、次によ

る。 

     (a) 訂正を実施する日付、誤記の行の証書番号を、それぞれ訂正を

行う行（以下本号において「訂正行」という。）の該当欄に記入

する。 

     (b) 訂正行の「発送元又は送付先」欄に「訂正」と記入し、かつ、

誤記の行の日付を付記する。 

     (c) 誤った数量と正しい数量の差を、増加するときは青色又は黒色

を使用し、減少するときは赤色を使用して誤記の欄と同じ欄に記

入するとともに、該当する現在高を増し、又は減ずる。 

     (d) 誤記の行の適宜の空欄に「訂正行参照」と記入し、訂正行の日

付を付記する。 

    ｂ 転記すべき数量は正しいが、転記すべき欄を誤っている場合は、

訂正行の誤記の欄と同じ欄に、誤記の行と同じ数量を赤色で記入

し、訂正行の正しい欄に当該数量を青色又は黒色で記入するほか、

ａに準じ「訂正」及び「訂正行参照」に係る記入を行う。 

   (ｳ) 転記事項を取り消す場合は、(ｲ)ａに示す要領を準用して処理す

る。この場合において「訂正」及び「訂正行参照」の語句は、「取

消」及び「取消行参照」とする。 

   (ｴ) 「現在高」欄の数量のみが誤っている場合は、(ｱ)に示す要領を準

用して訂正する。 

  ウ 転記すべき記録カードを誤った場合は、イ(ｳ)に示す取消を行った

後、正しい記録カードにあらためて転記する。この場合、要すれば相互

の参照に供するため、それぞれの記録カードの該当行の適宜の余白に転

記を誤った旨を注記する。 

  エ アからウに定めるにところにより転記事項を削除するため二重線を引

くときは、削除される文字又は数字が読み得るように線を引かなければ

ならない。 

  オ アからウに定めるところにより赤色で記入された数量は、合計等計算

実施の場合は、青色又は黒色で記入された数量から減ずるものとする。 

(2) 前号に定める要領は、前号に示す管理記録カード以外に係る訂正及び取

消について準用する。 

   第１４章 雑則 

 （委任規定） 

第６２条 この取扱要領に定める業務の実施に必要な細部処理要領は、各工場

物品管理責任者の定めるところによる。 

   附則 

１ この取扱要領は令和８年３月１日から施行する。 
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２ この取扱要領において示された様式を契約工場において作成する際は、様

式番号、取扱要領におけるページ番号及び注意書きは記載しないものとす

る。

 



別紙第１（第８条、第９条、第１０条、第１６条関係） 

 

 

工場管理原簿 

項           目 番号 桁数 内                     容                    等 

 担当補給処 （１） １ 当該品目の担当補給処を補給処等記号で記録する。  （例） 第３補給処 → Ｍ 

 受払等日付 （２） ４ 物品の受払いを行った年月日を記録する。  （例） ７年１０月２０日 → ７Ｘ２０ 

 物品番号（ＰＮ番号） （３） １８ 物品番号又は物品番号がない場合は部品番号     （例） Ｐ／Ｎ：ＲＣ０９ＢＦ１５Ｊ → ＰＮＲＣ０９ＢＦ１５Ｊ 

 品    名 （４） １５ 当該品目の主品名を英字により記録する。 

 Ｅ Ｒ Ｃ （５） １ 当該品目の性価区分をＥＲＣコードで記録する。   （例）ＸＢ２ → ４（数字１桁によるＥＲＣコード） 

 単    位 （６） ２ 当該品目の単位を記録する。 

官

給

品 

使用可能品 （７） ４ 官給を受けた使用可能品の数量を記録する。 

そ の 他 （８） ４ 使用可能品以外（要修理品、ＴＯＣ物品、不完備物品、要検査物品等）の状条で官給を受けた数量を記録する。 

修理不能品 （９） ４ 修理の結果取外し等により発生した修理不能品の数量を記録する（ただし、ＸＢ３の物品を除く） 

借

受 

使用可能品 （10） ４ 借受けた使用可能品の数量を記録する。 

そ の 他 （11） ４ 借受けた使用可能品以外の数量を記録する。 

寄 

 

託 

使用可能品 （12） ４ 使用可能品の数量を記録する。 

要修理品 （13） ４ 受領した外注要修理品の数量を記録する。 

Ｗ ／ Ｏ （14） ４ 要修理品を修理等のため整備ＳＨＯＰ又は下請負工場へ払出した場合、当該数量を記録する（修理等実施中の数量を示す）。 

そ の 他 （15） ４ 受領した外注要修理品のうち状条が要修理品以外（ＴＯＣ物品、不完備物品、要検査物品等）の物品の数量を記録する。 

契約不適合及び契約不

適合疑義物品 
（16） ４ 受領した契約不適合及び契約不適合疑義物品の数量を記録する。 

 不用品、重量（ＫＧ） （17） ８ 不用材料別区分記号ごとの重量を記録する（単位はＫＧとし、小数点以下第３位までを記録する。）。 

注：１ 構成等に関する事項 

この構成は、会社の保有するシステムを利用し記録等を実施する契約工場における基本構成であり、示した項目以外については工場物品管理責任者の 

所定により追加又は別に補助記録を用いて処理することができる。 

２ 記録等に関する事項 

(1) 官給品の修理不能品欄に受入れの記録を行った後、不用決定申請書を提出する。 

(2) 申請が承認されたならば、不用決定承認番号を証書番号として前(1)で受入れた数量を払出し、不用品欄に不用材料別区分で受入れの記録を行う。 

(3) 申請が不承認となった場合は、返品書により官給品の修理不能品欄から直接払出しの記録を行う。

2
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別紙第２（第８条、第９条、第１０条関係） 

 

 

工場受払綴 

項       目 番号 桁数 内                    容                    等 

 担当補給処 （１） １ 当該品目の担当補給処を補給処等記号で記録する。 （例） 第３補給処 → Ｍ 

 受払等日付 （２） ４ 物品の受払いを行った年月日を記録する。 （例）７年１０月２０日 → ７Ｘ２０ 

 物品番号（ＰＮ番号） （３） １８ 物品番号又は物品番号がない場合は部品番号 （例） Ｐ／Ｎ：ＲＣ０９ＢＦ１５Ｊ → ＰＮＲＣ０９ＢＦ１５Ｊ 

 Ｅ Ｒ Ｃ （４） １ 当該物品の性価区分をＥＲＣコードで記録する。 （例） ＸＢ２ → ４（数字１桁によるＥＲＣコード） 

 単    位 （５） ２ 当該物品の単位を記録する。 

 状態条件 （６） １ 当該物品の状態条件を記録する。 （例） 使用可能品：Ｓ、要修理品：Ｒ、修理不能品：Ｃ 等 

 数    量 （７） ４ 当該物品の受払数量を記録する。 

 受払区分 （８） ４ 受払いの区分を工場物品管理責任者の所定により作成し記録する。 

 整理番号 （９） １８ 当該受払いに係る整理番号を記録する。 

 参照番号 （10） １８ 当該受払いに係る参照すべき準証書番号等を記録する。 

注：１ 構成等に関する事項 

(1) この構成は、会社の保有するシステムを利用し記録等を実施している工場管理原簿の記録内容を更新するための受払いであり、証書等に基づき作成する。 

(2) この構成は基準とし、示した項目以外は工場物品管理責任者の所定により追加できる。 

２ 受払内容に関する事項 

(1) 整理番号は、契約工場が受領書及び返品書等に付与した整理番号及び不用決定承認番号とする。 

（例）受領書及び返品書の場合      ＯＨ２３４５２０２５１２０１３００１ 

不用決定承認番号            ２－１５００（不用決定が承認され、工場管理原簿の官給品の使用不能品欄の該当数を払出し、不用品欄に受入れを行う場

合に使用する。） 

(2) 参照番号は、通常補給処等からの受領の場合に補給処等の証書番号を記録する。

2
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別紙第３(第１３条～第１５条、第１７条～第２１条、第２９条、第４５条、第５０条、第

５１条、第５６条、第５８条関係) 

 

返品書・材料使用明細書の記入要領 

記入欄 記入要領  

項目番号 

記入しない。 

物品番号 

品名 

規格 

単位 

交付数量 

使用数量 

返品数量 

残数量 

摘要 付紙第１により、記入する。 

 
受 
 

領 
 

者 

物 
 

品 
 

管 
 

理 
 

官 

受付年月日 

記入しない。 

非消耗品、 

消耗品の区分 

官職氏名 

年月日 

証書番号 

取扱者氏名 

転記 

 
 
出
納
官 

物
品
供
用
官 

 
 
受
領
者 

官職氏名 

年月日 

証書番号 

取扱者氏名 

転記 

根拠目的 

契約担当官 

契約年月日 

契約番号 

引 
 

渡 
 

者 

 
 

（
契
約
者
） 

住所 現在登録されている住所を記入する。 

社名 現在登録されている会社名等を記入する。 

代用者名 現在登録されている工場物品管理責任者名を記名する。 

引渡年月日 
輸送業者又は官側（輸送機関含む）に物品を引渡した年月日を記
入する。 

引渡者氏名 物品を引渡した者（物品管理担当者等）が署名する。 

注：１ 物品番号欄の最上段に「別紙のとおり」と記載する。 

２ 交付数量は、契約毎に官給等された数量をいう。 

３ 摘要欄及び引渡者(契約者)欄以外の箇所については、受領者（受領側）が記入を行う。 

４ 摘要欄の記入例については、付紙第２を参照する。 

注：５ 記入例は、付紙第３を参照する。 
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付紙第１ 

 

返品書・材料使用明細書（摘要欄）の記入要領 
                  記入

欄              

 

          記入する文字

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入の条件 

  摘要 

（朱書き又は赤色スタンプ） 

摘要 

(黒色で記入) 

増 

減 

物 

品 

Ｒ 

Ｉ 

Ｃ 

Ｉ 

修 

理 

完 

成 

品 

改 

修 

完 

成 

品 

診 

断 

完 

了 

品 

取 

外 

品 

官 

給 

品 

無 

償 

貸 

付 

返 

還 

契 

約 

不 

適 

合 

疑 

義 

契 

約 

不 

適 

合 

修 

補 

非 

契 

約 

不 

適 

合 

不

具

合

物

品 

無

償

修

補 

廃 

品 

寄 

託 

時 

の 

状 

条 

修 

理 

不 

能 

の 

理 

由 

無 

償 

貸 

付 

承 

認 

書 

の 

承 

認 

番 

号 

不 

具 

合 

通 

報 

発 

簡 

番 

号 

契 

約 

不 

適 

合 

判 

定 

通 

知 

書 

番 

号 

不 

用 

決 

定 

書 

の 

承 

認 

整 

理 

番 

号 

不 

用 

決 

定 

書 

の 

承 

認 

年 

月 

日 

物品増減及び現在額報告対象品目 〇                                         

信頼性品目   〇                                       

形態管理品目     〇                                     

外注要修理品が修理完成のため返還

（納入） 
      〇                     〇             

改修等により寄託時と異なる物品と

して納入 
        〇                   〇             

外注要修理品が修理不能のため返還                             〇 〇           

契約に基づく診断完了品の返還           〇                               

官給品等からの取外品の返還             〇                             

官給品の返還               〇               〇           

無償貸付物品の返還                 〇               〇         

契約不適合疑義品の返還                   〇         〇     〇       

契約不適合修補物品の返還                     〇       〇            

非契約不適合物品の返還                       〇     〇       〇     

不具合物品の返還（修補等請求期限

切れ等） 
            〇 

 
 〇   〇    

無償修補の返還              〇         

不用決定後、トンネイジでの返還             〇             〇           〇 〇 

注：物品増減及び現在額報告対象品目は、機器一連番号毎に１件ずつ記入する。
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付紙第２ 

 

 

返品書・材料使用明細書（摘要欄）の記入例 

 
物品増減及び現在額報告対象品目 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

増減物品 
     

 

信頼性品目 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

ＲＩ 
    

 

形態管理品目 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

ＣＩ 
    

 

外注要修理品が修理完成のため返還（納入） 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    修理完成品 

寄託時状条〇     

 

改修等により寄託時と異なる物品として納入 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    改修完成品 

寄託時状条〇     

 

外注要修理品が修理不能のため返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    （修理不能品となった理由を明記） 

寄託時状条〇     

 

契約に基づく診断完了品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

診断完了品 
    

 

官給品等からの取外品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

取外品 
    

 

官給品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    官給品 

（修理不能の理由を明記）     

 

無償貸付物品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    無償貸付返還 

（無償貸付承認書の承認番号を明記）     

 

契約不適合疑義品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    契約不適合疑義 寄託時状条〇 

（不具合通報発簡番号を明記）     
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契約不適合修補物品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

契約不適合修補 寄託時状条〇 
    

 

非契約不適合物品の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    非契約不適合 寄託時状条〇 

（契約不適合判定通知書番号を明記）     

 

不具合物品の返還（修補等請求期限切れ等） 

項目 

番号 
物品番号 品名 規格 単位 

交付

数量 

 返品数量 
摘  要 

 

使用数量 残 数 量  

      

  不具合物品 寄託時状条〇 

（不具合通報発簡番号を明記） 

 

   

 

無償修補の返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

            
    

無償修補 
    

 

不用決定後、トンネイジでの返還 

項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

  返品数量 
摘  要 

使用数量 残 数 量 

                
取外品 廃品 

（不用決定書の承認整理番号及び承認年月日を明記） 

注：１ 項目番号、物品番号、品名、規格、単位、交付数量、使用数量、返品数量及び残数量は記入しないものとする（別紙に記載）。 
  ２ 形態管理品目及び信頼性管理品目の両方に該当する場合は、摘要欄に「ＣI」及び「ＲI」を併記する。 
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付紙第３ 

 

 

返品書・材料使用明細書の記入例 
項目

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付

数量 

 返品数量 

残 数 量 
摘 要 返品書・材料使用明細書 

使用数量 

 別紙のとおり     
  修理完成品 

寄託時状条〇 

受 

 

 

領 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

受   付 

年 月 日 
（記入しない） 

非消耗品、 

消耗品の区分 
（記入しない） 

  

 
 

    
  

 
（官職氏名） 

（記入しない） 
  

      
  

 年 月 日 （記入しない） 証書番号 （記入しない） 
  

      
  

 取扱者氏名 （記入しない） 転  記 （記入しない） 
  

      
  

 
物 

品 

 

出供受 

納用領 

官官者 

（官職氏名） 
（記入しない） 

  

      
  

 年 月 日 （記入しない） 証書番号 （記入しない） 
  

      
  

 取扱者氏名 （記入しない） 転  記 （記入しない） 
  

      
  

 

根拠目的 

（契約担当官） 
（記入しない） 

（契約年月日） 
（記入しない） 

  

      
  

 
（契約番号） 

（記入しない） 
  

      
  

 

（
契
約
者
） 

引 

渡 

者 

（住  所）埼玉県狭山市〇〇１－２－３ 

（社  名）〇〇産業(株)  
（代用者名）物品管理責任者 〇〇 〇〇 

  

      
  

 
  

      
  

 引渡年月日 令和〇年〇月〇日  
  

      
  

 引渡者氏名 〇〇 〇〇 
  

 項中の第   項 

注：引渡者（契約者）が記載する箇所及び記載要領については、別紙第３を参照する。 
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別紙第４(第１３条～第１５条、第１７条～第２１条、第２９条、第４５条、第５０条、第

５１条、第５６条、第５８条関係) 

 
 

 

返品書・材料使用明細書（２枚目以降の様式）の記入要領 

記入欄 記入要領 

項目番号 一連番号を記入する。 

物品番号 引渡者（契約者）が返品した物品の物品番号を記入する。 

品名 引渡者（契約者）が返品した物品の品名を記入する。 

規格 引渡者（契約者）が返品した物品の部品番号又は型式番号を記入する。 

単位 引渡者（契約者）が返品した物品の単位を記入する。 

交付数量 記入しない。 

返品数量 引渡者（契約者）が契約等により返還した数量を記入する。 

摘要 

寄託時の証書番号を記入する。また、状条を記入するとともに、物品増減及
び現在額報告対象品目に該当する場合は、Ｍ区分（記号「Ｍ」）を記入す
る。改修等により寄託時と異なる物品として納入する場合は、寄託時の物品
番号を記入する。 

契約番号 根拠となる契約番号、調達要求番号を記入する。 

機器一連番号 引渡者（契約者）が返品した物品の機器一連番号を記入する。 

単価 引渡者（契約者）が返品した物品の単価を記入する。 

証書番号 引渡者（契約者）が返品を行う際に付与した出荷整理番号を記入する。 

使用数量 

記入しない。 残数量 

受領証書番号 

注：１ 受領証書番号については、受領者（受領側）が記入を行う。 

２ 返品書・材料使用明細書（２枚目以降の様式）の記入例は、付紙を参照する。 
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付紙 

 

 

返品書・材料使用明細書（２枚目以降の様式）の記入例 

項目

番号 
物品番号 品 名 規 格 単位 

交付数量 返品数量 
摘 要 契約番号 機器一連番号 単 価 

証書番号 

使用数量 残数量 受領証書番号 

1 5985-00-201-7466 ATTENUATOR 8492A-003 EA 
 1 状条：S 

Ｍ区分：M 

SH2351M20250003468 

M25K12345 

DP2351202505080001 
FB0802 3543669 

OH2345M20252000001 

   

2 5841-427-0650-5 
RECEIVER 

TRANSMITTER 
7009345-811 EA 

 1 状条：S 

SH2351M20250003501 

M25K12345 

DP2351202505080002 
EU21135 1463521 

OH2345M20252000002 

   

3 5841-427-0650-5 
RECEIVER 

TRANSMITTER 
7009345-811 EA 

 1 状条：S 

SH2351M20250003502 

M25K12345 

DP2351202505080003 
ED30198 1463521 

OH2345M20252000003 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

項中の第   項 
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別紙第５（第１３条、第１４条、第１５条、第２２条、第２３条、第５０条関係） 

 

 

官給申請書の記入要領（電子メール又は郵送で申請する場合） 

記  入  欄 記    入    要    領 記  入  例 

作成区分 

 

分任管理官 

   班 

  係 

 頁 の 頁 

 日  付 （１ ～ ４欄） 

 物品番号 （５ ～２２欄） 

 

 

 品  名 （２３～３３欄） 

 Ｅ Ｒ Ｃ （   ３４欄) 

 

 単  位 （３５～３６欄） 

 特殊物品 （   ３７欄） 

 ＮＥＷ記号（   ３８欄） 

 

 状  条 （   ３９欄） 

 

数  量 （４０～４５欄） 

 処  置 （４６～４７欄） 

 整理区分 （４８～５１欄） 

 優先順位 （５２～５３欄） 

 ＴＲ－Ｊ （５４～５５欄） 

 理由補足 （   ５６欄） 

 Ｄ Ｅ Ｐ （   ５７欄） 

 統制区分 （   ５８欄） 

 入手希望日（５９～６２欄) 

 適用器材 （６３～６８欄） 

      （６９～７１欄） 

 請求番号 （７２～８６欄） 

 

 

 

 

官給申請（電子メール又は郵送で申請する場合）は官給申請書を使用し、契約番号、小分類毎、

かつ、官給申請の区分（緊急、至急、普通の別）毎に作成する。 

工場物品管理責任者が業務記号及び工場補給単位番号を記入する。 

作成者の所属長（課、班、係長等）が記載内容を確認して署名（姓のみ）する。 

請求原票作成者が署名（姓のみ）する。 

作成区分ごとの総頁とー連の頁を分数式で記入する。 

請求原票を作成した年月日（暦年月日）を８桁で記入する。 

物品番号を記入する。 

 

 

請求する物品の品名を原則として英字で記入する。 

請求する物品の性価区分記号（数字による記号）を記入する。 

（不明の場合は記入しない事ができる。） 

請求する物品の単位を記入する。 

通常は記入しない。 

官給申請を取り消す場合は「Ｃ」を記入する。 

請求する物品の状態、条件記号を記入する。 

 

請求数量を記入する。 

通常は記入しない。 

通常は記入しない。 

請求する物品の補給優先順位を記入する。 

請求の種類及び事由を記入する（ＪＡＦＲ１２５ 別紙５－６－３に示す記号）。 

通常は記入しない。 

請求する物品の補給担任補給処を示す補給処等記号を記入する。 

統制区分記号を記入する（不明の場合は記入しない事ができる｡）。 

入手希望の日付を記入する。 

適用器材の型式番号等を記入する。  

通常は記入しない。 

官給申請の請求番号を次の要領で記入する。 

 業務記号 

 工場補給単位番号 

 官給申請年月日 

請求一連番号（毎月３００１から始める｡） 

 

 

ＯＨ２３４５ 

 

 

１／３、２／３、３／３ 

７年１２月１日：２０２５１２０１ 

ＤＳＮの場合：５９６０－０１２－４４２４－５ 

ＮＳＮの場合：５９０５－００－１２３－５５５５ 

物品番号がない場合はＰＮ番号 

 

ＸＤ１：１、ＸＤ２：２、ＸＢ１：３、ＸＢ２：４、ＸＢ３：０ 

ＮＤ１：５、ＮＤ２：６、ＮＢ１：７、ＮＢ２：８、ＮＢ３：９ 

個：ＥＡ、フィート：ＦＴ等 

 

 

 

使用可能品：Ｓ、不完備物品：Ｉ、ＴＯＣ物品：Ｔ 

要修理品：Ｒ、要検査物品：Ｕ等 

 

 

 

 

 

 

第３補給処：Ｍ 

補給処統制品目：Ｄ 

７年１２月１日：２０２５１２０１ 

ＦＰＳ－１、ＡＲＣ－２７等 

 

 

ＯＨ又はＳＹ 

２３４５ 

７年１２月１日：２０２５１２０１ 

３００１ 
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記  入  欄 記    入    要    領 記  入  例 

備  考  追  記 

(コメント) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
欄       外 

次の補備事項を記入する。 

１ Ｏ：修理区分、修理対象物品の物品番号、契約番号、申請品の単価、選択コード 

 (次表１、２から該当記号を選択)、官給品不足状況 

 

               表１                  表２ 

記号 １桁目 

 

記号 ２桁目 

Ａ ＮＥＷ ＩＴＥＭである。 １ ＣＰＰ可能 

Ｂ ＮＥＷ ＩＴＥＭの追加である。 ２ 
ＣＰＰ不可能 

部品取り共食い不可能 

 

３ 
ＣＰＰ不可能 

部品取り共食い可能 

４ ＣＲＰ可能 

５ 
ＣＰＰ可能及びＣＲＰ可能 

（ＭＥＯ等による代替品提案） 

 

２ Ｐ：部品番号 

 

３ Ｔ：ＴＯ、Ｆｉｇ番号 

 

４ Ｕ：装着数（ＵＰＡ） 

 

５ Ｍ：製造者記号 

 

右上方欄外に、工場名及び住所を記入する。 

単価   実績は(Ｇ)、見積は(Ｍ) 

単位   円が（Ｙ）、千円は（Ｔ）、セントは（Ｃ）、ドルは 

（Ｄ）とする。 

     ※例 (Ｇ)５１，０００（Ｙ） 

 

修理区分 定期修理………………Ａ 

 

     オーバーホール………Ｃ 

 

     構成品修理……………Ｄ 

 

 

官給品不足状況 

 

(1)所要数：修理に必要な総数量 

 

(2)官給品在庫数：契約工場に保有している在庫総数 

 

(3)不足数：修理に必要な請求数量 

 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 
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別紙第６（第１３条、第１４条、第１５条、第２２条、第２３条、第５０条関係） 
 

官給申請書の作成要領（電算機による場合） 

伝 送 項 目 属性（桁数） 内      容      等（△はスペース） そ の 他 

（ 種 別 ）   Ｘ （ ２ ） 固定値「３０」を記入する。  

（管理単位番号）   Ｘ （ ６ ） 工場補給単位番号を記入する。  

（ 通 番 ）   Ｘ （ ５ ） 工場官給申請の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号を記入する。（日ごとに「００００１」から付与）  

（ 記 録 区 分 ）   Ｘ （ ２ ） 固定値「ＳＰ」を記入する。  

（補給処等記号）   Ｘ （ １ ） 補給処番号を記入する。（３：第３補給処）  

物 品 番 号   Ｘ （１８） 物品番号（物品番号がないときは部品番号）を記入する。  

単     位   Ｘ （ ２ ） 物品単位略号を記入する。（ＥＡ：個 ＳＥ：セット）  

Ｎ Ｅ Ｗ 記 号   Ｘ （ １ ） 通知の状態記号を記入する。（Ｃ：取消 Ｋ：被訂正データ Ｓ：訂正データ △：その他）  

状 態 条 件   Ｘ （ １ ） 状態条件を記入する。  

数      量   ９ （ ６ ） 官給申請数量を記入する。  

入 手 希 望 日   Ｘ （ ８ ） 官給申請する物品の入手希望日を記入する。  

優 先 順 位   Ｘ （ ２ ） 
官給申請する物品の優先順位を記入する。（特別緊急請求：「０５」 緊急請求：「１０」至急請求：「１５」 普通

請求：「２０」） 
 

ＴＲ－Ｊコード   Ｘ （ ２ ） 

官給申請する物品のＴＲ－Ｊコードを記入する。（特別緊急請求：「０８」 緊急請求：「９１」（ＴＣＴＯキットの

場合は「８１」） 至急請求：「９２」（ＴＣＴＯキットの場合は「８２」） 普通請求：「９３」（ＴＣＴＯキット

の場合は「８３」）） 

 

Ｅ Ｉ コ ー ド   Ｘ （ ８ ） 官給申請する物品のＥＩコードを記入する。  

請 

求 

番 

号 

業 務 記 号   Ｘ （ ２ ） ＯＨ又はＳＹを記入する。  

申請管理単位   Ｘ （ ４ ） 工場補給単位番号を記入する。  

西 暦 日 付   Ｘ （ ８ ） 申請年月日を記入する。（例：２０２５１２０１）  

一 連 番 号   Ｘ （ ４ ） 工場ごとの一連番号を記入する。（日ごとに３００１から付与）  

契 約 番 号   Ｘ （ ９ ） 修理対象品目の契約番号（左詰め）を記入する。  

記      事 Ｘ （８６） 部品番号、ＵＰＡ、ＭＦＲ、単価、官給請求が必要な理由、その他のコメントを記入する。 

細部作成要領は付

紙第１及び付紙第

２による。 

Ｔ Ｏ 番 号   Ｘ （３０） 官給請求する物品のＴＯ番号を記入する。  

Ｆ Ｉ Ｇ 番 号   Ｘ （１２） 官給請求する物品のＦＩＧ番号を記入する。  
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付紙第１ 

 
コメント欄作成要領 

伝送項目名 欄 桁 数 伝    送    内    容 備   考 

補  備 

（コメント欄） 

８４ 

 

８６ 

 

次の補備事項を次の順番で入力する。 

 

１．Ｏ：（１）ＣＰＰ可能かどうかの判定（１３桁）・・・ＣＰＰ可能と判断した場合のみ 

（２）修理対象物品の物品番号（１８桁）     Ｉ－Ａ ＯＫと入力。 

（３）申請物品の品名（１０桁以内） 

（４）単価（１０桁以内） 

（５）選択コード（次表１、２から選択）・・・・Ｉ－Ａ ＯＫと入力した場合は 

                            選択コードは入力しない。 

表１                  表２ 

記号 １  桁  目 

 

記号 ２  桁  目 

Ａ ＮＥＷ ＩＴＥＭである。 １ ＣＰＰ可能 

Ｂ 
ＮＥＷ ＩＴＥＭの追加で 

ある。 
２ 

ＣＰＰ不可能 

部品取り共食い不可能 

 
３ 

ＣＰＰ不可能 

部品取り共食い可能 

４ ＣＲＰ可能 

（６）修理区分（１桁） 

（７）官給品不足状況（９桁） 

注：官給品不足状況は所要数（３桁）、官給品在庫数（３桁）、不足数（３桁）    

  で表す。 

 

２．Ｐ：部品番号（２０桁以内） 

３．Ｕ：装着数（ＵＰＡ）（３桁） 

４．Ｍ：製造者記号（５桁以内） 

 

 

細部要領等は付紙第２「コメ

ント欄入力要領（Ｉ－Ａ自動

処理）」を参照のこと。 

単価、修理区分、官給品不足

状況の入力要領については別

紙第５の記入例等を参照のこ

と。 
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付紙第２ 

 

 
コメント欄入力要領（Ｉ－Ａ自動処理） 

Ｉ－Ａ自動 

処理の条件 
ＥＲＣ（性価区分記号）が０（ＸＢ３）又は４（ＸＢ２）で単価７万円未満の物品 

入力要領 

契約工場側においてＩ－Ａ（ＣＰＰ）可能と判断した場合はコメントの第一番目に「ＩＡ ＯＫ  数 量」と入力する。 

（注：数量はＣＰＰ可能な最大数量を７桁で入力） 

スペース 

[ＣＰＰの判定を入力しない場合の入力例] 

 

Ｏ：1270-415-7021-5 ＊ CAPACITO ＊ G70Y ＊ B3 ＊ D ＊ 005004001 ＊ Ｐ：CK05B7102K ＊ Ｕ･1 

（物品番号）     (品名)  （単価）（選択（修理（官給品不足状況）（部品番号） （装着数） 

                   ｺｰﾄﾞ）区分） 

[ＣＰＰ可能と判定した場合の入力例] 

 

ＩＡ ＯＫ ０００００１２ Ｏ：1270-415-7021-5 ＊ CAPACITO ＊ G70Y ＊ D ＊ 005004001 ＊ Ｐ：CK05B7102K 

※ＣＰＰ １２個可能     （物品番号）    （品名）  （単価）（修理（官給品不足状況） (部品番号） 

                                    区分） 

 ※（ ）内は項目名を示したものであり、入力するものではない。 

備  考 

コメント欄は８６桁であり、内容を全て入力した場合、桁数不足の場合が考えられ、ＩＡ ＯＫのコメントの追加により更に桁数が不足する場合が

生じる可能性がある。 

 

この場合、特に 修理対象物品の物品番号・申請物品の品名・単価・部品番号 は必ず入力し、その他の項目については工場側の判断で入力 

可能な範囲で実施する。 
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別紙第７（第２３条関係） 

 

官給申請に対する補給通知伝送要領 

伝送項目 属性（桁数） 内    容    等 備       考 

種 別 Ｘ（２）  固定値「３０」 

受信時の出力レイアウトは、

契約工場により異なる。 

管理単位番号 Ｘ（６）  ４桁の官給先の工場補給単位番号 

通 番 Ｘ（５）  日単位の通し番号（日ごとに「００００１」から付与） 

通 知 区 分 Ｘ（２） 固定値「ＨＰ」 

補給処等記号 Ｘ（１）  補給処番号（３：第３補給処） 

処 理 日 付 Ｘ（８）  官給元において、官給を行った日付 

物 品 番 号 Ｘ（１８）  官給した物品番号 

品 名 Ｘ（１１）  官給した物品の品名 

性 価 区 分 Ｘ（１）  官給した物品の性価区分 

単 位 Ｘ（２） 官給した物品の単位 

Ｎ Ｅ Ｗ 記 号 Ｘ（１）  通知の状態記号（Ｃ：官給の取消 Ｎ：初めて官給する物品 Ｋ：訂正 Ｓ：再送） 

状 態 条 件 Ｘ（１） 官給した物品の状態条件 

数 量 ９（６）  官給した物品の数量 

処 置 記 号 Ｘ（２） 官給の処置 

整 理 区 分 Ｘ（４） 官給の整理区分 

優 先 順 位 Ｘ（２） 補給手続に定める優先順位 

ＴＲ－Ｊコード Ｘ（２） 補給手続に定めるＴＲ－Ｊ 

証 書 番 号 Ｘ（１８） 

官給元の証書番号 

「業務記号（２桁）＋管理単位（４桁）＋物品出納官記号（１桁）＋西暦（４桁）＋一連番

号（７桁）」 

参 照 番 号 Ｘ（１８） 請求元の官給申請番号等の参照番号 

請求物品番号 Ｘ（１８） 官給請求の物品番号 
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別紙第８（第２５条関係） 

 

追求及び取消要領 
項 目 欄 記      入      要      領 記    入    例 
宛 先 

班 

係 

分任管理官 

頁 の 頁 

項 目 

日 付 

物 品 番 号 

品 名 

 

Ｅ Ｒ Ｃ 

単 位 

状 条 

 

数 量 

優 先 順 位 

Ｔ Ｒ － Ｊ 

請 求 番 号 

備 考 

追 記 

 

 

欄 外 

 

追求及び取消を通知する宛先を記入する。 

作成者の上級者が署名又は記名（姓のみ）する。 

作成者が署名又は記名（姓のみ）する。 

工場物品管理責任者が業務記号及び工場補給単位番号を記入する。 

頁番号は、追求及び取消書の作成区分ごとに送付する頁の総数を分母とする。 

項目番号を記入する。 

追求及び取消書を作成した日 

物品番号を記入する。 

追求は「ＦＬＰ」、取消は「ＣＡＮ」と記入する。 

 

 

     →請求時の内容を記入する。 

 

 

数量を記入する。 

請求時の優先順位を記入する。 

請求時のＴＲ－Ｊを記入する。 

官給申請時の請求番号（新たに付与しない。）を記入する。 

追記欄に記入した以外の必要事項を記入する。 

「取消」 →取消の理由を記入し、既に回答の通知があった請求はその回答も記入する。 

      （電算機の場合も同様とする） 

「ＦＬＰ」→官給申請時の追記事項を記入する。 

右上方欄外に追求又は取消の会社名、工場名及び住所を記入し、左上方欄外に「ＦＬＰ」又は 「ＣＡＮ」と

朱書きする。 

 

〇〇（姓のみ） 

〇〇（姓のみ） 

例：ＯＨ２３４５ 

１／３、２／３、３／３ 

 

 

【例】 

ＤＳＮの場合： 

 ５９０５－４０５－１２３４－５ 

 ６６１５－４０５－４３２１－５Ｚ３ 

ＮＳＮの場合： 

 ５９０５－００－１２３－４３３５ 

 ６６１５－０１－３２１－５３３４Ｚ３ 

 

緊急：１０ 至急：１５ 普通：２０ 

 

ＯＨ２３４５２０２５１２０１３００１ 

 

 

 

 

 

 
注：１ 追求及び取消を電子メール又は郵送で行う場合の様式は官給申請書とし、記入例は付紙による。 

なお、提出部数は２部とする。 

  ２ 電算機で行う場合は「ＣＡＮ」のみとし、官給申請書の作成要領（電算機による場合）による。 

  ３ 追求を行う場合は、全て官給申請書とする。 
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付紙 

 

追求書・取消書の様式及び記入例（電子メール又は郵送による場合） 

 

官 給 申 請 書 
ＦＬＰ又はＣＡＮ 
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別紙第９（第３０条、第５６条関係） 

 

 

使用部品明細書の記入要領及び提出要領 
 
 
１  使用部品明細書（Ａ）「最上区画」の記入 
 (1)  「会社名」欄 
      使用部品明細書を作成提出する契約会社（工場）及び工場補給単位番号を記入する。 
 (2) 「契約数」欄 
   使用部品明細書における当該品目の総契約数（１アイテムの総数）を記入する。 
 (3) 「頁数」の欄  
   提出する一使用部品明細書のページ数を「現ページ／総ページ」として記入する。 
      （１／３、２／３、３／３） 
 
２ 「主品目（修理対象品目）区画」の記入 
(1) 「日付」（１～４）欄 
      使用部品明細書を作成した日付を記入する。 
(2) 「物品番号」欄 
      修理対象品目の物品番号を記入する。 
(3) 「品名」欄 
      修理対象品目の品名を通常、英字で記入する。（左詰めとする。） 
(4) 「年度」（６５）欄 
      当該修理会計年度の末尾記号を記入する。 
      (例：元年の場合は「１」を記入） 
(5) 「歳国」（６６）欄 
      修理契約の予算区分記号を記入する。 

（例：歳出は「Ｓ」、２国は「Ｋ」、３国は「Ｊ」、４国は「Ｉ」、５国は「Ｈ」） 
(6) 「定構」（６７）欄 
      修理区分記号を記入する。（例：定期修理は「Ａ」、オーバーホールは「Ｃ」、構成品修理は 

「Ｄ」） 
(7) 「修理台数」（７５～７８）欄 
      修理契約した台数中の修理完成台数（一括納入の場合は合計台数、分割納入の場合はその都度の完成

台数）を記入する。 
(8) 「調達要求番号、契約番号等」欄 
      当該契約書に記載の調達要求番号、契約番号及び記載内容（班コード）を記入する。 
                                                  (例：M02K-XXXNNNNN-N2S-0001) 
(9) 「形式名」欄 
      修理対象物品の形式名を記入する。 
      なお、形式名のない品目については記入しない。 
(10) 「部品（型式）番号」欄 
       修理物品の部品番号又は型式番号を記入する。 
(11) 「適用器材」欄 
      修理対象物品が構成品又は組部品の場合に当該物品が編入される上位の構成品、器材の名称又は型式

番号等を記入する。 
(12) 「適用ＴＯ番号」欄 
      当該整備に使用の技術指令書（ＴＯ）の図書番号及び刊行日付を記入する。ただし、必要と認めるも

のに限る。 
 
３ 「部品（使用した構成部品）区画」の記入 
 (1) 「項目」（左欄）欄 
      使用部品についての項目番号（１～一連番号）を記入する。 
 (2) 「物品番号」（５～２２）欄 
      使用した部品の物品番号を記入する。 

なお、物品番号が付与されていない品目については物品番号に代えてＰＮ番号を記入する。 
 (3) 「品名」（２２～３３）欄 
      使用部品の品名を通常、英字（日本名のローマ字を含む。）で記入する。 
 (4) 「ＥＲＣ」（３４）欄 
       通常記入しない。ただし、可能な場合は記入することができる。 
 (5) 「単位」（３５、３６）欄 
      使用部品の単位を記入する。（例：「ＥＡ」等） 
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 (6) 「使用数」（３８～４３）欄 
   ア 「ＵＰＡ」については整備対象品目一台当たりの同一部品の取付数を記入する。 
      （３８～４０欄は右詰めとする。） 
   イ 「使用数」については修理完成台数（一括納入の場合は合計数、分割納入の場合はその都度の完成

数）に使用した部品の合計数を記入する。（４１～４３欄は右詰めとする。） 
    なお、一報告において使用数が９９９を越える場合は次の行に分割して記入する。 
 (7) 「官給」（６４）欄 
      使用部品の官給区分を次の記号により記入する。 

官給品：「Ｇ」（ただし、現地（基地等）官給の場合は「Ｕ」） 
業者調達品（ＣＰＰ）：「Ｃ」 
業者負担品（ＣＲＰ）：「Ｒ」 

 (8) 「回路符号又はＦＩＧ－ＩＮＤＥＸ」（７９～８８）欄 
      適用ＴＯ等に基づき、使用部品の代表的回路符号又はＦＩＧ－ＩＮＤＥＸ Ｎｏを記入する。 
 (9) 「部品（型式）番号」欄 
      使用部品の部品番号又は型式番号を記入する。ただし、使用部品が官給品の場合は記入を省略するこ

とができる。 
(10) 「単価金額」欄 
    ア 上段に使用部品の単価、下段に金額（単価×数量）を記入する。金額は全て「日本円」とし、最後

の一桁に単位を記号（１円：￥、１０００円：Ｔ）で記入する。 
   （例：単価３００円で数量３個の場合「上段：３００￥  下段：９００￥」） 
    イ 官給品「Ｇ」の単価は、官給品受領時の管理換票又は受領書に示す単価とする。 
    ウ 単価欄の最下段に総額（金額の合計額）を記入する。ただし、２ページ以上にわたる場合は最後の

ページの最下段に総額を記入する。 
(11) 「一連番号」欄 

修理完成した整備対象物品の一連番号を記入する（修理台数の完成順内訳）。 
(12) 「使用部品明細」欄 
     前号で記入した修理完成品ごとに使用した部品の数量を記入する。 

なお、使用数がない場合はダッシュ（－）を記入する。 
 
４ 「備考」欄 
    特記事項がある場合、その他参考事項を記入する。 
    なお、役務通知書が通知されている場合、役務通知番号(年月日)を記入する。 
 
５ 「監督官確認」欄 
    記載内容に誤りがないことを確認後、監督官の確認を受ける。 
 
６ 「使用部品明細書（Ｂ）」 
 (1) 使用部品明細書の修理台数が１１台以上の場合（特に一括納入の場合）の使用部品の状況について記

入する。 
 (2) 各欄の記入は次によるほか、第３項第１２号の「使用部品明細」欄の記入と同様とする。 
  ア 「頁数」欄には使用部品明細（続）のページ数を「一連ページ／総ページ」で記入する。 

（例：１／２、２／２等） 
  イ 「項目」欄は使用部品について項目番号を記入する（第３項第１号の部品区画の項目番号に同

じ。）。 
  ウ 「監督官確認」欄は記載内容に誤りがないことを確認後、監督官の確認を受ける。 
 
７ その他の作成上の参考事項 
 (1) 使用部品明細書（Ａ）の余白は記入した最終行の次の余白行の「部品（型式）番号」欄に斜線を入れ

る。 
 (2) 一つの使用部品明細書の修理台数が「使用部品明細」欄の記入可能台数を越える場合の記入要領は使

用部品明細書（Ａ）の「使用部品明細」欄に「使用部品明細書（Ｂ）参照」と記入し、使用部品の明細
は全て使用部品明細書（Ｂ）に記入することができる。 

 (3) 使用部品明細書（Ａ）の記入例は付紙第１による。 
 (4) 使用部品明細書（Ｂ）の記入例は付紙第２による。 
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８ 提出部数及び提出先 

使
用
状
況 

契約書又は請書に官給品「有」と明記され

ている場合で、官給品又は業者調達品若し

くは業者負担品を使用して契約物品を納入

した場合 

契約書又は請書に官給品「無」とされている

場合で、業者負担品を使用して契約物品を納

入した場合 

提
出
書
類 

官給材料等使用明細

書に使用部品明細書

を添付したもの 

官給材料等使用明細

書に官給品のみを記

載した使用部品明細

書を添付したもの 

（官給品を使用しな

かった場合は、心得

により、官給材料等

使用明細書にその旨

を記載し提出） 

使用部品明細書 

提
出
部
数 

２部 ３部 １部 

提
出
先 

契約の担当者 
補給分任管理官 

（資材計画部資材計画課長気付） 

注：官給材料等使用明細書の様式は、心得による。 
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付紙第１ 

 

 

使用部品明細書（Ａ）の記入例 

 

使用部品明細書（Ａ） 
会

社

名 

防衛産業株式会社 

所沢工場 

OH2345 

 

契

約

数 

15EA 

項数 

主

品

目 

日付 物品番号 品名 
年

度 

歳

国 

定

構 

修理 

台数 

調達要求番号、 

契約番号等  
型式名 

部品（型式）

番号 

適用器

材 
適用ＴＯ番号 

1～4   65 66 67 75～78 DP235126013001 

20450 

N2S 

 AHL-32 KM-5 
JTO43D-3-3-5 

JTO43D-3-3-5 7X01 PNAHL-32 SLIP ASSY 2 K D 0005 

部 

 

 

 

 

 

 

品 

項 

 

目 

物品番号 品 名 

E 

R 

C 

単位 
使 用 数 官

給 

回路符号又は

FIG-INDEX 

部品 

（型式）番号 

 使 用 部 品 明 細 

ＵＰＡ 使用数 一連番号 

1A 2B 3C 4D 5E    
5～22 23～33 34 35,36 38～40 41～43 64 79～88  

単価 

金額 

1 PN182293 CONNECTOR  EA 001 001 G 77-77 182293 
77,000 \ 

77,000 \ 
1 - - - -    

2 PN182294 CONNECTOR  EA 001 001 G 77-78 182294 
77,000 \ 

77,000 \ 
1 - - - -    

3 PN182295 CONNECTOR  EA 002 006 G 77-79 182295 
10,000 \ 

60,000 \ 
2 - 2 2 -    

4 PN182296 CONNECTOR  EA 002 002 G 77-80 182296 
10,000 \ 

20,000 \ 
2 - - - -    

5 PN182297 CONNECTOR  EA 001 004 G 77-81 182297 
10,000 \ 

40,000 \ 
- 2 2 - -    

                   

                   

          274,000 \         

備    考 役務通知第１号（令和８年Ｘ月Ｘ日） 監督官確認  
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付紙第２ 

 

 

使用部品明細書（Ｂ）の記入例 

使 用 部 品 明 細 書（Ｂ） 

項数 

使 用 部 品 明 細 

台 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

 一連 

番号 1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M 14N 15O 16P 17Q 18R 19S 20T               

項目 
 

１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 - 1 - 1 - 1 - 1               

２ 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

３ 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1  - 1 - 1 1 1 1 1 1               

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

監督官確認  

修理完成した整備対象物品の
一連番号 
（修理台数の完成順内訳） 

記入した最終行の次の余白
行に斜線もしくは以下余白
は入れない。 

2/2 
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別紙第１０（第４８条、第５１条関係） 

 

 

不具合事項区分表 

不具合事項 不 具 合 の 内 容 及 び 通 報 事 項 

ＴＯＣ物品 

その物品が特定の技術指令書（ＴＣＴＯ及びJ.T.O 00-20K-1シリーズ等）によって改修、検査又はそ
の他の作業を行うよう指令されているにもかかわらずその処置が未実施である場合をいう。 
この不具合がＴＣＴＯ未実施の場合はＴＣＴＯのコード番号を、また、J.T.O 00-20K-1シリーズによ
る検査等未実施の場合は、物品票の日付及び供用前に要求された再検査月日（物品票参照）を記述す
る。 

ＩＮＣ物品 

所定の構成品が不足のためその物品が完全な機能を果たし得ない場合をいう。この場合、付属品又は
予備品等についてもそれらが構成品として物品目録に記載されているにもかかわらず欠品のときは不
完備となる。ただし、契約工場等において修理のために受領して要修理品については機能に大きな影
響を及ぼすＳｕｂ Ａｓｓｙ、付属品又は工具等が契約書と照合して不足する場合のみ該当する。こ
の不具合に際しては該当不足物品の物品番号、品名及び数量を記述する。 

破損物品 

受領物品が外観上、発見可能な打こん、かき傷、変形、ねじれ、折損又は摩滅等、いわゆる損壊、損
傷の状態にある場合をいう。この場合、破損箇所及び程度等を具体的に記述するとともに、次の事項
を明らかにした上、写真を添付する。 
(1) 包装（梱包）の損傷の有無及び損傷のある場合はその容器の種類 
(2) 防せい包装（梱包）方法（不明の場合は前項に準ずる。） 

発錆物品 
さび、腐食、はん点及び汚損等がある場合をいう。この不具合は通常包装（梱包）不良及び機能不良
等が同時に発生することがあるため、それらの不具合内容を併記するとともに、発錆箇所の写真を添
付する。 

不適用物品 
同一物品番号又は部品番号であるにもかかわらずデザイン若しくは機能的に若干の相違があって装着
できないか又は互換性による代用品としての役目を果たし得ない場合をいう。この場合、その区分を
明確にするとともに具体的事象及び理由を記述するとともに、写真を添付する。 

識別不明物品 
受領元においてその受領物品の識別が全く確認できない場合をいう。この不具合は「臨時物品目録変
更通報（識別諸元変更該当品目表）」の未受領等に起因する場合が多いので不具合通報を発簡する前
に保管部品質統制課と所要の調整を行うものとする。 

機能不良物品 
機能的物品特性を有するものが所定の機能試験の結果、所要の性能を発揮しない場合をいう。この場
合、当該物品の規格値、測定値及び機能不良の部位（主として機材）等、不具合の状態を具体的に記
述するとともに、要すれば検査成績書を添付する。 

数量相違 受領数量が証書に示す数量と過不足がある場合をいう。この場合、当該物品の個装表示数量又は物品
票に記載の数量と内容実数との相違によって生じたと判断できるときにはその旨を明記する 

物品票の不備 

物品票の記載事項に不備な点があるか又は物品票の添付方法に不備な点がある場合をいう。 
(1) 記載事項が不備な場合にはそれが記載漏れ、検査スタンプ漏れ又は記入文字不鮮明等のいわゆる
物品票作成上の誤りによるものかを記述する。 
(2) 添付方法が不備な場合にはそれが物品票自体の紛失、脱落等によるものか又は外装と内装の物品
票の相違によるものかを具体的に記述する。 

包装不備 

包装（梱包）方法又は包装（梱包）材料が適切でないため包装（梱包）が破損している場合をいう。
この場合、破損箇所及びその程度等を具体的に記述するとともに、要すれば写真を添付する 
なお、この不具合が包装（梱包）方法の不適切のため生じたと判断した場合には防せい包装（梱包）
方法を併記する。その際、防せい包装（梱包）方法が不明な場合には次の区分により記述する。 
(1) 乾燥剤投入防湿方法 
(2) メタルバリヤ材による防湿方法 
(3) 防水方法 
(4) 防湿、防水の適用なし。 

保管期限不明 
保管期限により期限統制された物品であることはJ.T.O 00-20K-1シリーズにより確認できるがその物
品の保管期限そのものが確認できない場合をいう。この不具合が物品票の脱落又は物品票の日付の記
入もれ等に起因する場合にはその事象を明らかにするとともに、包装又は包装の日付を記述する。 

保管期限経過 保管期限により期限統制された物品がJ.T.O 00-20K-1シリーズに規定された有効保管期限を経過した
場合をいう。この場合、物品票の日付及び有効保管期限年月日等を記述する。 

証書の不備 
証書の記載事項に不備な点があるか又は脱落等により証書が欠如している場合をいい、証書の記載事
項不備の場合にはそれがタイプミスによるものか又は記載方法の誤りによるものかその事象を具体的
に記述する。 

その他 
(1) 異物品又は 
    異物品混入 
 
 
(2) 識別諸元の 
    変更未実施 

前記以外の不具合事項をいい、その主たるものは次のとおり。 
受領物品が証書に示す物品と全く別の物品であるか又は受領物品の一部に証書に示す物品と全く別の
物品が混入している場合をいう。この場合、異物品の物品番号、品名及び数量を所定の項（項目番号
２又は３）に記入の上、通報する。 
なお、その異物品が識別不明の場合には識別不明の項を参照する。 
受領物品に係る識別諸元の変更がその発効日を経過しているにもかかわらずその変更処置が未実施で
ある場合をいう。この場合、その根拠資料である臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表）
の発簡番号及び発簡年月日等を記述する。 
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別紙第１１（第４８条、第５０条、第５１条関係） 
 

 

不具合通報の作成要領 

項 目 欄 記 入 要 領 （ 記 入 例 ） 

発 簡 番 号 

工場補給単位番号、発簡日付を示す４桁の番号及び発簡日付毎の一連番号を記入
する。 
 例 ２３４５－７Ｘ０１－２ 

  
 
 

 
 

 
  １件目の場合は記載を省略 

  令和７年１０月１日 
 工場補給単位番号 

日 付 上段に発簡番号年月日、下段に作成年月日を記入する。 

作 成 基 地 等 不具合通報を作成した契約工場名を記入する。 

発 簡 者 名 工場物品管理責任者の職、氏名を記入する。 

証 書 番 号 受領した物品の出荷側証書番号を記入する。 

物 品 番 号 項目１の行は証書記載の物品番号を記入し、項目２以下の行は証書記載と異なる
物品番号を記入する。 

品 名 物品番号に対応する品名を記入する。 

請求（出荷）数 証書記載の請求（又は出荷）数を記入する。 

受 領 数 物品番号毎の受領数を記入する。 

状 態 受領した物品及び証書の不具合事項ごとの該当数量を記入する。 

不 具 合 事 項 不具合事項区分表を参照の上、それぞれの該当欄にその数量を記入する。 

不具合状況の明細 

不具合記載事項一覧表により、不具合状況を明細に記入する。 
なお、物品票等により修補等請求期限が確認でき、かつ、不具合発見時期が当該
修補等請求期限内である場合は、「不具合（欠陥等）の明細」欄に「契約不適合
疑義」と朱書きする。 

隊 長 等 監督官が記載事項を確認後、署名（姓のみ）する。 

受 領 側 検 査 係 契約工場の検査係が署名（姓のみ）する。 

製造番号(SER/NO) 銘板等から製品の一連番号（番号がない場合は｢NONE｣）を記入する。 

不具合物品の処置 該当する処置欄に「レ」を記入する。 

受領物品の部品番号 部品番号（不明の場合は「不明」）を記入する。 

関連TO等の図書番号 図書番号（番号がない場合は｢NONE｣、不明の場合は｢不明｣）を記入する。 

注：１ 該当しない欄は通常、記入しない。 

２ 契約工場において、同種不具合が累発又はその兆候がある場合、あるいは物品の不具合の発生を認め
たときは、補給処長の指示を受ける。 

３ 不具合通報を提出する際は、受領書及び使用可能物品票を添付する（写し可）。 

４ 不具合物品を返還する際は、返品書の適用欄に不具合通報発簡番号を記載する。また、不具合通報発
簡以前に物品を返還した場合は、不具合通報の改善意見等欄に証書番号を記載する。 

５ 令和２年３月３１日以前に受領した物品については、「受領書」及び「返品書」を「管理換票」に、
「摘要欄」を「記事欄」にそれぞれ読み替える。 
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別紙第１２（第４８条、第５１条関係） 

 
 
（あて先） 
 
   
  分任物品管理官 殿 
  （     長気付）   
 
 
（写送付先） 

 
 
 
 
 

不 具 合 通 報 

発簡番号      状 態 不   具   合   事   項  

日 
 
付 

発 簡  使
用
可
能 

要
修
理 

修
理
不
能 

Ｔ
Ｏ
Ｃ
物
品 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
物
品 

破
損
物
品 

発
錆
物
品 

 
不
適
用
物
品 

識
別
不
明
物
品 

機
能
不
良
物
品 

数
量
相
違 

物
品
票
の
不
備 

 
包
装
不
備 

期
限
不
明
・
切
れ 

証
書
の
不
備 

そ
の
他 作 成  

作成基地等  

発簡者名      

項目 証 書 番 号 物 品 番 号 品   名 請求(出荷)数 受領数 

１                      

２ 
証書記載のものと相違 
する場合 

                    

３                     

不
具
合
状
況
の
明
細 

不具合発見時期： 不具合箇所： 改善意見等： 
隊 長 等 

 

不具合（欠陥等）の明細： 
受領側検査係 

 

来 

歴 

製造会社名  
修理会社名  

納入年月日  
調達担任補給処  

製造年月日  
修理年月日  

修補等請求期限  
調達要求番号 

 

製造番号    (srNo） 
 

修理（整備）区分  
受領の区分  

そ の 他  

不の
具処
合置
物 
品  

□ 返送済 □ 回答後処置 □ 受領側で修理可能 
参 

考 

受領物品の 
部品番号 

 出 荷 側 補 給 
検 査 係 番 号 

 

□ 返送予定 □ ＵＲとして処置 □ その他（右に記入） 関連ＴＯ等 
の図書番号 

 
検 査 票 番 号 

 

出
荷
側
の
処
置 

 
調 査 担 当 者 担 当 課 長 等 

  

整   理   番   号 

 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 不具合記載事項一覧表は、付表による。 
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付表 

 

不具合記載事項一覧表 
 
 
                    不具合事項 
 
 
 
        資 
 
                   料 
 
 所要記載事項          欄               

証
書
の
不
備 

物
品
票
の
不
備 

識
別
不
明 

包
装
（
（
梱
包
）
不
良 

破
損 

保
管
期
限
経
過 

保
管
期
限
不
明 

Ｉ
Ｎ
Ｃ 

不
完
備 

不
適
用 

装
着
不
能 

Ｔ
Ｏ
Ｃ 

未
実
施 

発
錆 

機
能
不
良 

その他 凡例 

異
物
品 

混
入 

数
量
の
過
不
足 

識
別
諸
元
変
更
未
実
施 

  
使用可能の場合 
要修理品の場合 

○ 必ず記述する。 

△ 特定の場合のみ記入する。 

△ デザイン又は機能的に若干の相違があって装着不能の場

合のみ記述する。 
特 定 記 述 の 内 容 

不具合発見時期  
 
○ 

○ 

 
○ 
  ○ 

 
 
 
 
電 
 
話 
 
等 
 
に 
 
よ 
 
る 
 
調 
 
整 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

 

修補等請求期限 物品票 
   

○ 
 
○ 

   
○ 

 
△ 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
△ 

 
△ 物品票表示数量に対し、内容実数が不足している場合 

調達要求番号 物品票 
   

○ 
 
○ 

   
○ 

 
△ 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
△ 

 
△ 物品票表示数量に対し、内容実数が不足している場合 

製造又は修理会社等名 物品票又は銘板 
    

○ 
 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
△ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
 

包装（梱包）会社等名 包装（梱包）上 
   

○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

   
○ 

   
○ 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 

 
 

物品票の日付 物品票 
  

△ 
   

○ 
  

○ 
 
△ 

 
○ 

  
○ 

 
○ 
  ○ 

  
○ 
  ○ 

△ 記述事項不備の場合又は内装と外装が相違する場合 

包装（梱包）日付 包装（梱包）上 
  

△ 
 
○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

  
○ 

 
○ 

   
○ 

 
○ 

   
△ 物品票が紛失、脱落の場合 

防錆包装方法 包装（梱包）上 
   

△ 
  △ 

       
○ 

 
○ 

  
   

 
△ 包装（梱包）方法が不適切の場合 

荷姿  
   

△ 
  △ 

 
△ 
  △ 

         
△ 
  △ 

 
△ 混載の場合 

タイプナンバー及び 
シリアルナンバー 物品票又は銘板 

   
○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

   
○ 
  ○ 

 
△ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

   
 

受領検査票上の証書番号 物品票又は 
包装（梱包）上 

     
 
  ○ 

   
 
  ○ 

     
 
  ○ 

  
 

不具合物品の修復可否  
     

○ 
  ○ 

    
△ 

   
○ 

   
 

不具合に対する当処との
調整事項  

     
○ 
  ○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 
  ○ 

 
○ 
  ○ 

 
 

特記事項：上記所要記載事項は不具合事項（付紙様式第１ ０６４－０２８１－Ｈ 昭４４．９改正）記載欄のうち「不具合状況の明細」欄に不具合状況の明細とともに記載すべき事項（重複する諸欄については 
省略可）である。その他の諸欄は補給手続（ＪＡＦＲ１２５）及び外注整備共通仕様書（３補ＬＰＳ－Ｅ００００１）に基づき、必ず記載する。 
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別紙第１３（第４８条、第５０条、第５１条関係） 
 
 

             機能不良等不具合確認記録 作成年月日    年  月  日 

 

部 隊 等 名 隊（課）等の長 品管班長 作成担当小隊（班）等の長 作  成  担  当  者 不具合通報発簡番号 

 （職名）  （職名） （階級・氏名）                 TEL 
(          ) 

 

不
具
合
物
品 

物品番号  
適 用 器 材  製造又は修理工場  

部品番号  
装 着 年 月 日 年  月  日 製造又は修理年月日  

品  名  
不具合発生年月日 年  月  日 修 補 等 請 求 期 限  

一連番号  
使用時間又は期間  

累計  
修 補 希 望 条 件  

不
具
合
発
生 

時
の
状
況 

場  所  

時  期 ・受領時   ・装着前   ・運用中   ・整備中   ・その他 （      ） 

検  査 

 

要  領 

根拠ＴＯ等  

方 法 ・目視   ・機能   ・測定   ・総合   ・分解   ・その他 （      ） 

不
具
合
状
況 

状  態   不具合現象の詳細 

規 格 値  

測 定 値  

許 容 値  

確認手段方法等 
(計測器等の 

名称) 

 

原因又は推定原因  

意 見 等  

注：１ 記入要領は、付紙第１及び第２による。 

(1) 不具合事項が「契約不適合」に該当すると考えられる場合は、「意見」欄に整備及び補給等関係者の責（官責）に帰さないと判定した理由について、詳細に記入する。 

(2) 該当事項のない欄は空白とする。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。
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付紙第１ 
 

 

機能不良等不具合確認記録の記入要領 

記  入  欄 記   入   方   法 補 足 事 項 

１ 部隊等名作成者等 

(1) 部隊等名        ： 契約工場名を記入する。 

(2) 隊（課）等の長     ： 工場物品管理責任者の氏名を記入する。 

(3) 作成担当小隊（班）等の長  ： 班等の職名及び班長等の氏名を記入する。 

(4) 作成担当者        ： 作成担当者の氏名を記入する。 

(5) 不具合通報発簡番号    ： 不具合通報の発簡番号を記入する。 

 

２ 不具合物品 該当する箇所を調査して記入する。 
累計時間は、武装電子機器整備記録等に

記入されている時間を記入する。 

３ 不具合発生時の状況 該当する各箇所に記入又は○印をする。 
該当項目がない場合は「その他」の項目

に記入する。 

４ 不具合状況 

(1) 状 態 ： 器材又は部品の状態（例：出力不良等）を記入する。 

(2) 規格値 ： 関連ＴＯ等に示されている数値を記入する。 

(3) 測定値 ： 不具合時に測定した数値を記入する。 

(4) 許容値 ： 関連ＴＯ等に示されている数値を記入する。 

(5) 確認手段方法等  ： 不具合確認方法及び測定に使用した計測器の品名及び

             形式番号を記入する。 

(6) 不具合現象の詳細 ： 関連ＴＯ等に使用されている用語を用いて記述する。 

数値に単位番号（例：ボルト（Ｖ）、

デシベル（ＤＢ）、ワット（Ｗ）等）

を付記する。 

(2)～(4)まで数値を記入することが不 

可能な場合（例：波形、特性等）は 

省略することができる。 

航空機の機種は必ず記入する。 

電子管はヒートタイムを別記する。 

５ 原因又は推定原因 不具合の部位、箇所及び回路等について記入する。 
 

６ 意見等 整備管理又は品質管理に必要な意見又は要望等があれば記入する。 
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付紙第２ 

 

 

             機能不良等不具合確認記録の記入例 作成年月日 令和〇年〇月〇日 

 

部 隊 等 名 隊（課）等の長 品管班長 作成担当小隊（班）等の長 作  成  担  当  者 不具合通報発簡番号 

〇〇株式会社 
（職名） 〇〇課長 
   埼玉 〇〇 

 （職名） 〇〇課 
 狭山 〇〇 

（階級・氏名） 〇〇課  入間 〇〇 
 Tel 04-XXXX-XXX1 ○○○○－７Ｘ０１ 

不
具
合
物
品 

物品番号 0000-00-000-0000 適 用 器 材 F-15J(AN/ASN-100) 製造又は修理工場  

部品番号 12345678 装 着 年 月 日 令和〇年〇月〇日 製造又は修理年月日 令和〇年〇月〇日 

品  名 METER,BAL 不具合発生年月日 令和〇年〇月〇日 修 補 等 請 求 期 限 令和〇年〇月〇日 

一連番号 NONE 使用時間又は期間 5H 累計 5H 修 補 希 望 条 件 良品交換 

不
具
合
発
生 

時
の
状
況 

場  所 所在地 〇〇株式会社 〇〇工場内 

時  期 ・受領時   ・装着前   ・運用中   ・整備中   ・その他 （      ） 

検  査 

 

要  領 

根拠ＴＯ等  Ｊ．Ｔ．Ｏ．××－×－×－× 

方  法 ・目視   ・機能   ・測定   ・総合   ・分解   ・その他 （       ） 

不
具
合
状
況 

状  態 機能不良 
 不具合現象の詳細 
  
 １ ＬＲＵ（ＡＮ／ＡＳＮ－１００）に取り付け、機能確認検査を行ったところ、正常に動作しない不具合が発生した。 
 
 ２ 当該物品を取り外し単体試験を行ったところ、規格値を上回ったため、当該物品の不具合と断定した。 

規 格 値 S/N比 10DB 以下 

測 定 値 〃  13DB 

許 容 値 〃  10DB 以下 

確認手段方法等 
(計測器等の 

名称) 

ベンチチェック 
J/USM-50 
NTS-24 

原因又は推定原因 不明 

意 見 等 特になし 
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別紙第１４（第５３条関係） 

 

現況調査実施要領 

 
１ 目的 

  契約工場が保管している官給品等の実数と帳簿等に記録されている現在高数を把握するとともに、官給品等の管理を適正に行う。 

２ 範囲 

  官給品、寄託物品、貸付物品、契約不適合物品、契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品 

３ 実施時期 

  毎年度当初に現況調査実施計画書（付紙様式第１）を作成し、速やかに第３補給処長（資材計画部在庫統制課長気付）に提出する。その際、高価格品

目については四半期ごとに 1 回、中価格品目及び低価格品目については年１回実施するものとし、現況調査実施計画書「３ 調査時期」の表中に実施す

る日付等を記入する（例：令和〇〇年〇月末、令和〇〇年〇月〇〇日等）。 

４ 実施事項 

(1) 調査実施日現在の帳簿等に記載されている現在高数と調査対象物品の実数の照合を行うとともに、実施した調査方法（同時全数現況調査又は循環一

部現況調査又は抽出現況調査）を現況調査報告書（付紙様式第２）第４項（その他事項欄）に記載する。 

(2) 計画以外に現況調査を実施する必要が生じた場合については別途、現況調査報告書を作成するものとし、実施理由等をその他事項欄に記載する。 

５ 報告 

(1) 調査完了後、３０日以内に現況調査報告書を作成（官給品、寄託物品及び貸付物品全ての品目数及び個数が０の場合は作成不要）する。 

(2) 調査実施区分について、該当しない品目については横線による取消線を引く。また、高価格、中価格品目及び低価格品目すべてを実施する場合は、

それぞれ別葉に作成するものとする。 

(3) 該当がない場合は「０」を記入する。 

(4) 不符合物品がある場合は、不符合物品一覧表（付紙様式第３）を作成し、第３補給処長（資材計画部在庫統制課長気付）に提出するものとする。 

６ その他 

(1) 調査の結果、不符合が発生した品目については原因を追求し、是正処置を講ずるとともに、必要に応じ、資材計画部在庫統制課在庫統制２班（審査

係）と調整を実施するものとする。 

(2) 調査の結果、過去３年以上使用実績がない品目について審査し、使用見込みがない品目については資材計画部在庫統制課在庫統制２班（審査係）と

返還の調整を行うものとする。 

(3) 現況調査の実施について、本処理要領に規定のない事項はＪＡＦＲ１２５第５章第１２節の規定に準じて行うものとする。 

(4) 補給分任管理官（担当 資材計画部在庫統制課長）から指示があった場合は、現況調査対象品目表（様式随意）を現況調査報告書に添付し提出する

ものとする。 
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付紙様式第１ 

 

 

航空自衛隊 

 第３補給処長 殿 

 （在庫統制課長気付） 

 

文書番号： 

年 月 日：令和〇〇年〇〇月〇〇日 

会 社 名： 

工場物品管理責任者 〇〇 〇〇 

 
 

現況調査実施計画書 

 

 

標記について、下記のとおり計画したので通知いたします。 

 

記 

 

１ 調査対象（調査を実施する物品の大分類区分を記入する。全物品が対象の場合は全クラ

スと記入） 

２ 調査方法（同時全数現況調査又は循環一部現況調査又は抽出現況調査のいずれかを記入） 

３ 調査時期（令和○○年度） 

品目区分 １／四 ２／四 ３／四 ４／四 報告時期 

高価格品目     
調査実施後、

３０日以内 

中価格品目 

及び 

低価格品目 

    同上 

４ その他事項（上記以外に注記すべき事項があれば記入） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。
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付紙様式第２ 

 

 

航空自衛隊 

 第３補給処長 殿 

 （在庫統制課長気付） 

 

文  書  番  号： 

年    月    日：令和〇〇年〇〇月〇〇日 

工 場 補 給 単 位 番 号：                  

会    社    名： 

工場物品管理責任者 〇〇 〇〇 

 

 

現況調査報告書 

 

 

現況調査実施結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 調査実施区分     （高価格品目・中価格品目及び低価格品目） 

２ 調査実施年月日     令和  年  月  日 （〇〇年度 第〇／四半期分） 

３ 調査結果 

  (1) 官給品 

   調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

(2) 寄託物品 

調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

(3) 貸付物品 

調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

４ その他（調査実施方法、不符合品目是正処置等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 
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付紙様式第３ 

 

 

不 符 合 物 品 一 覧 表 

項目 

番号 
分類区分 物品番号 品 名 単位 単 価 

記   録 

現 在 高 
計算実数 

不符合 

数 量 

不符合 

金 額 

備   考 

(不符合理由) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 
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別表第１（第２２条関係） 
 

 

 

官給品対象定型用紙一覧表 

№ 品      名 物 品 番 号 単位 

１ 使用可能（合格）物品票（Ａ） 7540-064-0021-H ＰＧ 

２ 使用可能（合格）物品票（Ｂ） 7540-064-0023-M ＢＸ 

３ 要修理品（再修正）物品票 7540-064-0011-H ＰＧ 

４ 修理不能（不合格）物品票 7540-064-0031-H ＰＧ 

５ 技術指令（ＴＯＣ）物品票 7540-064-0041-H ＰＧ 

６ 不完備（ＩＮＣ）物品票 7540-064-0051-H ＰＧ 

７ 要検査物品票 7540-064-0071-H ＰＧ 

８ 不具合報告（ＵＲ）証拠品物品票 7540-064-0061-H ＰＧ 
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別表第２（第２３条、第２７条関係） 
 

 

補給処置記号表 

 

記 号 内                容 記 号 内             容 

Ｂ 官給申請を受けた物品は、後日補給である。 Ｏ 基地等から出荷される。 

Ｃ２ 重複申請又は処置済であるための取消である。 ＯＰ 基地等からの一部出荷である。 

Ｃ３ 官給申請元からの取消通知に基づく取消である。 ＯＡ 基地等からの出荷が全量後日補給である。 

Ｃ５ 補給処からの取消である。 ＯＢ 基地等からの出荷が一部数量後日補給である。 

Ｃ６ 官給申請非該当のための取消である。 ＰＫ 官給申請は、第４補給処（Ｋ）へ取次いだ。 

Ｈ 入手希望日までに直納させる。 ＰＧ 官給申請は、第２補給処へ取次いだ。 

ＨＰ 直納物品の一部出荷である。 ＰＡ 官給申請は、第４補給処（Ａ）へ取次いだ。 

ＨＡ 直納物品は、全数量後日補給である。 Ｖ 出荷する予定である。 

ＨＢ 直納物品は、一部数量後日補給である。 ＶＰ 一部出荷である。 

ＩＡ 当該契約において、ＣＰＰ又はＣＦＰとして処置する。 ＶＡ 後日補給分の全量出荷である。 

ＩＢ 後日補給予定の数量で十分である。 ＶＢ 後日補給分の一部出荷である。 

ＩＥ 当該 S/N又は SUB S/Nにおいて、官給品残の充当が可能である。   

ＩＺ 欠品補充等の官給申請数量は、補充不要である。   

ＩＲ 当該通知を受けた以降、ＣＲＰ品目として処置する。   
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別表第３（第３１条、第３２条、第３３条、第５４条関係） 

 

工場受払不備記号一覧表 

エラー 

マーク 

エラー 

コード 
不 備 内 容 

Ｅ： ＣＡＮ 当該物品番号に該当する管理原簿は取り消されている。 

ＣＦＧ 官給区分に「Ｃ」「Ｆ」「Ｇ」以外の記号が使用された。  

ＣＮＯ 

参照番号が「NO-DMF」かつ本機納入年度が入力されている。（物品増減及び現在額報告対象品目以外

の場合） 

本機納入年度が「1900」～「2099」の範囲でない。（物品増減及び現在額報告対象品目の場合） 

契約番号が空白になっている。 

ＥＩＣ 修理主品目物品番号の欄が空白になっている。 

ＦＱＹ 
不用品以外に対して不用品数量が指定されている。 

不用品以外に対して不用品数量が指定されている。 

ＨＣＡ 参考物品番号に該当する管理原簿は取り消されている。かつ参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」でない。 

ＨＤＰ 参考物品番号は担任外である。  

ＨＮＤ 参考物品番号に該当する管理原簿がない。かつ参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」でない。 

ＪＹＯ 

状条が空白となっている。 

状条が規定の記号になっていない。 

当該状条に該当する整理区分がない。 

ＫＱＹ 

個別管理受払の数量が空白となっている。 

個別管理受払の数量が１以外となっている。 

個別管理受払の数量合計が受払の数量と異なる。 

ＬＯＴ 

ロット番号が空白になっている。 

当該ロット番号に該当する火工品ロット供用明細がない。 

個別管理受払のロット番号が空白となっている。 

ＭＲＳ ＭＲＳ区分に「Ａ」「Ｃ」「Ｄ」以外の記号が使用された。  

ＮＤＭ 当該物品番号に該当する管理原簿がない。 

ＮＥＷ ＮＥＷ記号が規定の記号になっていない。 

ＮＰＳ 

該当する供用明細がない。 

管理単位が空白となっている。 

補給処等記号が空白となっている。 

ＮＲＳ 該当する供用明細がない。 

ＰＤＡ 転記日付が当日日付を超えている。 

ＱＴＹ 
数量が６桁の数字になっていない（'000001'以上）。 

個別管理品目の場合、数量が１になっていない。 

ＲＪＹ 

記録区分が「ＫＳ」の時、受領時状条に空白以外の記号が使用された。 

記録区分が「ＭＳ」の時、受領時条状に「Ｓ」「Ｒ」「Ｃ」「Ⅰ」「Ｕ」「Ｔ」「Ｆ」以外の記号が使用

された。 

ＲＮＫ 参照番号の管理単位（３桁目から４桁）が誤っている。 
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ＲＮＯ 

参照番号の業務記号（先頭２桁）が英字以外となっている。 

参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」となっているが参考物品番号が入力されていない。 

当該参照番号に該当する受払がない。 

参照番号が記載されていない。 

参照番号欄の記載が『参照番号』または『参照番号,受領時状条』となっていない。 

ＲＴＣ 

ＲＴ区分に「Ｒ」「Ｔ」空白「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＭＲＳ区分が「Ａ」の時、ＲＴ区分に空白「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＭＲＳ区分が「Ｄ」の時、ＲＴ区分に「Ｒ」「Ｔ」「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＳＥＩ 
整理区分が空白となっている。 

当該整理区分に該当する整理区分が整理区分綴にない。 

ＳＮＯ 物品番号欄が空白になっている。 

ＳＯＪ 当該状条は出荷指令で指示された状条と相違する。 

ＳＯＳ 当該物品番号は出荷指令で指示された物品番号と相違する。 

ＳＰＫ 
出荷先管理単位が空白になっている。 

当該出荷先管理単位に該当する管理単位がない。 

ＳＱＹ 
不用品に対して数量が指定されている。（不用品数量に指定する。） 

不用品以外に対して数量が指定されていない 

ＳＥＲ 

個別管理品目に対し、機器一連番号が記載されていない。 

機器一連番号が特定できない。 

機器一連番号が当該参照番号に該当する受払の機器一連番号と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減がない。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の管理単位が担当補給処の管理単位と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の供用先が送信元工場補給単位番号と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の状条が記録された状条と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の管理単位が空白以外となっている。 

個別管理品目に対し、機器一連番号が記載されていない。（自動Ｐ／Ｗ受領の際、機器一連番号が特定

できない） 

ＴＳＵ 既定以外の記録区分が使用された。 

ＵＮＩ 

単位欄が空白となっている。 

単位が物品番号の単位と相違する。 

単位が参考物品番号の単位と相違する。 

ＶＮＫ 

証書番号の管理単位（３桁目から４桁）が送信元の工場補給単位番号と異なる 

証書番号の管理単位（３桁目から４桁）が管理単位に登録されていない 

管理単位に登録された証書番号の管理単位（３桁目から４桁）の組織区分が“Ｐ”、“Ⅹ”以外 

ＶＮＯ 
証書番号の業務記号（先頭２桁）が英字でない。 

証書番号の管理単位以降が空白となっている。 

ＷＯＣ 作業区分が既定の値でない。 

ＸＡＭ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、受払綴の被取消、訂正受払と物品番号が合致していない。 
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 ＸＣＮ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、本受払記録は相手側が処置済であるので取消できない。 

ＸＪＪ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、受払綴の被取消、訂正受払と状条が合致していない。 

ＸＫＳ 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」とあったが、被訂正受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｓ」とあったが、被再送受払は訂正（ＮＥＷ記号「Ｋ」）されていない。 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」とあったが、被訂正受払は取消（ＮＥＷ記号「Ｃ」）されている。 

ＮＥＷ記号に「Ｓ」とあったが、被再送受払は取消（ＮＥＷ記号「Ｃ」）されている。 

ＸＮＳ 

担任補給処出荷の受領受払記録を受けたが、補給処側は当該参照番号では出荷の処置を行っていな

い。（参照番号を再度確認する。） 

担任補給処出荷の受領受払記録を受けたが、当該参照番号での出荷は訂正又は取消されている。（参照

番号を再度確認する。） 

当該参照番号に該当する出荷指令はない。 

ＸＮＴ 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払は訂正（ＮＥＷ記号「Ｋ」）されている。 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」「Ｃ」とあったが該当する供用明細の異動日付が空白となっている。 

ＸＯＲ 出荷数と受領数に相違がある。 

ＸＱＴ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが受払綴の被取消、訂正受払記録と数量が合致していない。 

ＸＷＴ 当該証書番号では、既に同一証書番号で処置が行われている。 

＊＊＊ 証書種類が空白となっている。 

－□□ 

マイナスバランスが生じた。 

□□内は、マイナスバランスが生じた箇所を示す。（マイナスバランス不備内容記号は、付表

による。） 

注：エラーマーク「Ｅ」が付与された受払記録は、補給処側の処理が行われていないので、受払記録不具合を

受信した工場はエラー修正を行い、正しい受払記録にエラー照合番号を付記した形で再送する。ただし、 

不具合となった受払記録に対するＮＥＷ記号「Ｃ」「Ｋ」「Ｓ」等の処置は不要である。 
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付表 

 

 

マイナスバランス不備内容記号 
 

記号 該当項目 

－ＱＳ 官給使用可能 

－ＱＲ 官給要修理 

－ＱＦ 官給契約不適合 

－ＱＴ 官給ＴＯＣ 

－ＱⅠ 官給ＩＮＣ 

－ＱＵ 官給要検査 

－ＱＣ 官給修理不能 

－ＫＳ 寄託使用可能 

－ＫＲ 寄託要修理 

－ＫＦ 寄託契約不適合 

－ＫＴ 寄託ＴＯＣ 

－ＫＩ 寄託ＩＮＣ 

－ＫＵ 寄託要検査 

－ＫＣ 寄託修理不能 
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別表第４（第５６条、第５８条関係） 

 

 

不用材料別区分表 

 
１ 不用品（特定不用品以外） 

材料記号 基 準 品 名 説                  明 
基 準 

単 位 

処分の 

予  定 

D-1 アルミ屑 大部分がアルミニウムスクラップであるもの KG 返還 

D-2 真鍮屑 大部分が真鍮スクラップであるもの KG 返還 

D-4 銅屑 
大部分が銅スクラップであるもの。電線、キャップ、タイ

ヤコード等も、この区分に入れる。 
KG 返還 

D-5 鉛屑 バッテリー及び他の鉛屑を含むもの KG 返還 

D-6 マグネシウム混入屑   KG 返還 

D-7 プラチナ混入屑 
プラチナ使用の点火栓、マグネットポイント等及びプラチ

ナを含むスクラップ 
KG 返還 

E-1-Co コバルト混入屑   KG 返還 

E-1-Cr クロム混入屑   KG 返還 

E-1-G 金混入屑   G 返還 

E-1-K 大型鋼鉄屑   KG 返還 

E-1-M 小型鋼鉄屑 梱包箱に入れ得るか又は帯鉄等で梱包できる程度のもの KG 返還 

E-1-Ma 磁石屑   KG 返還 

E-1-Mn マンガン混入屑   KG 返還 

E-1-Mo モリブデン混入屑   KG 返還 

E-1-Ni ニッケル混入屑   KG 返還 

E-1-P 貴金属混入屑   KG 返還 

E-1-Pd パラジウム混入屑   G 返還 

E-1-Si 銀混入屑   G 返還 

E-1-ST ステンレス屑   KG 返還 

E-1-Ti チタニウム混入屑   KG 返還 

E-1-V バナジウム混入屑   KG 返還 

E-1-W タングステン混入屑   KG 返還 

＊上記については、他の材料区分に入るものは可能な限り分離し本属の区分に入れること。 

G-1 廃品航空機用タイヤ   KG 廃棄 

G-3 廃品航空機用チューブ   KG 廃棄 

G-5 雑ゴム屑   KG 廃棄 

H-8 プラスチック屑   KG 廃棄 

W-1 大型木材屑 建築物廃材、倒木等大型の木材類 KG 廃棄 

W-2 小型木材屑 小型の木材片、板片類 KG 廃棄 

B-1 梱包空箱 紙製品以外の梱包空箱 EA 廃棄 

B-2 紙製梱包空箱 紙製の梱包空箱 EA 廃棄 

O-1 廃油   LI 廃棄 

P-1 紙屑 紙類、廃棄図書類（売却の対象となり得るものに限る。） KG 廃棄 

C-1 布屑 布類 KG 廃棄 

N-1 なわ屑 縄、筵類 KG 廃棄 

M-1 雑金属類 他のいずれの区分にも入らない金属スクラップ KG 返還 

M-1-P 貴金属付着（ﾒｯｷ）屑   KG 返還 

M-2 雑非金属屑 他のいずれの区分にも入らない非金属スクラップ KG 廃棄 

注：１ 材料記号は小分類番号０９００を接頭して不用品整理番号とし、不用品に係るカード等において物品番号に代えて使用

する（次の特定不用品についても同じ。）。 

２ この表は、不用品（特定不用品及び不用無償供与物品を除く。）を材料別に区分して処理する場合に適用する。 
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２ 特定不用品 

区  分 材料記号 品     名 説   明 単位 処分の予定 

廃 

棄 

物 

処 

理 

及 

び 

      

HWO 廃油 

鉱物油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、

洗浄油、切削油及び溶剤油で引火点が 70

℃以上の廃油（産業廃棄物） 

LI 

廃棄 

HWOT 廃油 

燃焼しやすい揮発油類、灯油類及び軽油

類で引火点 70℃未満の廃油（特別管理産

業廃棄物） 

LI 

HWP 廃プラスチック 
合成タイヤ、合成ゴム、化学繊維等のす

べて合成高分子系化合物 
KG 

HWR ゴム屑 天然のゴム、エボナイト屑 KG 

HWM 金属屑 すべての金属屑等を含む。 KG 

HRG ガラス及び陶磁器屑 非飛散性石綿を含む。 KG 

HPS 紙屑 すべてのパルプ製品屑 KG 

HSPOW 木屑 すべての木材、木製品屑をいう。 KG 

HWNF 繊維屑 
木綿、絹等の天然繊維屑又は布類屑をい

う。 
KG 

HC 動物の死体  KG 

HIDIW 感染性産業廃棄物 

医療機関等から排出される血液の付着し

た器具等の感染性病原体を含む又はおそ

れのある産業廃棄物 

KG 

清 

掃 

に 

関 

す 

る 

廃 

棄 

物 

特
定
不
用
品 

整
備
廃
液 

CARI カーボン除去剤廃液 

 LI 

返還 

DCSO ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾙﾍﾞﾝﾄ廃液 

ECGL 車両用不凍液廃液 

EHIR ﾄﾘｸﾛｰﾙｴﾁﾚﾝ廃液 

MERC 水銀廃液 

PERI 塗料剥離剤廃液 

TREN ﾄﾘｸﾛｰﾙﾄﾙｴﾝ廃液 

写
真
処
理
廃
液 

BLAC 漂白及び減力処理廃液 
写真現像処理液等の廃アルカリは、pH 

１２．５以上は特別管理産業廃棄物に該

当する。 

写真定着廃液等の廃酸は、pH２．０以下

は特別管理産業廃棄物に該当する。 

LI 

DVEL 現像処理廃液 

FIXA 定着処理廃液 

MEBL ME-4漂白処理廃液 

MEFX ME-4定着処理廃液 

そ
の
他 

PCB PCB含有不用品 それぞれの特定化学物質使用のすべての

不用品（該当するものは、他の材料区分

に区分して処理してはならない。） 
KG PCN PCN含有不用品 

HCB HCB含有不用品 

BERYL ﾍﾞﾘﾘｳﾑ混入屑 
重量の３％未満を含有するﾍﾞﾘﾘｳﾑ合金を

除く。 
KG 

D-HG 水銀混入屑  KG 

CDCE 不用カドミウム・セル      KG 

HASB 廃石綿 

吹付け石綿除去物、石綿含有保温材、石

綿の付着している養生材など飛散性のあ

る石綿（特別管理産業廃棄物） 
KG 

J.T.O.31Z-10-4-1

に該当する廃棄物 

TISO 不用電子管 放射性電子管に限る。 EA 

HRAW 放射性物質 
放射性電子管以外の放射性物質を内包す

る不用品及びその汚染された不用品 
EA 

注：１ この表は、廃掃法に該当する廃棄物及び特定不用品を処理する場合に適用する。 

２ 特定不用品は、現品のまま返還する。 
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別図第１（第１７条、第２９条、第４３条関係） 

 

 

直送物品の処理要領（基地等から工場へ直送する場合） 

出荷側 

基地等（一般分任管理官） 

受領側 

契約工場（工場物品管理責任者） 
第３補給処（補給分任管理官） 

 

 

 

 
管理換票の作成 

①票～➂票を受領側へ送付 

④票及び➄票は参考用及び控え 

 

 

 
 参考用   控え 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集保存 
 

 

 

 

 

 
管理換票の処置（※） 

①票及び➁票を３補へ送付 

➂票は控えとして保管 

 

 

 
 控え 

 

 

 
受領書の作成、処置（◎） 
３部作成後、２部を３補へ送付 
１部を控えとして保管 
 

 

 
 控え 
 

 
※３補から返送された受領書と照

合後、控えを破棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集保存 

 

 

 

 
Ｐ／Ｗ処理後、 

①票は出荷側へ送付 

➁票を証書綴で保存 

 

 

 

 

 

 

 
Ｐ／Ｗ処理後、 
１部を受領側へ送付 
１部を証書綴で保存 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：受領側（受領者）は、受領した管理換票の受領側記事欄に整理番号を付与する。 

◎：受領側（受領者）は、受領書（別紙様式第１５）を作成し、受領者（契約者）欄及び２枚目以降

の様式の記入処理を実施する。 

注：管理換票の受領側記事欄及び受領書の２枚目以降の様式の受領証書番号欄の整理番号は同じ番号

を使用する。 

➋ 

➌ 

➋ 

➁ 

➂ 

➁ 

➄ 

物品 物品 

④ 

➂ 
➁ 

① ① ① 

受払通知 

 

❶ ❶ 

電算機 

① 

➋ 

受払通知 
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別図第２（第１７条、第２９条、第４３条関係） 

 

 

直送物品の処理要領（工場から工場へ直送する場合） 

出荷側 

契約工場（工場物品管理責任者） 

受領側 

契約工場（工場物品管理責任者） 
第３補給処（補給分任管理官） 

 

 

 
 

返品書作成及び処置（※） 

４部作成後、３部を受領側へ送付 

１部を控えとして保管 

 

 

 
控え 
 

 
※３補から返送された返品書と照

合後、控えを破棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集保存 
 

 

 

 

 
 

返品書の受領 

２部を３補へ送付 

１部を控えとして保管 

 

 

 
控え 

 

 

 
受領書の作成及び処置（◎） 

３部作成し、２部を３補へ送付 

１部を控えとして保管 

 

 

 
 控え 
 

 
※３補から返送された受領書と照

合後、控を破棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集保存 

 

 

 

 
Ｐ／Ｗ処理後、 

１部を出荷側へ送付 
１部を証書綴で保存 

 

 

 

 

 

 

 
Ｐ／Ｗ処理後、 
１部を証書綴へ保存 
１部を受領側へ送付 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：出荷側（引渡者）は、返品書（別紙様式第１４）を作成し、引渡者（契約者）欄及び２枚目以降

の様式の記入処理を実施する。 

◎：受領側（受領者）は、受領書（別紙様式第１５）を作成し、受領者（契約者）欄及び２枚目以降

の様式の記入処理を実施する。 

注：出荷側（引渡者）と受領側（受領者）が同一である場合、返品書の２枚目以降の様式の証書番号

を受領書の２枚目以降の様式の摘要欄に、受領書の２枚目以降の様式の受領証書番号を返品書の

２枚目以降の様式の摘要欄にそれぞれ記入する。

➂ ④ 

➋ 

➌ 

 

 

➋ 

➁ ➁ 

物品 物品 

➂ 
➁ 

① ① ① 

受払通知 

 

❶ 
❶ 

電算機 

① 

➋ 

受払通知 
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別図第３（第２２条、第２９条関係） 

 

 

他補給処担任品目の処理要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 

 

分 

基 地 等 

（一般分任管理官） 
他 補 給 処 

（補給分任管理官） 

第３補給処契約工場 

(工場物品管理責任者) 

第３補給処 

（補給分任管理官） 
他補給処契約工場 

（工場物品管理責任

者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 

補 

給 

処 

が 

出 

荷 

し 

た 

場 

合 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③票は控えとして保管 

 

 

 

 

 

       

官給申請された 

物 品 を 請 求 

 

補給通知 

① ～ ⑤ 

補給通知 

① ～ ③ 

官給申請 

補給通知 

① 

①、② 

補給通知 

 

補給通知 

② 

官給申請 

 物 品  物 品 

受領書作成 ◎ 

記事欄に受領処理 ＊ 

 （取次） 

 （出荷） 

 ① ～ ⑤  ① ～ ③ 

管理換票受領側処理 

受領書出荷側処理 

管理換票作成 
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官給申請された 

物 品 を 請 求 

 



 

                                                                                                                   

注：１ 「＊」及び「＊＊」は、第３補給処契約工場が受領した管理換票の受領側記事欄に、整理 

番号を付与する。 

２ 「◎」は、第３補給処契約工場が新たに受領書を作成し、受領側の処理を実施後、管理換

票とともに送付する。 

なお、整理番号は、「＊」と同じ番号を使用する。 

３ 「◎◎」は、第３補給処契約工場が新たに受領書を作成し、受領側の処理を実施後、管理

換票とともに送付する。 

なお、整理番号は、「＊＊」と同じ番号を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 

補 

給

処

が 

出

荷 

指 

令 

・ 

出 

荷 

依 

頼 

で 

処 

置 

し 

た 

場 

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

官給申請 官給申請 

① ～ ⑤ ① ～ ③ 

① 

② 

物 品   物 品 

 ① ～ ⑤  ① ～ ③ 

①、② 

① 

 管理換票作成 

管理換票作成  

  管理換票受領処理 

受領書作成 ◎◎ 

 ① ～ ③  ① ～ ⑤ ① ～ ③ 

記事欄に受領処理 ＊＊ 

管理換票受領側処理 

受領書出荷側処理 

補給通知 

補給通知 

補給通知 

補給通知 

 

出荷指令 

 （ＳＯ） 

補給通知 

 （取次） 

出荷指令 

③票は控え 

として保管 
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官給申請された 

物 品 を 請 求 

 

官給申請された 

物 品 を 請 求 

 



 

別紙様式第１（第５条関係） 

 

 

文書番号 

 令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第３補給処長 殿 

  （資材計画部長気付） 

 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

 

 

工場補給単位番号の（新設・廃止）について 

 

 

 下記のとおり、工場補給単位番号の（新設・廃止）をお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 工場補給単位番号 

 

 ２ 工場名 

 

３ 所在地及び電話番号 

 

４ 最寄り駅 

   （ＪＲ・私鉄）      線      駅    

 ５ 工場物品管理責任者 

   職名           氏名 

 ６ 発効日 

   令和  年  月  日 

 ７ 理由 

 

 

注：１ 該当しない文字については、横線による取消線を引く。 

  ２ 工場補給単位番号は、廃止の場合に現在付与されている番号を記入する。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

70 



 

別紙様式第２（第６条、第７条関係） 

 

 

文書番号 

 令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第３補給処長 殿 

  （資材計画部長気付） 

 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

 

工場物品管理責任者等の（新規設定・変更）届出書 

 

                       工場物品管理責任者  

 官給品等取扱要領の規定により、下記のとおり 住       所 の 

                       （       ）  

 （新規設定・変更）を届出いたします。 

 

記 

 

 １ 会社名 

 

 ２ 住所 

 

３ 工場物品管理責任者 

  （前任者）   職名     氏名 

  （後任者）   職名     氏名 

４ 工場補給単位番号 

    

 ５ 届出（交替）年月日 

    

 ６ 理由 

    

 

注：１ 該当しない文字については、横線による取消線を引く。 

  ２ 変更する項目については、新、旧の内容について併記する。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 
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別紙様式第３（第８条、第９条、第１０条関係） 

 

 

管 理 記 録 カ ー ド （ Ⅰ ） カード番号  

 令 

証書番号 
発送元 

又は 

送付先 

整理 

区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備考 変

更 

供

用 

戻

入 

合

計 

保 管 現 在 高 
Ｗ

／ 

Ｏ 

前

渡

部

品 

供

用 

貸付等 

月 日 使用可能 
（新品） 

使用可能 
（古品） 計画 

要
修
理 

契約 
不適合 TOC INC 

要
検
査 

修理 
不能 

貸 
付 

寄 
託 

その 
他一 
時減 

1   前葉繰越                        

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22   次葉繰越                        

物品番号 品名 物品の分類 
 過剰 常態 再請求 受入予定 払出予定 非活動 
 

注：管理記録カードの記入要領は、付紙による。
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付紙 

 

 

管理記録カードの記入要領 

欄 記          入          要          領 備                考 

カード番号 
最初に使用する管理記録カードの表面「１Ａ」その表面「１Ｂ」２
番目のカードの表面に「２Ａ」その裏面「２Ｂ」と記入し、以下同
じ要領で記入する。 

 

月 日 

「月日」欄に証書から所要事項を転記する日付を「４桁の日付」に
より記入する。ただし、現況調査について記録する時は、この欄は
空白とする。 
なお、「月日」欄上部の暦年の記入は省略する事ができる。 

例：１２月１日 → １２０１ 

 

前 葉 繰 越 現在高に繰越がある場合は、該当箇所に所要事項記入する。  

証 書 番 号 

転記の根拠となる証書の証書番号等（契約工場で付与した整理番号
、官給申請の請求番号及び不用決定による場合は承認整理番号）を
記入する。ただし、現況調査の記録は、現況調査を実施した日付を
記入する。 

返品書又は受領書の整理番号： 

「OH2345202512013001」 

９月３０日現況調査：「9/30」 

発 送 元 
又は 

送 付 先 

受領又は出荷する物品の発送元又は送付先の物品出納官番号若しく
は契約工場内の受払の時の受払先ＳＨＯＰ等を簡略に記入する。た
だし、現況調査について記録する時は「ＮＡ」と記入する。 

M2351：３補使用可能品出納官 

R2351：３補使用不能品出納官 

S2351：３補廃品出納官 

整 理 区 分 

受払い事実を要約して記入する。 返  還：補給処へ官給等を返還 

修理完成：工場内のＳＨＯＰから完

成品を受領 

Ｗ ／ Ｏ：要修理品を修理のため、

ＳＨＯＰ又は下請負工場へ払出 

増 
受入物品の数量を証書に基づき記入する。（整備SHOPから官給品又
は修理取外しの部品を受入れた時及び識別諸元変更により、他の管
理記録カードから受入れた時を含む。） 

 

減 
払出物品の数量を証書に基づき記入する。（官給品の修理用部品と
して整備ＳＨＯＰへ払出した時及び識別諸元変更により、他の管理
記録カードへの払出しの時を含む。 

 

変 更 
物品の状態又は条件の変更の場合に、この欄に変更すべき物品の数
量を記入する。ただし、現在高合計数に変更のない場合に限る。 

 

供 用 
外注要修理品、契約不適合及び契約不適合疑義物品を修理等のため
整備ＳＨＯＰへ払出しする場合、当該数量を記入する。 

Ｗ／Ｏ欄の数量を増やす。 

戻 入 
外注要修理品、契約不適合及び契約不適合疑義物品が整備ＳＨＯＰ
から戻ってきた場合、当該数量を記入する。 

Ｗ／Ｏ欄の数量を減らす。 

合 計 現在高欄の合計数量を記入する。  
使 用 可 能 
（ 新 品 ） 

使用可能品の在庫数量を記入する。ただし、不用品の場合は重量（
ＫＧ）を記入する。 

現況調査について記録する時は該当

する欄に「ＩＮＶ」と記入する。 

使 用 可 能 
（ 古 品 ） 

記入しない。 

計 画 必要に応じ記入する。 

要 修 理 要修理品の在庫数量を記入する。 

契約不適合 契約不適合及び契約不適合疑義物品の在庫数量を記入する。 

Ｔ Ｏ Ｃ ＴＯＣ条件物品の在庫数量を記入する。 

Ｉ Ｎ Ｃ ＩＮＣ条件物品の在庫数量を記入する。 

要 検 査 要検査条件物品の在庫数量を記入する。 

修 理 不 能 修理不能品の在庫数量を記入する。 

Ｗ ／ Ｏ 
外注修理品、契約不適合及び契約不適合疑義物品を修理等のため整
備ＳＨＯＰ又は下請負工場へ払出した場合、当該数量を記入する。
なお、当該欄は、修理等実施中の数量を示す。 

前 渡 部 品 記入しない。 

供 用 記入しない。 

貸 付 貸付物品の在庫数量を記入する。 

寄 託 ＵＲ証拠品の在庫数を記入する。  

その他一時減 記入しない。  

備 考 補給処の証書番号、その他関連文書番号等必要事項を記入する。  
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注：管理記録カードの記入例は、属紙第１、第２、第３及び第４による。 

物 品 番 号 
物品番号を記入する。 
なお、物品番号のない品目については、ＰＮ番号を記入する。 

 

品 名 物品の主品名を記入する。  
前葉繰越の行 前ページからの繰越がある場合は、それぞれの欄に記入する。  
次葉繰越の行 次ページに繰り越す現在高の数量等を記入する。  
カード番号の 
左 の 余 白 

当該物品のＥＲＣ、単位及び単価を記入する。ただし、ＥＲＣと単
価は鉛筆で記入する。 

例：XB2 EA \30,000 

年度区分整理 
（ 締 切 ） 

管理記録カードは、会計年度ごとに整理するものとし、次に定める
要領により処理をするものとする。ただし、当該年度に異動の記録
がない場合は「年度整理」の記入を要しないものとする。 
年度区分整理 
当該年度の最終の記録をした証書番号欄に「年度整理」と朱書きす
る。 
次年度の最初の記録は「年度整理」を記入した次の行から始める。 
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属紙第１ 

 

 

管理記録カードの記入例（外注要修理品） 

管 理 記 録 カ ー ド （ Ⅰ ）            XD1  EA  \3,386,000 カード番号 1A 

 令 

証書番号 
発送元 

又は 

送付先 

整理 

区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備考 変

更 

供

用 

戻

入 

合

計 

保 管 現 在 高 
Ｗ

／ 

Ｏ 

前

渡

部

品 

供

用 

貸付等 

月 日 使用可能 
（新品） 

使用可能 
（古品） 計画 

要
修
理 

契約 
不適合 TOC INC 

要
検
査 

修理 
不能 

貸 
付 

寄 
託 

その 
他一 
時減 

1 04 17 前葉繰越       0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0  令和７年度 

2 04 17 OH2345M20250003105 R2351 受入 20     20    20            SH2351M20250005001 

3 04 20 1006 A SHOP W/O   20   20    0      20       

4   6/30 N/A                 INV       

5 10 08 1020 A SHOP 修理完成    10  20 10         10       

6 10 11 OH2345M20250003078 M2351 返還  10    10 0         10      RH2351M20250000056 

7 12 06 1049 A SHOP 修理完成    9  10 9         1       

8 12 06 1050 A SHOP 修理不能    1  10 9   1      0      限度額オーバー 

9 12 25 OH2345M20250003095 M2351 返還  9    1 0   1            RH2351M20250000058 

10 12 25 OH2345M20250003096 R2351 返還  1    0    0            RH2351M20250001333 

11 02 12 OH2345M20250003106 B3802 受入 1     1    1            SB3802B20250000001 

12 02 18 1090 A SHOP W/O   1   1    0      1       

13   年度整理                         

14 07 01 1003 A SHOP 修理完成    1  1 1         0      令和８年度 

15 07 16 OH2345M20260003097 B3802 返還  1    0 0               DP2351202600090019 

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22   次葉繰越                        

物品番号 品名 物品の分類 
5826-012-5612-5              RF MODULE 過剰 常態 再請求 受入予定 払出予定 非活動 
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属紙第２ 

 

 

管理記録カードの記入例（契約不適合物品及び契約不適合疑義物品） 

管 理 記 録 カ ー ド （ Ⅰ ）            XD2  EA  \289,800 カード番号 1A 

 令 

証書番号 
発送元 

又は 

送付先 

整理 

区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備考 変

更 

供

用 

戻

入 

合

計 

保 管 現 在 高 
Ｗ

／ 

Ｏ 

前

渡

部

品 

供

用 

貸付等 

月 日 使用可能 
（新品） 

使用可能 
（古品） 計画 

要
修
理 

契約 
不適合 TOC INC 

要
検
査 

修理 
不能 

貸 
付 

寄 
託 

その 
他一 
時減 

1 07 10 前葉繰越       0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0  令和７年度 

2 07 10 OH2351M20250003003  受入 1     1     1           SH2351M20250001497 

3 07 16 1002 A SHOP W/O    1  1          1       

4 07 30 1004 A SHOP 契約不適合修補     1 1 1         0       

5 08 10 OH2351M20250003006 M2351 返還  1    0 0                

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22   次葉繰越                        

物品番号 品名 物品の分類 
5340-185-0835-5              POWER SUPPLY 過剰 常態 再請求 受入予定 払出予定 非活動 
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属紙第３ 

 

 

管理記録カードの記入例（官給品） 

管 理 記 録 カ ー ド （ Ⅰ ）            XB2  EA  \76,651 カード番号 1A 

 令 

証書番号 
発送元 

又は 

送付先 

整理 

区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備考 変

更 

供

用 

戻

入 

合

計 

保 管 現 在 高 
Ｗ

／ 

Ｏ 

前

渡

部

品 

供

用 

貸付等 

月 日 使用可能 
（新品） 

使用可能 
（古品） 計画 

要
修
理 

契約 
不適合 TOC INC 

要
検
査 

修理 
不能 

貸 
付 

寄 
託 

その 
他一 
時減 

1 04 24 前葉繰越       0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0  令和７年度 

2 04 24 OH2345M20250003009 M2351 受入 50     50 50               SH2351M20250000892 

3 06 29 7629001M25S0029 A SHOP 出庫  10    40 40                

4   6/30 N/A        INV                

5 08 16 7816004M25S0081 A SHOP 出庫  20    20 20                

6 10 11 1006 A SHOP 取外し受 7     27 20        7        

7 12 10 2025-040  トンネイジ  7    20 20        0        

8 01 10 1019 A SHOP 取外し受 20     40 20        20        

9 02 20 2025-055  トンネイジ  20    20 20        0        

10 02 20 7220006M25K0019 A SHOP 入庫 3     23 23                

11 02 21 7221007M25K0031 A SHOP 出庫  4    19 19                

12   年度整理                         

13   1029 A SHOP 取外し受 2     21 19        2       令和８年度 

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22   次葉繰越                        

物品番号 品名 物品の分類 
5915-00-119-4605                            FILTER,RADI 過剰 常態 再請求 受入予定 払出予定 非活動 
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属紙第４ 

 

管理記録カードの記入例（不用品） 

管 理 記 録 カ ー ド （ Ⅰ ） カード番号 1A 

 令 

証書番号 
発送元 

又は 

送付先 

整理 

区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備考 変

更 

供

用 

戻

入 

合

計 

保 管 現 在 高 
Ｗ

／ 

Ｏ 

前

渡

部

品 

供

用 

貸付等 

月 日 使用可能 

（新品） 

使用可能 

（古品） 
計画 

要

修

理 

契約 

不適合 
TOC INC 

要
検
査 

修理 

不能 

貸 

付 

寄 

託 

その 

他一 

時減 

1 07 01 前葉繰越       0 0               令和７年度 

2 07 01 M25S0029 A SHOP  0.6     0.6 0.6               (XB3) 

3 07 10 2025-036   0.9     1.5 1.5                

4 07 23 2025-051   10.5     11.5 11.5                

5 08 01 OH2345M20258000001 S2351   11.5    0 0               DZ2351S20250000001 

6                            

7                            

8                            

9   

記入例説明 

(1) 7/1  A SHOPから契約NO.M25S0029の修理取外し消耗品(XB3)の受入(0.6kg) 

(2) 7/10 第３補給処から不用決定 承認（不用決定承認番号２０２５－０３６）による受入(0.9kg) 

(3) 7/23 第３補給処から不用決定 承認（不用決定承認番号２０２５－０５１）による受入(10.0kg) 

(4) 8/1  第３補給処へ返還 

           

10              

11              

12              

13              

14              

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22   次葉繰越                        

物品番号 品名 物品の分類 
0900-D-1                  アルミ屑 過剰 常態 再請求 受入予定 払出予定 非活動 
 

 

注：１ 本カードは不用材料別区分表（別表第４）の材料区分毎に作成する。 

２ 証書番号は根拠となる番号等を記入する。  

(1) 契約番号      例：Ｍ２５Ｓ００２９ 

(2) 不用決定承認番号  例：２０２５－００１ 
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別紙様式第４（第８条、第９条、第１０条、第１６条関係） 

 

 

          令和   年   期   工場物品管理帳簿                     工 場 名                   会社（   ） 

作 成 日 

担 

当 

補 

給 

処 

物品番号 

（ＰＮ番号） 
ERC 

単 

位 
受払 

日付 
整理番号 

状 

条 
受払 

区分 

受 払 数 官 給 品 借 受 寄    託 
不 

用 

品 

重 

量 

参照番号 

増 減 異 

動 
合 

計 
使 

用 

可 

能 

品 

修 

理 

不 

能 

品 

そ 

の 

他 

使 

用 

可 

能 

品 

そ 

の 

他 

使 

用 

可 

能 

品 

要 

修 

理 

品 

W 

/ 

O 

そ 

の 

他 

契約不

適合及 

び契約

不適合 

疑義品 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)  (欄) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

注：物品管理帳簿の印書例は、付紙による。

7
9
 



 

付紙 

 

 

物品管理帳簿の印書例 

          令和   年   期   工場物品管理帳簿              工 場 名                   会社（２３４５） 

作 成 日 

担 

当 

補 

給 

処 

物品番号 

（ＰＮ番号） 
ERC 

単 

位 
受払 

日付 
整理番号 

状 

条 
受払 

区分 

受 払 数 官 給 品 借 受 寄    託 
不 

用 

品 

重 

量 

参照番号 

増 減 異 

動 
合 

計 
使 

用 

可 

能 

品 

修 

理 

不 

能 

品 

そ 

の 

他 

使 

用 

可 

能 

品 

そ 

の 

他 

使 

用 

可 

能 

品 

要 

修 

理 

品 

W 

/ 

O 

そ 

の 

他 

契約不

適合及 

び契約

不適合 

疑義品 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)  (欄) 

1 18 1 2 4 14 1 4 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 7 15  (桁) 
M 5826-012-5612-5 1 EA 1401 KURIKOSI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 RF MODULE      1417 OH234514173005 R  20   20       20     SH2345M1000181 
 

 
           

           
 

 
 

 
1420 001M1S0029   R    20 20       0 20     
1630 GENNZAIDAKA    20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0  

                        
M 5915-00-119-4605 4 EA 1401 KURIKOSI      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 FILTER,RDAI     1424 OH234514243009 S  50   50 50           ML234514100892 

              
1630 GENNZAIDAKA    50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    

M 0900-D-1   KG 1401 KURIKOSI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              1629 001M1S0029   Z  0.6   0.6           0.6  

              
1630 GENNZAIDAKA    0.6 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6  
                    

注：この様式は、会社の保有するシステムを利用し帳簿等を備える契約工場が、工場管理原簿及び工場受払綴に基づき、年度ごとに作成する物品管理帳簿であり、作

成部数は１部（必要に応じて、四半期ごとに作成）とする。

8
0
 



 

別紙様式第５（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：在庫票の記入要領は、付紙による。 

 

在 庫 票 

物 品 番 号 
 

品 名 
 

認 可 票 

項目番号 

 
保 管 場 所  

認可数 
 

再 請 求 点 
 

月   日 受 払 残 備 考 
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付紙 

 

 

在庫票の記入要領 

記 入 欄 記 入 要 領 

物品番号 物品番号を記入する。 

品  名 
主品名を記入する。 

余白に単位を記入する。 

保管場所 保管場所を記入する。 

月  日 物品の受払、払出、現況調査の年月日を記入する。 

受 物品の受入数量を記入する。 

払 物品の払出数量を記入する。 

残 
物品の在庫数を記入する。 

在庫調査で不符合がなかった場合は、「ＮＡ」と記入する。 

備  考 
証書（整理）番号等参考となる必要事項を記入する。 

現況調査の場合は、「ＩＮＶ」と記入する。 
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別紙様式第６（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

引  継  書  綴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         工場名                 

 

                    工場補給単位番号            

 

                    工場物品管理責任者             

 

注：１ 紙質は、長期保存に耐え得るものとする。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

 

83 



 

別紙様式第７（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

引  継  書 

 

 

引継年月日 令和  年  月  日  

 

 

 

                      前任（廃止）工場物品管理責任者 

                     （職名）    

 

                     後任（引継）工場物品管理責任者 

                     （職名）    

 

 

 下記のとおり引継ぎを行った。 

 

記 

 

 

引 継 事 項 

１．帳簿関係 

    内訳 

                          冊 

（証書台帳○冊、管理記録カード又は物品管理帳簿〇冊） 

２．諸票関係 

    内訳 

                                                    冊 

（納品書○冊、管理換票〇冊、返品書・材料使用明細書○冊、

受領書 〇冊） 

３．関係書類 

    内訳 

                                                    冊 

（物品亡失、損傷報告書○冊、不用決定申請書○冊、 

官給申請書○冊） 

４．その他必要事項 

 

注：帳簿関係、諸票関係及び関係書類において、記載以外に保有する帳簿等がある場合は 

名称及び数量を併せて記入する。 
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別紙様式第８（第１２条関係） 
 

 

証      明      記      録 

引  継 

 

完 了 日 

項 目 
前   任   者 

後 任 者 

（現 任 者） 

 職 氏名 

検 査 者 

（立 会 者） 

 職 氏名 

摘 要 

(根 拠) 
管 理 期 間 職 氏名 

  
     

  
     

       

       

       

       

       

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 証明記録の記入例は、付紙による。 

85 



 

付紙 

 

 

証明記録の記入例 

証      明      記      録 

引  継 

 

完 了 日 

項 目 
前   任   者 

後 任 者 

（現 任 者） 

 職 氏名 

検 査 者 

（立 会 者） 

 職 氏名 

摘 要 

(根 拠) 
管 理 期 間 職 氏名 

 

31.4.1 

 

交 替 
自 27. 4. 1 

至 31. 3.31 

 管理部長 

 山田 太郎 

 管理部長 

 田中 次郎 

 管理課長 

 青空 三郎 

文書番号等を

記入 

 

 2.4.1 

 

交 替 
自 31. 4. 1 

至  2. 3.31 

 管理部長 

 田中 次郎 

 管理部長 

 鈴木 一郎 

 管理課長 

 青空 三郎 

文書番号等を

記入 

       

       

       

       

       

注：摘要欄には第３補給処長に通知した文書番号、日付等を記入する。 
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別紙様式第９（第１２条関係） 

 

 

カードの種類 常 用 カ ー ド 目 録 １／１ 

小分類番号 カ ー ド 枚 数 

       

       

       

       

       

年 月 日       

カード枚数合計       

合 計 確 認       

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ カード目録の記入例は、付紙による。 
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付紙 

 

 

カード目録の記入例 

カードの種類 常 用 カ ー ド 目 録 １／１ 

小分類番号 カ ー ド 枚 数 

１００５ ５２ ５６     

５８４０ ３０ ２５     

５９６０ １０ ２０     

       

       

年 月 日 24.3.31 25.3.31     

カード枚数合計 ９２ １０１     

合 計 確 認 ２３７１ ２３７１     

注：１ カード枚数欄は、工場物品管理責任者の交替時及び年度末現在の状況を記入する。 

  ２ 合計確認欄は、工場物品管理責任者が工場補給単位番号を記入する。 
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別紙様式第１０（第１２条関係） 

 

 

令 和 ○ ○ 年 度 諸 記 録 一 覧 表 
令和○○年○○月○○日現在 

項目番号 名    称 数 量 備付場所 取扱者 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横に使用する。 

注：２ 「数量」欄から右の欄は、当該年度までは鉛筆書きで、その都度、現在数を逐次 

訂正して記入し、年度終了後に、そのとき現在の確定事項をインク又はボールペ

ン書きするものとする。 

注：３ 前項のインク又はボールペン書きをしたときは、その日付を右上欄に記入する。 

注：４ 取扱者が年度内に交替した場合は、その旨「備考」欄に注記する。 

注：５ 諸記録一覧表の記入例は、付紙による。 
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付紙 

 

 

諸記録一覧表の記入例 

令 和 ○ ○ 年 度 諸 記 録 一 覧 表 
令和○○年○○月○○日現在 

項目番号 名    称 数 量 備付場所 取扱者 備 考 

１ 引継書綴 １ 管理部管理課 ○○ ○○  

２ 証書台帳（受 官給品） １ 管理部管理課 ○○ ○○  

３ 証書台帳（受 官給品以外） １ 管理部管理課 ○○ ○○  

４ 証書台帳（返 官給品） １ 管理部管理課 ○○ ○○  

５ 証書台帳（返 官給品以外） １ 管理部管理課 ○○ ○○  

６ 証書綴（受 官給品等） ３ 管理部管理課 ○○ ○○  

７ 証書綴（返 官給品等） ３ 管理部管理課 ○○ ○○  
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別紙様式第１１（第１２条、第１３条、第１４条、第１５条関係） 

 

 

証 書 台 帳 

 

注：証書台帳の記入要領は、付紙による。

物品番号 品名
参照番号 備考

ＰＮ番号

綴込
日付

N
E
W

状
条

数量
処
置

整理
区分

優
先
順
位

整　理　番　号
（証書番号）

日 付
E
R
C

単
位

Ｔ
Ｒ
❘
Ｊ

9
1
 



 

付紙 

 

 

証書台帳の記入要領 

 

契約工場は、次に示す区分ごとに証書台帳を備えるものとする。 

１ 受領書台帳 

  受領書に整理番号（証書番号）を付与するための台帳をいう。 

２ 返品書台帳 

返品書に整理番号（証書番号）を付与するための台帳をいう。 

 

記 入 欄 記 入 要 領 

整理番号 

（証書番号） 

整理番号（証書番号）を記入する。 

一連番号は、会計年度ごとに「００００００１」から使用する。 

日付 整理番号（証書番号）を付与した日付を記入する。 

物品番号 物品番号（物品番号がないときは部品番号）を記入する。 

品名 物品の品名を記入する。 

ＥＲＣ 物品の性価区分記号を数字で記入する。 

単位 物品単位略号を記入する。 

ＮＥＷ 

整理番号（証書番号）を取消した場合は、記号「Ｃ」を記入し、そ

の 

理由を備考欄に記入する。 

状態条件 状態条件記号を記入する。 

数量 物品の数量を記入する。 

処置 
物品を受領した場合は、処置記号「Ｒ」を記入し、出荷した場合に

は、処置記号「Ｖ」を記入する。 

整理区分 記入しない。 

優先順位 必要に応じ記入する。 

ＴＲ－Ｊ 必要に応じ記入する。 

参照番号 他の証書と照合するため、相手方の証書番号等を記入する。 

綴込日付 受領書及び返品書を証書綴りに綴り込んだ日付を記入する。 

備考 必要な事項を記入する。 

 

整理番号（証書番号）の例 

 ＯＨ ２３４５ Ｍ ２０２５ ００００００１ 

                当該年度ごとの一連番号（７桁） 

            西暦年度（４桁） 

補給処等記号（１桁） 

工場補給単位番号（４桁） 

業務記号（２桁） 
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別紙様式第１２（第１３条、第１４条、第１５条、第１８条関係） 

 

納 品 書 
＃ 

   納 入 先 

 ＃ 

   発送年月日 

 

納 品 書 ・ （ 受 領 ）検 査 調 書 
＃ 
 契約者名 

   住  所 
   会 社 名 
   代表者名 

 
 
 
 
                                   
                            

＃ 
  輸送方法 

 

＃ 
 発 送 駅 

 
物品管理官官職氏名 

 
 

＃ 
 分割納入 

 物品管理官命令年月日    
（物品管理簿登記年月日） 

 

＃ 調達要求 
番  号 

 ＃ 
契約年月日 

 
証 書 番 号 

 

＃ 確認番号又は
認証番号 

 ＃ 
  納   期 

 
同上付与年月日 

 

＃ 
 
項 目 
番 号 

＃ 
 

物 品 番 号 

＃ 
 
会 社 部 品 番 号 
又 は 規 格 

＃ 
 
品    名 

＃ 
 
単 位 

＃ 
 

単 価 

＃ 
 
数 量 

＃ 
 
  金  額 

物 品 出 納 官 
（物品供用官） 
（受  領  者） 

（国有財産受領官） 
受 領 数 量 

 

＃ 
 

備  考 

          
          
          
          
          
          
検 査 指 令 番 号  検 査 判 定      

検査結果及び物品管理官の受入命令（受領命令）により受領した。 
       受入 
       受領  令和  年  月  日 
 
   物 品 出 納 官   
   （物 品 供 用 官）    所属 
  （ 受   領   者 ）    官職 

   （国有財産受領官）  氏名 
 

検 査 種 類  納入年月日  
検 査 方 法  検査年月日  
検 査 場 所  検 査 所 見  
  上記のとおり検査結果を報告する。 
    年  月  日 
                        所属 
                検査官  官職 
                        氏名 

    頁中第  頁 
注：１ 納品書（(受領)検査調書（予決令 １０１条の９に規定する場合は、                ６ 検査所見等詳細に報告する必要がある場合は、別紙とすることができる。 
    （受領）検査調書（納品書）の文字を末梢して使用する。                    ７ 必要があると認められるときは、この様式に所要の事項を付け加えることができる。 
  ２ ＃印は、納入業者で記入する。                                                      ８ 検査種類は、数量等又は品質及び数量を記入する。 
  ３ 分割納入欄は、契約上の一括納入又は分割納入の区分および回次 1/1・2/3のごとく記入する。   ９ 検査方式は、受領検査指令書で指定された実施要領番号を記入する。 

  ４ 物品番号等は、仕様書に記載してあるものを記入する。                     10 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 
  ５ 数量欄には、納入先ごとの納入数量を記入する。                        11 年月日における年は、元号標記とする。
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別紙様式第１３（第１３条、第１４条、第１５条、第１７条関係） 

 

 

管理換票 

 

9
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別紙様式第１４(第１３条～第１５条、第１７条～第２１条、第２９条、第４５条、第５０条、第５１条、第５６条、第５８条関係) 

 

 

１枚目の様式 
項目

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付

数量 

 返品数量 

残 数 量 
摘 要 返品書・材料使用明細書 

使用数量 
         

受 

 

 

領 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

受   付 

年 月 日 
 

非消耗品、 

消耗品の区分 

 

  

         （官職氏名） 

  

         
年 月 日 

 
証書番号 

 

  

         
取扱者氏名 

 
転  記 

 

  

         
物 

品 

 

出供受 

納用領 

官官者 

（官職氏名） 

  

         
年 月 日 

 
証書番号 

 

  

         
取扱者氏名  転  記 

 

  

         

根拠目的 

（契約担当官） （契約年月日） 

  

         （契約番号） 

  

         

（
契
約
者
） 

引 

渡 

者 

（住  所） 

（社  名） 

（代用者名） 

  

         

  

         
引渡年月日 

 

  

         
引渡者氏名 

 

  

 項中の第   項 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。

9
5
 



 

 

 

２枚目以降の様式 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

 

項目

番号 
物品番号 品 名 規 格 単位 

交付数量 返品数量 
摘 要 契約番号 機器一連番号 単 価 

証書番号 

使用数量 残数量 受領証書番号 

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

項中の第   項 
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別紙様式第１５（第１３条、第１４条、第１５条、第１７条、第４３条関係） 

 

１枚目の様式 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 
項目

番号 
物品番号 品  名 規格 単位 数量 摘  要 受      領      書 

       
受 付 

年月日 
 

非消耗品、 

消耗品の区分 
 

       

引 

 

 

渡 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

（官職氏名） 

       （   年  月  日） （証  書  番  号） 

       
取扱者 

氏 名 

 
転 記 

 

       
物 

品 

 

出供引 

納用渡 

官官者 

（官職氏名） 

       （   年  月  日） （証  書  番  号） 

       
取扱者 

氏 名 

 
転 記 

 

       
引 渡 

年月日 

 

       （
契
約
者
） 

受 

領 

者 

（住  所） 

（社  名） 

（代用者名） 
       

受領者

氏 名 

 
（受領年月日） 

       

根 

拠 
（契約担当官） （契約年月日） 

       

（契 約 番 号） 
 

       

備   

考 
 

       

 項中の第   項 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 受領書の記入要領は、付紙第１による。

9
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２枚目以降の様式 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 

項 目

番号 

物品管理官

年月日 

物品管理官

転記 

物品出納官

年月日 

物品出納官

転記 
物品番号 品  名 ERC 単位 特物 状条 数量 整理区分 証書番号 

機器一連番号 単価 契約番号 増減 規格 摘要 梱包番号 受領証書番号 

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

項中の第  項 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 受領書（２枚目以降の様式）の記入要領は、付紙第２による。 

 

9
8
 



 

付紙第１ 
 

 

受領書の記入要領                                                                                 

記入欄 記入要領  

項目番号 

記入しない。 

物品番号 

品名 

規格 

単位 

数量 

摘要 

受付年月日 

記入しない。 

非消耗品、消耗品の区分 

   

引 

 

渡 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

官職氏名 

年月日 

証書番号 

取扱者氏名 

転記 

 

 

 

出

納

官 

物

品 

 

供

用

官 

 

 

 

引

渡

者 

官職氏名 

記入しない。 

年月日 

証書番号 

取扱者氏名 

転記 

引渡年月日 

受 

 

領 

 

者 

 

 
 

（
契
約
者
） 

住所 現在登録されている住所を記入する。 

社名 現在登録されている会社名等を記入する。 

代用者名 現在登録されている工場物品管理責任者名を記名する。 

受領者氏名 物品を受領した者（物品管理担当者等）が署名する。 

受領年月日 物品を受領した年月日を記入する。 

根 

拠 

契約担当官 

記入しない。 契約年月日 

契約番号 

備考 その他（根拠となる事項等）必要事項を記入する。 

注：１ 物品番号欄の最上段に「別紙のとおり」と記載する。 

２ 受領者（契約者）欄及び備考欄以外の箇所については、引渡者(出荷側)が記入を行う。 

３ 受領書の記入例は、属紙による。 
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属紙 

 

 

受領書の記入例 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 
項目

番号 
物品番号 品  名 規格 単位 数量 摘  要 受      領      書 

 別紙のとおり     
受 付 

年月日 
（記入しない） 

非消耗品、 

消耗品の区分 
（記入しない） 

       

引 

 

 

渡 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

（官職氏名） 
(記入しない) 

       （年 月 日）（記入しない） （証 書 番 号）（記入しない） 

       
取扱者 

氏 名 
（記入しない） 転 記 （記入しない） 

       
物 

品 

 

出供引 

納用渡 

官官者 

（官職氏名） 
（記入しない） 

       （年 月 日）（記入しない） （証 書 番 号）（記入しない） 

       
取扱者 

氏 名 
（記入しない） 転 記 （記入しない） 

       
引 渡 

年月日 
（記入しない） 

       （
契
約
者
） 

受 

領 

者 

（住  所）埼玉県狭山市〇〇１－２－３ 

（社  名）〇〇産業(株)  
（代用者名）物品管理責任者 〇〇 〇〇 

       
受領者

氏 名 
〇〇 〇〇  （受領年月日）令和〇年〇月〇日 

       

根 

拠 
（契約担当官）（記入しない） （契約年月日）（記入しない） 

       

（契 約 番 号） （記入しない）  

       

備   

考 
（根拠、文書番号等、必要事項を記入する。） 

       

 
項中の第   項 

 

1
0
0
 



 

付紙第２ 
 

 

受領書（２枚目以降の様式）の記入要領 

記入欄 記入要領 

項目番号 

記入しない。 

物品管理官年月日 

物品管理官転記 

物品出納官年月日 

物品出納官転記 

物品番号 

品名 

ＥＲＣ 

単位 

特物 

状条 

数量 

整理区分 

証書番号 

機器一連番号 

単価 

契約番号 

増減 

規格 

摘要 

梱包番号 

受領証書番号 受領者（契約者）の受領整理番号を記入する。 

注：１ 受領証書番号欄以外は、引渡者（出荷側）が記入を行う。 

２ 受領書（２枚目以降の様式）の記入例は、属紙による。 
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属紙 

 

 

受領書（２枚目以降の様式）の記入例 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 

項目

番号 

物品管理官

年月日 

物品管理官

転記 

物品出納官

年月日 

物品出納官

転記 
物品番号 品  名 ERC 単位 特物 状条 数量 整理区分 証書番号 

機器一連番号 単価 契約番号 増減 規格 摘要 梱包番号 受領証書番号 

1 
             

       OH2345202512013001 

2 
             

       OH2345202512013001 

3 
             

       OH2345202512013001 

4 
             

       OH2345202512013001 

5 
             

       OH2345202512013001 

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
項中の第   項 

 

1
0
2
 



 

別紙様式第１６（第１３条、第１４条、第１５条、第５５条関係） 

 

 
 

 

 航空自衛隊第３補給処 

 補給分任物品管理官 殿 

  （資材計画部長気付） 

 

 

 

文書番号 

年 月 日 

会 社 名 

工場物品管理責任者 

氏  名 

 

 

 

物  品  亡 失、 損 傷 報 告 書 

 

 

 

             亡失した    

             損傷した 

 

 

 

記 

 

 

 

分類 細分類 種類 品目 細目 単位 数量 価額(単価、金額) 備  考 
          

発生場所  

亡失、損傷の日時及び場所  

亡失、損傷の原因となった事実及び現状の詳細  

平素における使用状況の詳細  

亡失、損傷の事実発見の端緒  

亡失、損傷の事実発見後の処置  

その他参考事項  

注：１ 「物品亡失、損傷報告書」 の 「亡失、損傷」 及び 「亡失した、損傷した」 の文字のうち、 該当しな

い部分を二重線で削除する。 同一報告書において亡失と損傷がある場合は、削除しないでそのままとす

る。 

２ 価額は、亡失した物品の価額又は損傷した物品の減価額若しくは修繕に要した費用の額とし、いずれ 

も時価によるものとする。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

４ 物品亡失、損傷報告書の記入要領は、付紙による。 

下記の物品につき、 ので報告する。 
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付紙 
 
 

物品亡失、損傷報告書の記入要領 
 
１ 標題等 
  「物品亡失、損傷報告書」の「亡失、損傷」及び「亡失した、損傷した」の文字のう

ち、該当しない部分を二重線で削除する。 
なお、同一報告書において亡失と損傷がある場合は、削除せずそのまま使用する。 

２ 分類 
  「防衛用品」と記入する。 
３ 細分類 
  物品増減報告対象品目については「重要物品」、低価格品目（性価区分がＮＢ３又は

ＸＢ３）については「消耗品」、それ以外の品目については「備品」と記入する。 
４ 種類 
  物品番号が付与されている場合は、「大分類（物品番号の上２桁）」を記入する。物

品番号が「ＰＮ」で始まる物品については、「ＰＮ」を記入する。 
５ 品目 
  亡失又は損傷した物品の品名を記入する。 
６ 細目 

物品番号が付与されている場合は、「小分類（物品番号の上４桁）」を記入する。物
品番号が「ＰＮ」で始まる物品については、「ＰＮ」を記入する。 

７ 単位 
  亡失又は損傷した物品の単位を記入する。 
８ 数量 
  亡失又は損傷した物品の数量を記入する。 
９ 価格 

(1) 左欄 
亡失又は損傷した物品の価額又は損傷した物品の減価額若しくは修繕に要した 

費用の額とし、いずれも時価によるものを記入する。 
(2) 右欄 

   前号の価格に、数量を乗じた額を記入する。 
10 発生場所 
  亡失又は損傷した部署名を記載する。 
11 亡失、損傷の日時及び場所 
  亡失又は損傷した日時及び場所について具体的に記載する。 
  なお、日時について明確でない場合、当該物品の異状のなかったことが判明している

日時から亡失又は損傷を発見した日時まで等、期間をもって記載することができる。 
12 亡失、損傷の原因となった事実及び現状の詳細 
  亡失又は損傷の発生した前後の経緯を詳細に記述し、特に責任の所在を明確にするこ

とに配慮する。 
  なお、長文にわたるときは、当該欄に「別紙のとおり。」と記入し、別紙（様式任意）

を添付する。 
13 平素における使用状況の詳細 
  亡失又は損傷の態様に応じ、その種の事故を防止するため、平素において物品管理上

いかなる対策がとられていたかを中心として、その管理状況を具体的に記載する。 
14 亡失、損傷の事実発見の端緒 
  亡失又は損傷等を発見した際の経緯を簡単に記載する。 
15 亡失、損傷の事実発見後の処置 
  亡失の場合の捜索の状況、盗難等の場合の関係官署に対する届出の状況、損傷に対す

る補修の処置等、亡失又は損傷を発見したのち、当該事故に関連して行った処置（再発
防止策を含む。）を記載する。 

16 その他参考事項 
  第１０項から第１５項に定める記載のほか、特に報告する必要があると認める事項を
記載する。 
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一連番号 

別紙様式第１７（第１３条、第１４条、第１５条、第５６条、第５７条関係） 

 

 

不 用 決 定 申 請 書 
 

              

                       殿       
 整理番号 ○○○○－○○○ 

    

 

       

 

 

 

年度（西暦） 

 

 

 

承
認
権
者 

  

承認整理番号 
経 

 

由 

経  由  先 申請年月日     年  月  日 

    工場補給単位番号 ＯＨ〇〇〇〇又はＳＹ〇〇〇〇 

承認年月日 経由番号 経由年月日 会 社 名    契約工場名 

      申 請 者    工場物品管理責任者 氏名 

 

物 品 番 号 品  名 単位 数 量 単価（金額） 不 用 の 理 由 使用年数／耐用年数 処分の予定 

        
        
        
        
        

記事 証  書  番  号 

 

  監督官確認 

受  

払  

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 不用決定申請書等の記入要領は、付紙第１及び第２による。 

1
0
5
 



 

付紙第１ 

 

不用決定申請書の記入要領 

記 入 欄 記     入     要     領 記 入 例 

宛 先 
単価３００万円以上：空欄（第３補給処で記入する。） 

単価３００万円未満：第３補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付） 
単価３００万円未満の場合、宛名を記入 

整 理 番 号 年度（西暦４桁）と一連番号（３桁）を記入する。 2025-001 

申請年月日 不用決定申請書の「申請年月日」を和暦で記入する。 令和 7年 12月 1日 

会 社 名 工場補給単位番号を記入する。 OH1234、SY5678 

申 請 者 工場名及び工場物品管理責任者の氏名を記入する。  

物 品 番 号 
該当する物品番号、部品番号及び（ ）を付して、不用品整理番号（小分類番号０９００と材

料記号）及び基準品名（不用材料別区分表（別表第３）参照）を記入する。 

1234-00-567-8901 

PN567-8901 

(0900-M-1)（雑金属類） 

品 名 物品の品名及び（基準単位）、（重量）をＫＧ等で記入する。（重量＝単体の重量×数量） 
POWER SUPPLY 

(KG) (12.345) 

単 位 物品の単位を記入する。 EA 

数 量 物品の数量を整数で記入する。 2 

単価（金額） 

物品の単価及び金額を円で記入する。（金額＝単価×数量） 

３００万円未満の物品の単価は固定諸元照会（ＤＭＦ）の単価を使用するものとする。 

ただし、固定諸元照会（ＤＭＦ）がない品目については取得単価を使用するものとする。 

\123,456 

(\246,912) 

不用の理由 

不用となった理由及びその状態等参考事項を品目毎に明記し、その下に新たに取り付けた部品

の負担区分（ＧＦＰ、ＣＰＰ又はＣＲＰのいずれか）を（ ）で記す。 

なお、不用の理由に細部補足説明が必要な場合は、別紙を添付することを可とする。 

電気特性劣化、電圧不安定、 

絶縁不安定、導通不良等 

(GFP)、(CPP)又は(CRP) 

使用年数／耐用年数 使用年数及び耐用年数を記入する。不明の場合は空白とする。  

処分の予定 返還、廃棄等を記入する。 返還、廃棄 

記 事 調達要求番号、契約番号、適用器材を記入する。また、監督官又は検査官の確認を受ける。 確認記録（スタンプ等）を受ける 

注：記入例は属紙第１（単価３００万円以上）及び属紙第２（単価３００万円未満）による。

1
0
6
 



 

属紙第１ 

不用決定申請書の記入例（単価３００万円以上） 

 

不 用 決 定 申 請 書 
 

              

                       殿       
  

                                                                              

整理番号 ２０２５－００１ 

承
認
権
者 

  

承認整理番号 
経 

 

由 

経  由  先 申請年月日    令和７年１２月１日 

    工場補給単位番号 ＯＨ２３４５ 

承認年月日 経由番号 経由年月日 会 社 名    〇〇〇〇株式会社 

      申 請 者    工場物品管理責任者 〇〇 〇〇 

                                                      

物 品 番 号 品  名 単位 数 量 単価（金額） 不 用 の 理 由 使用年数／耐用年数 処分の予定 

1234-00-567-8900 POWER SUPPLY EA 1 \12,345,698 導通不良  返還 

PN567-8900    (\12,345,698) (GFP)   

(0900-M-1)（雑金属類） (KG)(1.23)       

        

        

        

        

        

記事 証  書  番  号 

調達要求番号：DP2351202512010001 

契約番号：25K20123 

適用器材：J/ASN-4 

機器一連番号：0001                          監督官確認  

受  

払  

注：「不用の理由」においては「機能不良」ではなく、詳細を具体的に記入する。

1
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属紙第２ 

 

不用決定申請書の記入例（単価３００万円未満） 

 

不 用 決 定 申 請 書 
 

              

航空自衛隊第３補給処                      

  補給分任物品管理官 殿 

（資材計画部長気付）  

      

  
                                                                              

整理番号 ２０２５－００２ 

承
認
権
者 

  

承認整理番号 
経 

 

由 

経  由  先 申請年月日    令和７年１２月１日 

    工場補給単位番号 ＯＨ２３４５ 

承認年月日 経由番号 経由年月日 会 社 名    〇〇〇〇株式会社 

      申 請 者    工場物品管理責任者 〇〇 〇〇 

                                                      

物 品 番 号 品  名 単位 数 量 単価（金額） 不 用 の 理 由 使用年数／耐用年数 処分の予定 

1234-00-567-8900 POWER SUPPLY EA 2 \123,456 導通不良  返還 

PN567-8900    (\246,912) (GFP)   

(0900-M-1)（雑金属類） (KG)(1.23)       

        

        

        

        

        

記事 証  書  番  号 

調達要求番号：DP2351202512010001 

契約番号：25K20123 

適用器材：J/ASN-5                           監督官確認   

受  

払  

注：「不用の理由」においては「機能不良」ではなく、詳細を具体的に記入する。

以下 〇〇品目、〇〇〇数量 

（別添：不用決定品目表のとおり）。 

1
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付紙第２ 

 

 

不用決定申請書等の記入要領（補足説明） 

 

１ 不用決定申請書等の記入 

項 目 等 契約工場の記入 第３補給処の回答 契 約 工 場 で の 処 置 等 

処分の予定 

返還 トンネイジで第３補給処返還 不用材料別区分ごとに分け、第３補給処に返還する。 

返還 現品のまま返還 放射性電子管(TISO)等、現品のままで第３補給処に返還する。 

返還 トンネイジで第２補給処返還 不用材料別区分ごとに分け、第２補給処に返還する。 

廃棄 廃棄 第３補給処に返還することなく廃棄する。 

３００万円以上の取

り扱い（ＸＢ１等） 
返還 トンネイジで第３補給処返還 

正常損耗による修理不能品については不用決定申請書の手続により処理し、次

の資料を添付する。 

修理不能品と判定した資料及び不良箇所の写真等を各１部添付する。また、製

造日・使用年月を記入する（デジカメの写真があればデータも送付）。 

調達要求番号 

DP2351202512010001 
 

 

  

  

IRAN F-15 
ＩＲＡＮ契約に関するものは「IRAN」と１桁目から記入し、その他必要事項を

記入する。 

FUTEKIGO 
契約不適合修補等に関するものは「FUTEKIGO」と１桁目から記入し、その他必

要事項を記入する。 
    

２ 第３補給処から契約工場に送付するデータ 

  契約工場から送付されたデータのうち、データを特定するためのキー項目に下記のデータを追加する。 

項 目 等 付 加 情 報 契 約 工 場 で の 処 置 等 

処分の予定 トンネイジで第３補給処返還等 第３補給処からの処分方法についての回答を通知する。 

識別変更 新物品番号、識別変更日 識別変更されたことを知らせる。新規の物品番号に更新する。 

マスター未登録 第３補給処電算機に未登録又は物品番号エラー 第３補給処のマスターに未登録の通知又は物品番号が正しいか確認する。 

エラー 項目エラー エラー発生及び発生箇所を通知する。今後のデータ作成に留意する。 

その他の通知 不定 特に通知すべき事項がある場合にはその旨を通知する。 
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別紙様式第１８（第１３条、第１４条、第１５条、第５６条関係） 

 

 

不用決定品目表 

NO 物品番号 部品番号 品 名 ERC 
単

位 

数

量 
単 価 SER 不用の理由 処分の予定 

材

料

記

号 

基準

単位 
総重量 調達要求番号 契約番号 

適用

器材 

官給

区分 

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

        
 

      
 

                  

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 不用決定品目表のデータ作成要領は、付紙による。 

1
1
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付紙 

 

不用決定品目表のデータ作成要領 

 
１ データは表計算ソフトのＥＸＣＥＬで作成し、表中の文字サイズは１０ポイント、フォントはＭＳ明朝とする。 

２ 一覧表の１頁には２０行を基準として印刷する。ただし、データは全て１つのシートに作成する。 

３ ２枚以上にまたがる場合は、ページ番号（現項数／全項数）を右上方に記入する。 

４ 不用決定申請書に記載した１品目についても一覧表のデータに入れる。 

５ 不用決定品目表の記入例は、属紙による。 

番号 項 目 桁数 入力文字規則 記 入 要 領 等 記 入 例 

1 ＮＯ 3 半角英数字 ３桁の一連番号 001～999 

2 物品番号 18 半角英数字 該当する物品番号 1234-00-567-8901 

3 部品番号 20 半角英数字 物品の部品番号 PN567-8901 

4 品名 11 半角英数字 物品の品名 POWER SUPPLY 

5 ＥＲＣ 1 半角数字 物品のＥＲＣコード 4 

6 単位 2 半角英数字 物品の単位 EA 

7 数量 4 半角数字 物品の数量 2 

8 単価 8 半角数字 物品の単価（円） 123456 

9 ＳＥＲ － － 記入不要 － 

10 不用の理由 12（全角） 全角 半角は使用禁止 導通不良 

11 処分の予定 2（全角） 全角 半角は使用禁止 返還、廃棄 

12 材料記号 6 半角英数字 不用材料別区分表の材料記号を参照 M-1、E-1-M 

13 基準単位 2 半角英数字 同上 KG 

14 総重量 12 半角数字（小数点第３位まで） 総重量＝単体の重量×数量 12.345 

15 調達要求番号 19 半角英数字 調達要求番号等 DP2351202512010001 

16 契約番号 8 半角英数字 契約番号等 25K20123 

17 適用器材 20 半角英数字 適用器材形式又は修理器材形式 J/ASN-4 

18 官給区分 1 半角英数字 Ｇ＝官給、Ｃ＝会社準備品等 G、C 

1
1
1
 



 

属紙 

 

不用決定品目表の記入例 

 
不用決定品目表 

NO 物品番号 部品番号 品 名 ERC 
単

位 

数

量 
単 価 SER 不用の理由 処分の予定 

材
料
記
号 

基準 

単位 
総重量 調達要求番号 契約番号 

適用 

器材 

官給

区分 

001 1234-567-8901 
PN567-

8901 
POWER SUPPL 4 EA 2 123456  導通不良 返還 M-1 KG 1.230 DP2351202512013005 25K20123 J/ASN-4  G 

002 
6605-00-124-

1234Z3 
EBG-323D ALTIMETER 4 EA 6 654987   

計画整備／改抵抗値

規格外 
返還 

E-1-

Ma  
KG 12.345 DP2351202512013001 25K20405 

AN/ASN-

109 
G 

003 
3120-00-514-

4626Z3 

673921-

460 
BEARING,WAS 4 EA 5 121816   犠牲不良 返還 E-1-M KG 0.050 DP2351202512013005 25K20406 

AN/ASN-

109 
G 

004 
5305-01-126-

8680Z3 
856068-19 SCREW,MACHI 4 EA 1 294168  調整不良 返還 M-1 KG 0.010 DP2351202512013006 25K20407 

AN/ASN-

109 
G 

005 5905-00-321-7092 912128-1 RESISTOR,TH 4 EA 1 180275  抵抗値規格外 返還 M-1 KG 0.050 DP2351202512013007 25K20408 
AN/ASN-

109 
G 

          

 

       

                  

                  

    
 

   
 

         

    
 

   
 

         

1
1
2
 

―以下余白― 



 

別紙様式第１９（第１３条、第１４条、第１５条、第２２条、第２３条、第５０条関係） 

 

 

官 給 申 請 書 

 

1
1

3
 



 

別紙様式第２０（第１３条、第１４条、第１５条、第３１条関係） 

 

工場受払記録（電子メール又は郵送用） 

航空自衛隊第３補給処 

補給分任物品管理官 殿 

（在庫統制課長気付） 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 工場受払記録の記入要領は、付紙による。 

会社名 
  年  月  日 

確
認 

責任者 担当者 

  

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
態
条
件 

数
量 

官
給
区
分 

整
理
番
号(

証
書
番
号) 

参
照
番
号 

本
機
納
入
年
度 

作
業
区
分 

契
約
番
号 

修
理
台
数 

Ｒ
Ｔ
区
分 

Ｍ
Ｒ
Ｓ
区
分 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

物
品
増
減
及
び
現
在
額
報
告
対
象
品
目
単
価 

備
考 

                          

                          

                          

                          

1
1
4
 



 

付紙 

 

工場受払記録の記入要領 

項 目 桁数 内     容     等   （△は空白を表す） 備      考 

種 別 ２ 固定値「３０」を記入する。 ※確認欄は、確認者が

署名(姓のみ)する。 

※物品増減及び現在額

報告対象品目の場合

は、機器一連番号（シ

リアル番号）毎に整理

番号（証書番号）を付

与し、記録を作成す

る。 

※記録区分 

ショップからの返納は

余剰品の返納のみ使用

し、編入受、調整受等

は調整通知で行う。 

※ＮＥＷ記号 

Ｋ及びＳは受払通知の

訂正を行う場合、常に

一対で使用する。 

Ｋは訂正対象データ、

Ｓは訂正後のデータ 

※整理番号（証書番

号） 

（例）ＯＨ２３４５Ｍ

２０２５００００００

１ 

 

 

 

 

 

※契約番号 

（例）Ｍ２５Ｋ２００

０１ 

 

 

 

 

 

 

 

※機種（航空機の適

用区分） 
（例）Ｃ－１３０Ｈ：

ＡＣ１３００００００

０ 

 

 

 

 

 

管 理単位 番 号 ６ 工場補給単位番号（左詰め４桁）を記入する。 

通 番 ５ 
工場受払記録の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号を記入する。

（日ごとに「００００１」から付与） 

記 録 区 分 ２ ＫＩ：ショップへの払出し ＫＴ：ショップからの返納 

補 給処等 記 号 １ 工場受払記録の通知先を記入する。（３：第３補給処） 

物 品 番 号 １８ 物品番号（物品番号がないときは部品番号）を記入する。 

単 位 ２ 物品単位略号を記入する。（ＥＡ：個 ＳＥ：セット） 

Ｎ Ｅ Ｗ 記 号 １ 
記録の状態を記号で記入する。 

（Ｃ：取消 Ｋ：被訂正データ Ｓ：訂正データ △：通常） 

状 態 条 件 １ 状態条件記号を記入する。（Ｓ：使用可能品 Ｒ：要修理品） 

数 量 ６ 受払数量を記入する。（例：００００２３） 

官 給 区 分 １ 
当該品目の官給区分を記入する。 

（Ｃ：ＣＰＰ品目 Ｆ：ＣＦＰ品目 Ｇ：ＧＦＰ品目） 

整 理 番 号 

（ 証書番 号 ） 
１８ 

工場で使用する整理番号を記入する。 

「業務記号（２桁）＋工場補給単位記号（４桁）＋補給処等記号（記号１桁

：Ｍ）＋西暦（４桁）＋一連番号（７桁）」 

参 照 番 号 １８ 

当該官給品が物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場

合、当該物品の工場受領返還記録（通知区分がＫＲ）の参照番号に記入した

出荷側の証書番号又は調達要求番号を記入する。 

本 機 納 入 年 度 ４ 
当該官給品が物品増減及び現在額報告対象品目の場合、官給の対象となる製

造品又は外注要修理品の納入年度を西暦（４桁の数字）で記入する。 

作 業 区 分 １ 
受払の根拠となる作業内容を記入する。（１：通常作業 ２：ＴＣＴＯ、契

約不適合疑義及びラインコンシューム・流用分の補充等特別作業の場合） 

契 約 番 号 ９ 

外注要修理品の修理契約番号（左詰め）を記入する。 

「補給処等区分（１桁）＋年度区分（２桁）＋歳国区分（１桁）＋一連番号

（５桁）」 

修 理 台 数 ４ 
契約毎、受払時点で何台目の修理かを示す一連番号を記入する。 

（例：０００１） 

Ｒ Ｔ 区 分 １ 

受払の対象となる修理主品目の状態、Ｒ：要修理 Ｔ：ＴОＣ △：その他

（ＩＲＡＮ、オーバーホール等）と記入し、編入待処理を行わない場合は‘

Ｚ’を記入する。 

Ｍ Ｒ Ｓ 区 分 １ 
受払の対象となる修理主品目の作業区分を記入する。 

（Ａ：補給本部計画に係るもの Ｄ：補給処計画に係るもの） 

修理主品目物品番号 １８ 
修理対象品目の物品番号（改修等で物品番号が変わる場合は変更前の物品番

号）又は機種（航空機の適用区分）を記入する。 

参 考物品 番 号 １８ 
編入物品の受払の際、代替品を払出し又は返納した場合に代替品の物品番号

を記入する。 

処 理 日 付 ８ 
記入しない。ただし、電算機による場合は「工場受払エラー参照」に表示さ

れたエラー照合処理日付を入力する。 

エラー照合番号 ４ 
記入しない。ただし、電算機によるの場合は「工場受払エラー参照」に表示

されたエラー照合一連番号を入力する。 

無 視 記 号 １ 記入しない。 

余 白 １８ 記入しない。 

ロ ッ ト 番 号 １０ 必要に応じロット番号を記入する。 

機 器一連 番 号 １２ 
物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、機器一連

番号を記入する。 

物品増減及び現在額

報告対象品目単価 
１１ 

物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、単価を記

入する。 

注：１ 電子メール又は郵送で通知する場合は、指定様式を本要領により作成する。電算機の場合は、本要領によ

りデータを入力し、送信する。 

注 ２ 適用区分コードは、属紙による。 
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属紙 

 

適用区分コード 

機  種 適用区分 

C-130H AC130000000 

CH-47 AC470000000 

C-1 ACC10000000 

C-2 ACC2A100000 

YS-11 ACYS0000000 

E-2C AE2C0000000 

E-2D AE2D0000000 

E-767 AEAW0000000 

F-2 AF020100000 

XF-2 AF020200000 

F-2A AF02A100000 

XF-2A AF02A200000 

F-2B AF02B100000 

XF-2B AF02B200000 

F-4EJ AF140000000 

F-15J AF15A100000 

F-15JKINDAIKA AF15A200000 

F-15DJ AF15B100000 

F-15DJKINDAIKA AF15B200000 

F-15J NOURYOKU KOUJOU AF15C100000 

KC-767 AKK70000000 

U-125A AR120000000 

RF-4E AR140000000 

UH-60J AR60A100000 

UH-60J C-22GATA AR60A200000 

T-4 AT04A100000 

T-4ACRO AT04A200000 

XT-4 AT04A300000 

T-7 AT070000000 

T-400 AT400000000 

U-125 AU120000000 

U-4 AUU40000000 
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別紙様式第２１（第１３条、第１４条、第１５条、第３１条関係） 

 

工場受払記録（電算機用） 

区
画 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

項
目 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
態
条
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数
量 

官
給
区
分 

整
理
番
号(

証
書
番
号) 

参
照
番
号 

本
機
納
入
年
度 

作
業
区
分 

契
約
番
号 

修
理
台
数 

Ｒ
Ｔ
区
分 

Ｍ
Ｒ
Ｓ
区
分 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

余
白 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

物
品
増
減
及
び
現
在
額
報
告
対
象
品
目
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 4 1 9 4 1 1 18 18 8 4 1 18 10 12 11 

 

1
1
7
 



 

別紙様式第２２（第１３条、第１４条、第１５条、第３２条関係） 
 

工場受領返還記録（電子メール又は郵送用） 
航空自衛隊第３補給処長 
補給分任物品管理官 殿 
 （在庫統制課長気付） 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 工場受領返還記録の記入要領は、付紙による。

会社名 
  年  月  日 

確
認 

責任者 担当者 

  

通
番 

記
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補
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記
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Ｗ
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付紙 
 

工場受領返還記録の記入要領 

項    目 桁数 内     容     等   （△は空白を表す） 備      考 

種 別 ２ 固定値「３０」を記入する。 ※確認欄は、確認者が署

名(姓のみ)する。 

※物品増減及び現在額報

告対象品目の場合は、機

器一連番号（シリアル番

号）毎に整理番号（証書

番号）を付与し、記録を

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＥＷ記号 

Ｋ及びＳは受払通知の訂

正を行う場合、常に一対

で使用する。 

Ｋは訂正対象のデータ 

Ｓは訂正後のデータ 

 

 

 

 

※整理番号（証書番号） 

（例）ＯＨ２３４５Ｍ２

０２５００００００１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約番号 

（例）Ｍ２５Ｋ２０００

１ 

管理単位 番号 ６ 工場補給単位番号（左詰め４桁）を記入する。 

通 番 ５ 
受領返還記録の送付(送信)単位ごとの件数を表わす一連番号を記入する。（日ご

とに「００００１」から付与） 

記 録 区 分 ２ 

受領返還記録の記録区分を記入する。（ＫＲ：官給品等の受領 ＫＳ：官給品等

の補給処、基地等への出荷 ＭＲ：外注要修理品等の受領 ＭＳ：外注要修理品

等の補給処、基地等への出荷） 

補給処等 記号 １ 受領返還記録の通知先を記入する。（３：第３補給処） 

物 品 番 号 １８ 物品番号（物品番号がないときは部品番号）を記入する。 

単 位 ２ 物品単位略号を記入する。（ＥＡ：個 ＳＥ：セット） 

Ｎ Ｅ Ｗ 記 号 １ 
記録の状態を記号で記入する。（Ｃ：取消 Ｋ：被訂正データ Ｓ：訂正データ 

△：通常） 

状 態 条 件 １ 
状態条件記号を記入する。（Ｓ：使用可能品 Ｒ：要修理品 Ｔ：ＴОＣ品 

Ｆ：契約不適合品 Ｕ：要検査品 Ｉ：ＩＮＣ品 Ｃ：修理不能品） 

数 量 ６ 受払数量を記入する。（例：００００２３） 

受領時状態条件 １ 
記録区分が、ＭＲ：相手方証書の状条、ＭＳ：寄託受領時の状条を記入する。 

ＫＲ・ＫＳ：空白とする。 

整 理 番 号 

（証書番 号） 
１８ 

工場で使用する整理番号を記入する。 

「業務記号（２桁）＋工場補給単位番号（４桁）＋補給処等記号（記号１桁：

Ｍ）＋西暦（４桁）＋一連番号（７桁）」 

参 照 番 号 １８ 

受領返還記録に係る参照番号を、次により記入する。 

通知区分ＫＲで直納の場合はＤＰ又はＣＰ番号 

通知区分ＫＲで管理換受の場合は補給処出荷側証書番号 

通知区分ＭＲの場合は補給処出荷側証書番号 

通知区分ＫＳの場合は受領時の補給処出荷側証書番号 

通知区分ＭＳの場合は受領時の補給処出荷側証書番号 

通知区分がＫＳ・ＭＳで出荷指示に基づく場合は出荷指示番号（ＳО番号） 

通知区分がＫＳ・ＭＳで上記以外のときは補給処管理単位番号（２３５１） 

出荷先管理単位番号 ４ ２３５１（第３補給処） 

余 白 １ １ 記入しない。 

契 約 番 号 ９ 

当該品目の受払に係る外注整備の契約番号（左詰め）を記入する。 

（補給処等区分（１桁）＋年度区分（２桁）＋歳国区分（１桁）＋一連番号（５

桁）） 

余 白 ２ ６ 記入しない。 

機器一連 番号 １８ 
物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、機器一連番号

を記入する。 

余 白 ３ １８ 記入しない。 

処 理 日 付 ８ 
記入しない。ただし、電算機による場合は「工場受払エラー参照」に表示された

エラー照合処理日付を入力する。 

エラー照合番号 ４ 
記入しない。ただし、電算機による場合は「工場受払エラー参照」に表示された

エラー照合一連番号を入力する。 

無 視 記 号 １ 記入しない。 

修理主品目物品番号 １８ 
修理対象品目の物品番号（改修等で物品番号が変わる場合は変更前の物品番号）

又は機種（航空機の適用区分）を記入する。 

ロ ッ ト 番 号 １０ 必要に応じロット番号を記入する。 

機器一連 番号 １２ 
物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、機器一連番号

を記入する。 

物品増減及び現在額 

報告対象品目単価 
１１ 

物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、単価を記入す

る。 

注：電子メール又は郵送で通知する場合は、指定様式を本要領により作成する。電算機の場合は、本要領によりデータを入力 

し、送信する。
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別紙様式第２３（第１３条、第１４条、第１５条、第３２条関係） 

 

 

工場受領返還記録（電算機用） 

区
画 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

項
目 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
態
条
件 

数
量 

受
領
時
状
態
条
件 

整
理
番
号(

証
書
番
号) 

参
照
番
号 

出
荷
先
管
理
単
位
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

機
器
一
連
番
号 

余
白
３ 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

物
品
増
減
及
び
現
在
額
報
告
対
象
品
目
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 4 1 9 6 18 18 8 4 1 18 10 12 11 

 

1
2
0
 



 

別紙様式第２４（第１３条、第１４条、第１５条、第３３条、第５８条関係） 
 

工場調整記録（電子メール又は郵送用） 

航空自衛隊第３補給処 

補給分任物品管理官 殿 

（在庫統制課長気付） 

注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

注 ２ 工場調整記録の記入要領は、付紙による。 

会社名 
  年  月  日 

確
認 

責任者 担当者 

  

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
態
条
件 

数
量 

官
給
区
分 

整
理
番
号(

証
書
番
号)

 

参
照
番
号 

契
約
番
号 

編
入
待
区
分 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

物
品
増
減
及
び
現
在
額
報
告
対
象
品
目
単
価 

                     

                     

                     

                     

1
2
1
 



 

付紙 

 

 

工場調整記録の記入要領 
項 目 桁数 内     容     等   （△は空白を表す） 備      考 

種 別 ２ 固定値「３０」を記入する。 ※確認欄は、確認者が署名

(姓のみ)する。 

※物品増減及び現在額報告

対象品目の場合は、機器一

連番号（シリアル番号）毎

に整理番号（証書番号）を

付与し、記録を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＥＷ記号 

Ｋ及びＳは受払通知の訂正

を行う場合、常に一対で使

用する。 

Ｋは訂正対象のデータ 

Ｓは訂正後のデータ 

 

 

 

 

※整理番号（証書番号） 

（例）ＯＨ２３４５Ｍ２０

２５００００００１ 

 

 

 

 

 

 

※契約番号 

（例）Ｍ２５Ｋ８０００１ 

管理単位 番号 ６ 工場補給単位番号（左詰め４桁）を記入する。 

通 番 ５ 
工場調整記録の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号を記入する。（日

ごとに「００００１」から付与） 

記 録 区 分 ２ 

ＫＡ：官給品等の不用決定指示に基づく払出し 

ＭＡ：外注要修理品の不用決定指示に基づく払出し 

ＫＢ：外注要修理品からの部品取り又は取外し部品の編入受 

ＫＸ：官給品等のブレークダウン又は調整による受入れ 

ＫＹ：官給品等のブレークダウン又は調整による払出し 

ＭＸ：外注要修理品のブレークダウン又は調整による受入れ 

ＭＹ：外注要修理品のブレークダウン又は調整による払出し 

補給処等 記号 １ 工場調整記録の通知先を記入する。（３：第３補給処） 

物 品 番 号 １８ 物品番号（物品番号がないときは部品番号）を記入する。 

単 位 ２ 物品単位略号を記入する。（ＥＡ：個 ＳＥ：セット） 

Ｎ Ｅ Ｗ 記 号 １ 
通知記録の状態を記号で記入する。（Ｃ：取消 Ｋ：被訂正データ Ｓ：訂正デ

ータ △：通常） 

状 態 条 件 １ 
状態条件記号を記入する。（Ｓ：使用可能品 Ｒ：要修理品 Ｔ：ＴОＣ品 

Ｆ：契約不適合品 Ｕ：要検査品 Ｉ：ＩＮＣ品 Ｃ：修理不能品） 

数 量 ６ 受払数量を記入する。（例：００００２３） 

官 給 区 分 １ 
通知区分がＫＡ・ＫＢの場合は、Ｃ：ＣＰＰ品目 Ｆ：ＣＦＰ品目 Ｇ：ＧＦＰ

品目のいずれかを記入する。 

整 理 番 号 

（証書番 号） 
１８ 

工場で使用する整理番号を記入する。 

「業務記号（２桁）＋工場補給単位番号（４桁）＋補給処等記号（記号１桁：

Ｍ）＋西暦（４桁）＋一連番号（７桁）」 

参 照 番 号 １８ 
編入物品の受払いの際、対応する工場の整理番号（対応する整理番号が未定の場

合は空白）、通知区分がＫＡ・ＭＡの場合は不用決定承認番号を記入する。 

余 白 １ ５ 記入しない。 

契 約 番 号 ９ 

通知区分がＫＡ・ＫＢの場合は外注整備の契約番号（左詰め）を記入する。 

「補給処等区分（１桁）＋年度区分（２桁）＋歳国区分（１桁）＋一連番号（５

桁）」 

余 白 ２ ４ 記入しない。 

編 入 待 区 分 １ 通知区分がＫＢの場合で編入待処理を行わない場合は‘Ｚ’を記入する。 

余 白 ３ １９ 記入しない。 

参考物品 番号 １８ 
編入物品の受払の際に代替品を払出し又は返納した場合、代替品の物品番号を記

入する。 

処 理 日 付 ８ 
記入しない。ただし、電算機による場合は、「工場受払エラー参照」に表示され

たエラー照合処理日付を入力する。 

エラー照合番号 ４ 
記入しない。ただし、電算機による場合は「工場受払エラー参照」に表示された

エラー照合一連番号を入力する。 

無 視 記 号 １ 記入しない。 

修理主品目物品番号 １８ 
修理対象品目の物品番号（改修等で物品番号が変わる場合は変更前の物品番号）

又は機種（航空機の適用区分）を記入する。 

ロ ッ ト 番 号 １０ 必要に応じロット番号を記入する。 

機器一連 番号 １２ 
物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、機器一連番号

を記入する。 

物品増減及び現在額 

報告対象品目単価 
１１ 

物品増減及び現在額報告対象品目及びシリアル管理品目の場合は、単価を記入す

る。 

注：電子メール又は郵送で通知する場合は、指定様式を本要領により作成する。電算機の場合は、本要領によりデータを入力し、 

送信する。
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別紙様式第２５（第１３条、第１４条、第１５条、第３３条、第５８条関係） 

 

 

工場調整記録（電算機用） 

区
画 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

項
目 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
態
条
件 

数
量 

官
給
区
分 

整
理
番
号(

証
書
番
号) 

参
照
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

編
入
待
区
分 

余
白
３ 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

物
品
増
減
及
び
現
在
額
報
告
対
象
品
目
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 5 9 4 1 19 18 8 4 1 18 10 12 11 

1
2
3
 



 

別紙様式第２６（第１６条関係） 

 

 

臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表） 

 

                                       発 簡 番 号 

                                      発簡年月日 

 

  工場物品管理責任者 殿 

 

                           航空自衛隊 

                            第３補給処長 

 

 

     臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表）の送付について 

 

 

  標記について、別添のとおり送付しますので、貴工場の官給品等の識別諸元の変更をお願い 

します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：１ 別紙様式「識別諸元変更について」 

     ２ 識別諸元変更該当品目表 

 

注：臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表）の記載内容の説明は、付紙による。 
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付紙 

 

 

臨時物品目録変更通報（識別諸元変更該当品目表）の記載内容説明 

項    目 内                            容 

発効日付 識別諸元変更の発効日を表す。 

照合用物品番号（又はＰＮ番号） 物品番号が変更された場合は旧物品番号を表す。物品番号以外の識別諸元が変更された場合はその品目の物品番号を表す。 

刊行日付 該当する物品目録等の刊行日付を表す。 

変更区分 

識別諸元の変更内容を次の記号で表す。 

変  更  内  容 記 号 

部品番号（ＰＮ番号を含む） ＳＮ（ＶＮ） 

性価区分 ＥＲＣ 

単位 ＵＩ 

物品番号の分解（ブレークダウン） ＢＲＫ 
 

単位換算係数 単位変更の場合で数量の換算を必要とする場合、その換算率を表す。（例：「ＥＡ」→「ＨＤ」のとき「１００」） 

乗除 Ｃ／Ｈ 単位換算係数を表した場合、該当数量の換算が乗算・除算の区分を記号で表す。乗算（Ｍ）、除算（Ｄ） 

新物品番号  

（又はＰＮ番号） 

旧項目 物品番号の変更の場合、新物品番号を「旧項目」の欄に表し、その他の変

更は右記のとおり。 

該当項目の旧識別諸元「旧項目」に表す。 

新項目 該当項目の新識別諸元「新項目」に表す。 

根拠番号 変更の根拠となる物品目録等の図書番号を表す。 

物品管理単位、保管場所 該当契約工場等の工場補給単位番号等を表す。 

使用可能 それぞれの項目に該当する官給品等の寄託数量を表す。ただし、「その他」の欄には契約不適合物品（ＦＦ）及び要検査物品

（ＹＹ）の寄託数量を表す。 

 

ＴОＣ 

ＩＮＣ 

要修理 

修理不能 

その他（ＦＦ＋ＹＹ） 

備考  

注：識別諸元変更該当品目表は、属紙による。

1
2
5
 



 

属紙 

 

 

                                    補給処 

識別諸元変更該当品目表 

                                      基地等 
 

発効 
日付 

照合用物品番号 
（又はＰＮ番号） 

刊行 
日付 

変更 
区分 

単位換 
算係数 

乗 
除 
C/H 

新物品番号（又はＰＮ番号） 
根拠番号 

物品管理単位 
使用 

可能 ＴＯＣ ＩＮＣ 要修理 修理 
不能 その他 備 考 

旧項目 新項目 保管場所 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

1
2
6
 



 

別紙様式第２７（第２６条、第２８条関係） 
                                  

業 者 負 担 品 目 （ 追 加 指 定 ・ 内 容 変 更 ・ 指 定 解 除 ） 申 請 書 
      航空自衛隊第３補給処長 殿 
       （資材計画部長気付）                                                                     文書番号 

令 和   年      月   日 
                                                                                                    住 所              
                                                                                                               会社名 
                                                                                                               代表者 氏名              
 
                標記について、次のとおり（追加指定・内容変更・指定解除）されたく申請する。 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記申請について（申請品目のうち、      品目について）（追加指定・内容変更・指定解除）承認欄のとおり決定する。 
         なお、承認品目の適用開始時期は、            からとする。                                                    

                                                                                                                                                            
会社                                                              ３補資第                 号 

                                           殿                                               令和     年     月     日      
                                                                                             航空自衛隊 第３補給処長 
 
注：１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

  ２ ※印欄は、官側で記入する。 

注：３ 業者負担品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書の記入要領は、付紙による。 

項 

目 

物 品 番 号 

品  名 単位 

調   達 単  価 

親Ｓ／Ｎ 
Ｕ
Ｐ
Ａ 

Ｒ／Ｆ 
理      

由 

※    承  認 

期 

間 

ロ 

ッ 

ト 

源 
記 

号 
価 格 

単 

位 

可 

否 
理  由 部 品 番 号 

（型 式 番 号） 

                

※ ※ ※ 

                

※ ※ ※ 

 

1
2

7
 



 

付紙 

 

 

業者負担品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書の記入要領 

 

 
１ 申請書は原則として追加指定、指定解除の別に作成し、１枚に記入できない場合は申請書の様式に

準じて作成することができる。 

  なお、提出部数は１部とする。 

 

２ 「調達」欄は、修理契約会社で調達した（する）当該事項を次により記入する。 

(1) 「期間」欄は、月数を記入する（１か年の場合は、「１２」と記入する。）。 

 (2) 「ロット」欄は、調達した（する）数量を記入する。 

 (3) 「源」欄は、国内調達の場合は「Ｄ」、輸入の場合は「Ｉ」、自社製品の場合は「Ｐ」と記入 

  する。 

 

３ 「単価」欄は、前項の調達した（する）品目の単価について、次により記入する。ただし、下欄は

記入しない。 

(1) 「記号」欄は、実績単価の場合は「Ｇ」、見積単価の場合は「Ｍ」、見積りで不安定の場合は

「Ｈ」の記号を記入する。 

(2) 「単位」欄は、＄又は円の区分で記入する。 

 

４ 「親Ｓ／Ｎ」欄は、親器材（当該部品から見た上位の部品）の物品番号を記入する。 

 

５ 「ＵＰＡ」欄は、ＵＰＡ（装着数）を記入する。 

 

６ 「Ｒ／Ｆ」欄は、Ｒ／Ｆ（交換率）を記入する。 

 

７ 「理由」欄は、理由のほか追加指定又は指定解除の希望時期を記入する。 

なお、追加指定の場合、特に自社製品の場合はそれを証明し得る根拠（例：国産化承認番号）を

記入する。 
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別紙様式第２８（第３０条、第５６条関係） 

 

 

使用部品明細書（Ａ） 

 

使用部品明細書（Ａ） 
会

社

名 

 

契 

約 

数 

 項数 

主

品

目 

日付 物品番号 品名 
年

度 

歳

国 

定

構 

修 理 

台 数 

調達要求番号、 

契約番号等 
形式名 

部品（型 

式）番号 
適用器材 適用ＴＯ番号 

1～4   65 66 67 75～78 
     

       

部 

 

 

 

 

 

 

品 

項 

 

目 

物品番号 品 名 

Ｅ

Ｒ

Ｃ 

単位 

使 用 数 官 

 

給 

回路符号又は 

FIG-INDEX 

部品 

（型式）番号 

 使 用 部 品 明 細 

UPA 使用数 
 

          単価 

金額 

一連番号 

5～22 23～33 34 35,36 38～40 41～43 64 79～88   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

備    考  監督官確認  

注：１ 使用部品明細書の記入要領及び提出要領は、別紙第９による。 

  ２ 役務通知書が通知されている場合は備考欄に「役務通知番号（年月日）」を記入する。

1
2

9
 



 

別紙様式第２９（第３０条、第５６条関係） 

 

 

使用部品明細書（Ｂ） 

使 用 部 品 明 細 書（Ｂ） 

項数 

使 用 部 品 明 細 

台 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

 一連 

番号                                   

項目 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

監督官確認  

注：使用部品明細書の記入要領及び提出要領は、別紙第９による。 

 

1
3

0
 



 

 

別紙様式第３０（第３８条、第３９条、第４１条関係） 

 

 
 

                                       文  書  番  号 

                                       令和 年 月 日 

 航空自衛隊第３補給処 

 補給分任物品管理官 殿 

  （資材計画部長気付） 

住   所           

会 社 名           

代表者氏名                         

 

無償貸付申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 １ 借受希望物品の物品番号、部品番号、品名及び数量 

   

２ 使用目的 

   

３ 借受を必要とする理由 

   

４ 借受希望期間 

   

５ 使用計画 

   

６ 使用場所 

   

７ 借受条件 

      総理府令第１号（３３．１．１０）第４条、第５条、第１７及び第１８条による。 

  

８ その他 

       

    監督官意見 

                      階級   氏名 

 

注：１ 提出資料として、契約書のかがみ（別表等がある場合はそれらを含む。）及び仕様書、調達要領指

定書等のかがみ及び貸付物品を明示した箇所（契約に基づく異状通知（契約不適合修補等請求）書に

より物品を借受けようとする場合は、異状通知（契約不適合修補等請求）書、不具合通報及び関連文

書）を添付する物とする。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

３ 無償貸付申請書の作成要領は、付紙による。 
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付紙 

 

 

無償貸付申請書の作成要領 

 

 

１ 借受希望物品の物品番号、部品番号、品名及び数量 

  借受を希望する物品の物品番号、部品番号、品名及び数量を記入する。 

（別表による記載も可とし、仕様書に記載された順に表を作成することを基準とする。） 

２ 使用目的 

    契約書等の契約番号を記入する。 

３ 借受を必要とする理由 

    使用目的上の必要性及び用途を記入する。 

４ 借受希望期間 

    借受希望期間を年月日で記入する（〇年〇月〇日～〇年〇月〇日）。 

５ 使用計画 

    使用計画等を記入する。 

６ 使用場所 

  使用場所の住所及び工場名を記入する。 

 なお、管理元と使用場所が異なる場合は、(1)使用場所、(2)管理元として、それぞれ記入

する。 

７ 借受条件 

特別防衛秘密、特定秘密及び装備品等秘密に指定された物品の借受を希望する場合は、特

別防衛秘密の保護に関する特約条項又は特定秘密の保護に関する特約条項又は装備品等秘密

の保全に関する特約条項を厳守する旨を併せて記入する。 

８ その他 

 (1) 更新申請の場合は、前回承認番号及び更新の旨を記入する。 

(2) 他契約での貸付物品との併用使用又は他社との共同使用の場合は、当該承認番号及びそ

の旨を記入する。  

   なお、申請時において未承認の場合は、承認番号に替えて会社申請番号を記入する。 

(3) その他、参考となる事項を記入する。 

９ 契約書等に品目及び数量が明示されていない物品を借受けようとする場合、３補契約にお

いては監督官の確認を、装備庁契約においては契約担当官等の確認を確実に得るものとする。 
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別紙様式第３１（第３９条、第４０条、第４２条関係） 

 
 

無償貸付承認書 

 

３補資第   号  

 発 簡 年 月 日  

 

            殿 

 

航空自衛隊第３補給処      

補給分任物品管理官      

 

 

    物品の無償貸付について（承認） 

 

  標記について、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

 

 １ 貸付物品及び数量 

 

  ２ 貸付の目的 

 

  ３ 貸付期間 

       

  ４ 使用場所 

 

  ５ 貸付条件等 

   総理府令第１号（３３．１．１０）第４条、第５条、第１７条及び第１８条による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

関連文書： 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 
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別紙様式第３２（第４０条、第４３条関係） 

 

 

 

文 書 番 号  

令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第３補給処 

 補給分任物品管理官 殿 

  （資材計画部長気付） 

住   所           

会 社 名           

代表者氏名 

 

 

借    受    証 

 

 

  ３補資第  号（承認年月日）により承認された無償貸付物品を下記のとおり借受けました。  

        

 

記 

 

 １ 借受物品の物品番号、部品番号、品名及び数量 

   （別紙等による記載も可） 

 

  ２ 借受期間 

    

  ３ 返納場所 

   航空自衛隊第３補給処（基地等に返納する場合は基地等名を記入） 

 

  ４ 借受物品は、借受期間満了の日までに返納します。 

 

  ５ 借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書面をもってその旨及び理由の詳細を報告して、 

その指示に従います。 

 

  ６ 借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実 

及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出します。 

 

  ７ その他、承認書の貸付条件に従います。 

 

 

 

 

 

 

注：１ 物品の受領と同時に、更新等については承認後速やかに提出するものとする。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 
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別紙様式第３３（第３８条、第３９条、第４１条関係） 

 

 
 

                                       文  書  番  号 

                                       令和 年 月 日 

 航空自衛隊第３補給処 

 補給分任物品管理官 殿 

  （資材計画部長気付） 

住   所           

会 社 名           

代表者氏名                         

 

無償貸付変更申請書 

 

 

標記について、３補資第○○号（令和〇年〇月〇日）の一部変更を下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 １ 第〇項（変更となる項目） 

  （１）変更前 

 

 （２）変更後 

 

２ 第〇項（変更となる項目） 

  （１）変更前 

 

 （２）変更後 

 

 ３ 変更となる理由 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 装備庁との契約においての無償貸付承認書の変更を申請する場合は、当該契約工場を担当する地方

防衛局調達部長等を経由して申請するものとする。 

  ２ 変更となる項目ごとに新旧両方を併記する。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。
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別紙様式第３４（第４６条関係） 

 
 

文 書 番 号 

                                       令和 年 月 日 

 

  航空自衛隊第３補給処 

  補給分任物品管理官 殿 

（資材計画部長気付） 

 

所在地 

会社名 

代表者     氏   名 

 

 

無償貸付物品の故障について 

 

 

３補資第○○○号（令和○年○月○日）で借受けた物品に正常損耗と推定される故障が発生しました 

ので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 発生日時及び場所 

   発生日時 令和○○年○○月○○日 ○○時○○分 

   場  所 

２ 貸付物品 

   物品番号、品名、部品番号及び数量 

３ 発生状況、診断及び検査記録等 

 正常損耗による故障であることが確認できる内容及び修理困難である理由又は 

修理用部品取得の困難な理由等を記入する。 

 ４ 当該物品の技術指令書番号又は取扱説明書番号 

    ＴＯがある場合はその番号を、取扱説明書のみの場合はその番号を記入する。 

    ただし、番号がない場合はその表題を記入する。 

５  処置希望時期及び方法 

 無償貸付物品の修理用部品の官給又は無償貸付物品の修理及び代替品の出荷等、 

 処置希望を記入する。 

６ 契約納期に関する事項 

   （契約納期及び納期変更希望日等） 

７ 当該契約の品名、契約番号、契約年月日及び納期 

８ 監督官の確認及び意見 

 

                 階級    氏  名 

 

 

注：１ 中央調達（防衛装備庁契約）の場合はこの様式に準じて作成するものとする。また、提出の際は担

当する地方防衛局調達部長等の確認を得る。  

    ２ 提出資料として貸付品の写真（全体及び推定故障箇所）、技術指令書等（取扱説明書含む。）の図

面及び当該品目の部品番号が記載されている箇所の写し、正常損耗と推定した根拠資料（計測値又は

基準値等が記載されている資料）を添付するものとする。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。
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別紙様式第３５（第５２条関係） 

 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

                                 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第３補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名                

 

 

ＵＲ関連証拠品指定申請書 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ関連証拠品 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 調査後の状条区分予定 

 

３ 理由 

 

 

 

４ 搬入希望日 

 

５ 監督官確認 
監督官     （階級等）           （氏名）           
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別紙様式第３６（第５２条関係） 

 

 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

  

文  書   番  号 

                                令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第３補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名            

 

 

ＵＲ証拠品等形状変更（切断・溶解等）申請書 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ証拠品等 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

 

３ 形状変更する構成品及び理由 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 理由 
 

４ 形状変更後における修復の可否（否の場合はその理由） 

 

 

５ 監督官確認 

     監督官     （階級等）           （氏名）           
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別紙様式第３７（第５２条関係） 
 

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 
 

                                 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第３補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名                

 

 

ＵＲ証拠品調査完了通知 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ証拠品 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 調査後の状条 

 

３ 整備作業の種類 

 
※調査後の状条が要修理となった場合、外注整備共通仕様書（〇補ＬＰＳ－〇〇〇〇〇）に記載の整備作業の種類のうち、適切な整備作業を選定し記載す

る。 

４ その他必要な事項 
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